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総務委員会会議録  ・行財政の運営に関する諸問題の調査 

   （行政評価システムの導入について） 

平成２４年６月２１日 木曜日   （八代市地域防災計画の見直しについて） 

  午前１０時０１分開議   （地域要望制度について） 

  午後 ４時０５分閉議（実時間２６５分）  ・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調

査                               

                              ○本日の会議に付した案件 

○本日の会議に出席した者 １．議案第６１号・平成２４年度八代市一般会

計補正予算・第１号(関係分) 委 員 長  亀 田 英 雄 君 

副委員長  成 松 由紀夫 君 １．議案第６３号・専決処分の報告及びその承

認について 委  員  小 薗 純 一 君 

委  員  笹 本 サエ子 君 １．議案第６４号・専決処分の報告及びその承

認について 委  員  鈴木田 幸 一 君 

委  員  友 枝 和 明 君 １．議案第６６号・あらたに生じた土地の確認

について 委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  藤 井 次 男 君 １．議案第６７号・町区域の変更について 

 １．議案第６９号・熊本県市町村総合事務組合

規約の一部変更について ※欠席委員 太江田   茂 君 

                              １．議案第６８号・八代市の特定の事務を取り

扱わせる郵便局の指定の一部改正について ○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

       橋 本 幸 一 君 １．議案第７３号・八代市印鑑条例の一部改正

について                               

○説明員等委員（議）員外出席者 １．議案第７４号・八代市手数料条例の一部改

正について  総務部長       木 本 博 明 君 

  総務部次長     山 田   忍 君 １．議案第７２号・八代市有線テレビジョン放

送施設等条例の一部改正について   市民税課長     中 村 伸 也 君 

  資産税課長     畑 中 房 一 君 １．請願第３号・尖閣諸島を初めとする我が国

の領土領海を守る措置を速やかに求める意

見書の提出方について 

  財政課長      岩 本 博 文 君 

  市民課長      山 中 美紀代 君 

 市民協働部長     坂 本 正 治 君 １．陳情第２号・場外車券売り場の設置につい

て   市民協働部次長   脇 坂   裕 君 

  防災安全課長    東 坂   宰 君 １．陳情第４号・消費税率引き上げに反対する

意見書の提出方について 
 
   
  防災安全課 
            髙 田 剛 志 君 
  交通安全防災係長 １．平成２３年陳情第１３号・競輪場外車券売

り場南松江町内への誘致反対について 

   
 
  市民活動支援課長兼 
            辻 本 士 誠 君 
  消費生活センター所長 
 １．平成２３年陳情第１４号・公認プールの整

備について 
 商工観光部 

  商工観光部次長   宮 村 明 彦 君 
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  重点港湾 
            髙 﨑   正 君 
  八代港営業隊長 
 

 企画戦略部長     永 原 辰 秋 君 

  広報広聴課長    上 田 真 二 君 

  行政改革課長    豊 本 昌 二 君 

 部局外 
 
  議会事務局次長補佐 
            嶋 田 和 博 君 
  兼議事調査係長 
 

                              

○記録担当書記     竹 岡 雅 治 君 

 

（午前１０時０１分 開会） 

○委員長（亀田英雄君） 皆さんおはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り） 

 それでは、定刻となり、定足数に達しており

ますので、ただいまから総務委員会を開会いた

します。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第６１号・平成２４年度八代市一般会計

補正予算・第１号（関係分） 

○委員長（亀田英雄君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 議案第６１号・平成２４年度八代市一般会計

補正予算・第１号中、当委員会関係分を議題と

し、説明を求めます。 

 それでは、総務部から歳入等及び歳出の第２

款・総務費について説明願います。 

○総務部長（木本博明君） 委員長。 

○委員長（亀田英雄君） 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） はい。改めまし

て、おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり） 

 総務委員会に付託されました議案第６１号・

平成２４年度一般会計予算・第１号の歳入及び

歳出のうち、総務費につきまして総務部の山田

次長が、消防費、それから教育費のうち市民協

働部関係分につきましては市民協働部の脇坂次

長が、その後、また議案第６３号の専決処分の

報告及びその承認についてを総務部の山田次長

が説明しまして、その後、議案第６４号、６８

号、６９号、７３号、７４号につきましては、

各関係課長が説明いたしますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 山田総務部次長。 

○総務部次長（山田 忍君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）総務部の山田でございます。よろしくお願

いします。では、座らせていただきまして、説

明いたします。 

○委員長（亀田英雄君） どうぞ。 

○総務部次長（山田 忍君） それでは、こち

らですね、別冊となっております議案第６１号

です。平成２４年度八代市一般会計補正予算・

第１号をお願いいたします。 

 当総務委員会付託分につきまして、説明をい

たします。 

 まず、１ページをお願いします。 

 それでは、歳入歳出予算の補正でございます

が、第１条で歳入歳出それぞれ６億１０１０万

円を追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ

５１８億２３１０万円といたしております。 

 次に、第２条で、地方債の補正をお願いして

おりますが、内容につきましては、４ページの

表で説明をいたします。 

 それでは、めくっていただきまして、４ペー

ジをお願いします。 

 第２表・地方債補正は、今回の歳出補正に伴

い、地方債の限度額の変更を行うものでござい

ます。詳しい内容につきましては、後ほど１１

ページの歳入、款２１・市債で説明をいたしま

す。なお、起債の方法、利率、償還の方法につ

きましては、補正前と同じでございます。 

 続きまして、歳入を説明をいたします。 
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 ８ページをお願いします。 

 まず、款の１０、項の１、目１、節１・地方

交付税で７００７万６０００円を計上しており

ますが、これが今回の補正予算の一般財源でご

ざいます。 

 次に、款１２・分担金及び負担金、項の２・

負担金、目２・民生費負担金、節２・児童福祉

費負担金で７万３０００円を計上しております

が、これは、家庭内暴力等から逃れた者を一時

的に保護する施設であります母子生活支援施設

への入所期間中に、所得に応じて支払う入所者

の負担金でございます。 

 次に、款１４・国庫支出金、項の１・国庫負

担金、目１・民生費国庫負担金、節２・児童福

祉費負担金２８４万４０００円を計上しており

ます。 

 これは、新たな母子生活支援施設への入所に

要する費用に対する国の負担金でございます。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 款１４・国庫支出金、項の２・国庫補助金、

目４・農林水産業費国庫補助金、節２・農業費

補助金で３５９６万５０００円を計上しており

ますが、農業体質強化基盤整備促進事業に対す

る国の補助金でございます。 

 内訳は、本市が実施をします農業用の用排水

路施設の整備分としまして２４００万円と、北

部土地改良区が実施します客土事業分１１９６

万５０００円でございます。 

 また、同項、目５・商工費国庫補助金、節１

・商工費補助金で１０００万円を計上しており

ますが、本年度、五家荘地域において、観光客

の交通手段の確保のほか、地域住民の生活交通

や生活物資、地場産品の輸送手段として利用で

きる新たな交通アクセスの構築を目指す五家荘

地域複合型輸送システム構築事業に対し交付さ

れる過疎地域等自立活性化推進交付金でござい

ます。 

 次に、款の１５・県支出金、項の１・県負担

金、目１・民生費県負担金、節２・児童福祉費

負担金で１４２万２０００円を計上しておりま

すが、先ほど説明しました母子生活支援施設へ

の入所に要する費用に対する県の負担金でござ

います。 

 次に、款１５・県支出金、項の２・県補助

金、目２・民生費県補助金、節２・児童福祉費

補助金で６１００万３０００円を計上しており

ますが、病児・病後児保育事業の補助基準額増

額に伴う県補助金の増額２３６万６０００円

と、民間のみずほ保育園が行います園舎改築事

業に対する県の安心こども基金特別対策事業補

助金５８６３万７０００円でございます。 

 次に、１０ページをお願いします。 

 同項、目４です。農林水産業費県補助金、節

１・農業費補助金で３億５８９１万８０００円

を計上しておりますが、八代地域農業協同組合

及び農事組合法人八協連の低コスト耐候性ハウ

スの導入に対する強い農業づくり交付金事業補

助金でございます。 

 また、同項、同目、節３・水産業費補助金で

２４５万円を計上しておりますが、漁業生産活

動の向上と水産資源の回復・増大を目的に交付

される水産資源回復・基盤整備交付金でござい

まして、本年度は、昨年の集中豪雨で被害の生

じましたアサリ漁場への放流用アサリを購入す

ることとしております。 

 次に、款１５・県支出金、項の３・委託金、

目１・総務費委託金、節１・総務管理費委託金

で４４万９０００円を計上しておりますが、法

務省の地方委託事業を県から委託を受け実施す

るもので、本年度は、いっそＤＥフェスタの周

知用チラシの作成などに要する経費に対する人

権啓発活動委託事業委託金でございます。 

 次に、同項、目６・教育費委託金、節１・小

学校費委託金で２０万円を計上しております

が、県の委託を受け、児童の学力向上に関する

課題解決のため、アンケートなど調査研究を行
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う確かな学力の育成に係る実践的調査研究事業

委託金でございます。 

 款１９・項１、目１、節１・繰越金で５０万

円を計上しておりますが、これは、今回の補正

予算の一般財源でございますが、本年３月に、

柔道関係の経費として活用してほしいとの寄附

を受けたものを財源としております。 

 続きまして、１１ページをお願いいたしま

す。 

 款の２０・諸収入、項の４、目５、節９・雑

入で、２１４０万円を計上しております。 

 まず、自治総合センターコミュニティ助成事

業助成金１９７０万円でございますが、内訳

は、水島町町内会のコミュニティーセンター建

設に１３４０万円、南松江町内会のおみこし等

の整備に２５０万円、岩奥神楽保存会の胴長太

鼓等の整備に１１０万円、千丁西牟田下区自主

防災会と日奈久塩南町自主防災会の防災資機材

の購入に２７０万円となっております。 

 また、次の地域活性化センター助成事業助成

金１７０万円は、二見わっしょいファームが行

う農業体験など農村キッズなプロジェクトの取

り組みに対するものでございます。 

 次に、款２１、項の１・市債、目３・農林水

産業債で１８００万円を計上いたしております

が、農業体質強化基盤整備促進事業により本市

が実施します農業用用排水路施設の整備費４８

００万円から、国庫補助金２４００万円を除い

た額の８５％の起債でございます。済みませ

ん、７５％の起債でございます。７５％です。

はい。 

 それでは、次です。同項、目６・教育費、節

１・小学校債で、２６８０万円を計上いたして

おります。 

 これは、金剛小学校校舎の耐震化対策が耐震

補強から改築へと変更されたことに伴い、必要

となった地質調査や基本実施設計業務委託料２

８２９万２０００円の９５％の起債でございま

す。 

 以上、今回補正の歳入合計６億１０１０万円

の説明といたします。 

 続きまして、歳出を説明いたします。 

 １２ページをお願いします。１２ページで

す。 

 款の２・総務費、項の１・総務管理費、目５

・企画費で、１７０万円を計上いたしておりま

す。 

 これは、財団法人地域活性化センターの採択

を受け、補正するものでございまして、二見わ

っしょいファームが実施します子供たちの農業

体験や農産物の加工、販売などの農村キッズな

プロジェクトの経費に対し、助成を行うもので

ございます。なお、特定財源としまして、財団

法人地域活性化センターの助成金が同額参りま

す。 

 次に、同項、目８・人権啓発費で４４万９０

００円を計上いたしておりますが、法務省の人

権啓発活動地方委託事業につきまして、県から

市への再委託の申し入れを受け、補正するもの

でございます。 

 これは、八代みらいネットに実施を委託して

いますいっそＤＥフェスタの周知と内容充実を

図るための開催周知チラシ作成や、講師依頼な

どに伴う委託料でございます。なお、特定財源

としまして、県から委託金が同額参ります。 

 以上、平成２４年度一般会計補正予算・第１

号の歳入全体と歳出の総務費の説明といたしま

す。 

○市民協働部次長（脇坂 裕君） はい、委員

長。 

○委員長（亀田英雄君） はい。それでは、引

き続き、市民協働部から歳出の第８款・消防費

及び第９款・教育費について説明願います。 

 脇坂市民協働部次長。 

○市民協働部次長（脇坂 裕君） はい。おは

ようございます。（｢おはようございます」と
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呼ぶ者あり）市民協働部次長の脇坂です。よろ

しくお願いいたします。座らせていただきまし

て、説明をさせていただきます。 

○委員長（亀田英雄君） どうぞ。 

○市民協働部次長（脇坂 裕君） 議案第６１

号・平成２４年度八代市一般会計補正予算・第

１号のうち、第８款・消防費及び第９款・教育

費の中で、市民協働部関係分につきまして、御

説明をさせていただきます。 

 それでは、補正予算書７ページをお願いいた

します。 

 第８款・消防費歳出予算といたしまして、補

正前の額１９億９１３６万１０００円に、今回

の補正額２７０万円を加えまして、総額１９億

９４０６万１０００円を計上いたしておりま

す。 

 それでは、歳出の内容につきまして、御説明

いたします。 

 １５ページをお願いいたします。 

 款８・消防費、項１・消防費、目４・防災管

理費で、節１９・負担金補助及び交付金２７０

万円の補正をお願いいたしております。補正後

の金額は、５３１７万９０００円となります。 

 内容としましては、説明欄に記載しておりま

すように、自治総合センターコミュニティ助成

事業助成金の決定がなされましたため、補助内

示に伴い、補正のお願いをいたすものでござい

ます。 

 今回、助成対象となりましたのは、千丁西牟

田下区自主防災会１１０万円、日奈久塩南町自

主防災会１６０万円でございます。両防災会と

も、これまで災害時に必要となる防災資機材が

なく、緊急事態等が発生した場合、個人所有の

機材等を借用いたしまして活動することにな

り、災害対策活動に支障を来すことが予想をさ

れております。そのため、今回の助成を受けま

して、大規模災害に対応できるよう防災資機材

の整備を進めてまいります。なお、日奈久塩南

町自主防災会におきましては、防災資機材の整

備とともに、町内放送設備の整備もあわせて行

われる予定でございます。 

 続きまして、教育費の関係分につきまして、

御説明を申し上げます。 

 予算書の１６ページをお願いいたします。 

 款９・教育費、項７・社会教育費の目６・文

化財保護費で、１１０万円の補正をお願いいた

しております。補正後の金額は、１億３７４１

万６０００円となります。 

 特定財源といたしまして、先ほどの消防費と

同様に、全額自治総合センターのコミュニティ

助成事業助成金を充てております。 

 本事業も、助成事業の採択を受けまして実施

するものでありまして、泉町の岩奥神楽保存会

の太鼓、衣装等の整備を行うものでございま

す。岩奥神楽は、肥後神楽の流れをくみ、明治

４３年ごろ、甲佐町の神官により伝授、養成さ

れたと伝えられております。現在、使用してお

ります太鼓は神社のもので、非常に小さく、笛

も練習用のものを本番で使用されております。

また、神楽衣装も正式な肥後神楽のものではな

く、これまで何度も整備を検討されましたが、

予算の確保ができず現在に至っております。今

回の助成を受けまして、太鼓、衣装等の整備を

行うものでございます。 

 次に、第８項・社会体育費の目３・社会体育

施設費で、節１８・備品購入費５０万円を計上

いたしております。 

 これは、本年３月２３日に、スポーツ振興に

役立ててほしいと５０万円の寄附をいただきま

した。寄附者の御意向をお伺いしますと、柔道

に対する熱い思いをお持ちで、柔道競技に役立

てていただければということから、現在、総合

体育館備品にはございません柔道用タイマーを

購入することとし、品目につきましても、寄附

者の方からの同意を得ているところでございま

す。 
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 今回、年度末の寄附で当初予算に計上できま

せんでしたので、補正予算としてお願いをいた

すものでございます。 

 以上、御説明とさせていただきます。御審議

方、よろしくお願いいたします。 

○委員長（亀田英雄君） はい。それでは、以

上の部分について、一括して質疑を行いたいと

思います。質疑はありませんか。 

○委員（藤井次男君） 何もなかれぬば。 

○委員長（亀田英雄君） はい、藤井委員。 

○委員（藤井次男君） はい。１４ページので

すな、うんにゃ、１５ページの自主防災組織育

成助成事業、これは千丁と塩南って言いなった

が、ほかにはなかっですか。発生するおそれは

ありませんか。こういう状況になるところ。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、東坂課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。 

 おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）防災安全課の東坂でござい

ます。 

 ただいまの質問でございますけれども、今回

はこの２地区でございましたけれども、これ

は、先ほど説明がありましたように、助成をい

ただいてやっているところでございまして、今

年度につきましても、本市からは５地区の申請

がなされておりまして、採択が２地区だったと

いうことでございます。 

 ほかの地区につきましても、確かに必要かと

いうふうには考えておりますけれども、こうい

う形、助成の採択を受けてという形になります

と、今回の場合は、熊本県全体で１２団体申請

されて、４団体が採択された、そのうち、２団

体が八代市であったということでございまし

て、まだまだ採択数も少ないということもござ

いまして、なかなかこの事業でですね、ほかの

部分を進めていくというのは大変厳しいと思い

ますけれども、例年、昨年度も１カ所採択にな

っておりますので、こういう形で進めてまいり

たいというふうには考えております。 

 以上です。 

○委員長（亀田英雄君） いいですか。 

○委員（藤井次男君） はい、よかですよ。 

○委員長（亀田英雄君） ほかにありません

か。 

 なければ、終わりますよ。（｢うん、なか。

よし」と呼ぶ者あり） 

 いいですか。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 ないようですので、いいですか。 

○委員（友枝和明君） ちょっと。 

○委員長（亀田英雄君） なら、いいです。友

枝さん、どうぞ。 

○委員（友枝和明君） １０ページの農林水産

業費県補助金、アサリの放流、これは各漁協に

は同じ価格で同じあれで配分というか、配分は

いかが。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 山田次長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。アサリの

配分につきましては、基本的に、漁協ですね、

漁協で各支所ですか、漁協に各支所があるそう

なんですが、そこの１２カ所に２０万円という

ような配分でですね、２４０万配分をしまし

て、残りが市持ちといいますか、市の実験用と

いうことで、５万円が市のほうで持つと、そう

いうことで、各漁協の支所単位に配分をすると

いうふうなことであります。 

○委員（友枝和明君） はい、わかりました。 

○委員長（亀田英雄君） ようございますか。 

○委員（友枝和明君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） ほかにありません

か。いいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） ないようですので、

以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり）  横向きに。これですね、それの横向きでお願

いいたします。５ページです。はい、横向きで

すね。 

○委員長（亀田英雄君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第６１号・平成２４年度八代市一般会計

補正予算・第１号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおりに決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

○委員長（亀田英雄君） ２３年の１３号。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。横向きで

すね。 

○委員長（亀田英雄君） よかですよ。 

（賛成者 挙手） ○総務部次長（山田 忍君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 まず、歳入歳出予算の補正でございますが、

第１条で、歳入歳出それぞれ６億円を追加し、

補正後の総額を５５７億５５８４万３０００円

といたしております。また、第２条で繰越明許

費の補正を、第３条で地方債の補正をお願いし

ておりますが、この内容につきましては、７ペ

ージの表で説明をいたします。 

                              

◎議案第６３号・専決処分の報告及びその承認

について 

○委員長（亀田英雄君） いいですか。 

 次に、事件議案の審査に入ります。  それでは、７ページ、７ページをお願いしま

す。  まず、議案第６３号・平成２３年度八代市一

般会計補正予算・第１３号に係る専決処分の報

告及びその承認についてを議題とし、説明を求

めます。 

 まず、第２表・繰越明許費補正でございます

が、款１０・災害復旧費、項１・農林水産業施

設災害復旧費の林道施設災害復旧事業で、１２

８万円の増額変更を行っております。 ○総務部次長（山田 忍君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 山田総務部次長。  これは、林道菊池・人吉線災害復旧事業で追

加工事が必要となり、事業費を増額することと

なったため、繰越明許費の増額変更を行ったも

のでございます。 

○総務部次長（山田 忍君） 引き続き、説明

いたします。座らせていただきたいと思いま

す。 

 それでは、こちらです。議案書のほうの１ペ

ージですね。この分厚い冊子のほうの、まず、

１ページをお願いいたします。（｢定例会議案

１ページ」と呼ぶ者あり））はい、よろしいで

しょうか。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 次です。第３表・地方債補正でございます

が、地方交付税が当初見込みより大幅に確保で

きましたので、単に起債額をふやしては将来の

財政負担となりますことから、地方交付税での

措置割合が少ない事業の借り入れを取りやめる

など調整を図ったことに伴い、地方債のそれぞ

れの限度額の変更を行ったものでございます。 

 議案第６３号・専決処分の報告及びその承認

についてでございます。 

 内容は、平成２３年度八代市一般会計補正予

算・第１３号で、３月定例会後に、起債の調整

や剰余金を積み立てる必要等から、平成２４年

３月３０日に、緊急に専決処分を行ったもので

ございます。 

 詳しい内容は、１１ページの歳入、款２１・

市債で説明をいたします。なお、起債の方法、

利率、償還の方法につきましては、補正前と同

じでございます。 

 続きまして、歳入から説明いたします。 

 それでは、５ページをお願いいたします。  １１ページですね。１１ページの歳入をお願
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いいたします。 

 まず、款１０、項１、目１、節１・地方交付

税では、１５億４７５０万円を増額補正してお

りますが、この補正予算の一般財源でございま

す。地方交付税が当初見込みより大幅に確保で

き、１８０億円に達しましたので、今回の補正

を行ったものでございます。 

 次に、款の２１、項の１・市債、目１・総務

債、節１・総務管理債で、６億４９３０万円の

減額補正をしております。 

 この臨時財政対策債は、地方一般財源の不足

を補うために特例として発行される地方債であ

り、また、後年度、起債償還額の１００％が地

方交付税で措置されますが、当初見込みより借

り入れることができなくなったことなどによ

り、減額を行うものでございます。 

 同項、目２・衛生債、節１・生活環境債で、

５１３０万円の増額補正をしております。 

 これは、平成２３年度、２４年度に実施して

おりますが、清掃センター排ガス処理設備改修

事業の起債の充当率が当初見込みの７５％から

９０％に上がったことによるものでございま

す。（｢９０」と呼ぶ者あり）済みません。９

０％ですね。（｢７０が９０」と呼ぶ者あり）

７５が９０ですね。７５が９０です。はい。 

 同項、目３・農林水産業債、節１・農業債

で、１０万円の増額補正をしております。 

 これは、県営海岸保全事業・高潮対策の本市

負担金の確定に伴うものでございます。 

 同項、目５・土木債、節１・道路橋梁債で、

３億５２７０万円の減額補正をしております。

これは、地方交付税措置のない市内一円道路整

備事業の借り入れの一部を取りやめることとし

たための減額でございます。また、同目、節２

・河川債で３１０万円の増額補正をしておりま

す。これは、県河川海岸整備事業の本市負担金

の確定に伴うものでございます。 

 以上が、今回補正の総額６億円の歳入の説明

でございます。 

 続きまして、歳出を説明いたします。 

 １２ページの歳出をお願いいたします。 

 款１２・諸支出金、項１・基金費、目３・市

有施設整備基金費、節２５・積立金で、６億円

の増額補正をしております。 

 これは、平成２３年度の決算収支で剰余金が

見込まれましたことから、今後の環境センター

建設等に多額の経費を要することが予想されま

すので、それらの財政負担軽減のために、積み

立てを行ったものでございます。なお、６億円

積み立て後の市有施設整備基金残高は、３５億

円となりました。 

 以上、専決処分いたしました平成２３年度八

代市一般会計補正予算・第１３号の説明といた

します。御審議、よろしくお願いいたします。 

○委員長（亀田英雄君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑をお願いいたしま

す。（｢言えば切りがない｣と呼ぶ者あり） 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、済みません。 

 １１ページ、市債の関係でちょっと聞き逃し

たかもしれぬとですけど。総務費のところで、

総務管理費のところですよね。当初予定しとっ

たとが何か借りられぬごつなったけんがちゅう

こっで、こっちに回しますという話ばされたと

思うとですけど。ちょっと詳しくもう一回、そ

こばお願いしたいんですけど。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 山田次長。 

○総務部次長（山田 忍君） 総務債でありま

す臨時財政対策債というのは、先ほど申しまし

た地方の一般財源の不足分を補う特例に、赤字

分をですね、その不足する分を、市債を発行し

て補っていいよというようなことでございま

す。 

 それで、その額というのは、計算、国が示し
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た計算式がありまして、それの計算式というの

が、当初２７億を予定をしておったんですが、

その計算で得られる数字というのが大幅に、３

億近く減ってまいりました。いわゆる発行して

もいいという額ですね。それが八代市にとって

幾らまで借金をしていいですよという額が、当

初の２７億円よりも３億、約３億円減ったとい

うことが１つです。 

 それから、もう一つにつきましては、もう一

つ考えられますのは、今回の２３年度の決算の

収支、余剰金、剰余金というのが見込めるとい

うことで、こちらの起債にですね、つきまして

も、借り入れのほうを取りやめて、将来の負担

をですね、少しでも軽減しようということで、

借り入れを取りやめた額、合わせまして６億５

０００万近くということです。（｢全くわから

ぬ」と呼ぶ者あり） 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。あんま、わから

ぬだったですけど。 

 何かそう計算式のあっとばってんが、それが

最終、何で違うとですか。３億も違うとです

か、計算してからようわからぬとばってん、そ

こが。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 山田次長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。こちらの

ほうは、予算の編成をする際にはですね。計算

式というのは出ておりませんでですね、その金

額を出すに、当初予算を編成する際に当たりま

しては、前年との対比ですね、比率だけで計算

をやって、これぐらいは来るではなかろうかと

いうところで、あくまで推計での措置なんです

が、予算をつくるときですね、当初予算を。と

ころが、実際、その後にこういった計算式で、

これはここの数字を当てはめていくということ

になれば、そこでの見込み違いといいますか、

出てきたということですね。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。たまたま、今

回、交付税がですたい、算定額より何か多かっ

たちゅうこっで、こっちに回されたちゅう話な

んすけれども。もし、それが仮になかった場合

というとは、これはどやんふうにしとんなった

っですか。 

○委員長（亀田英雄君） 山田次長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。基本的に

予算の編成と、当初予算をですね、編成する場

合には、はっきり申し上げて、少しですね、今

回の交付税じゃないんですが、少し、ある程度

ですね、予備的なところもですね、懐もちょっ

と持っといて予算を組まなければですね、そう

いった事態が万が一発生してきたときにはどう

もなりませんもんですから。きちきち組むとい

うことじゃなくて、少しはですね、含みを持た

せて予算を編成するというようなことになりま

すのでですね、そういったことが、赤字が発生

するような事態は絶対ないようなですね、とこ

ろで、当初予算を編成しているということをお

含みおきいただければと思います。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。お含みおきした

いというふうに思いますけど。 

 小薗さんがですね、一般質問でいろいろされ

て、大分説明してもらったと思うとですけど、

何て言えばよかっかな。（発言する者あり）何

かこう、私たち議員とすればですよ、やっぱ、

決算でも何でも、審査ちゅうか、目を通して、

やっぱ議決せぬばんちゅうかですね、せぬばん

とがあっとばってん、何かこう慣例的にそうい

うことがずっとやられてきたっちゅうか、それ

が当たり前のように、こうですね、含みを持っ

てからやっていくとか、最終的に決算と金額が

合わぬごてなるというか。自分たちが聞いとる

額とですよね。それが、何かだまされとるよう
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な感じがしてですね、どうも腑に落ちぬとこが

あっとばってんが、何か、何となく理解できそ

うでできないちゅうか、何かこうあれがあると

ばってんですね。 

 今後、小薗議員も言われたように、市有施設

のほうに今回入れたちゅうのがあるとばってん

が、やっぱ、毎年最初からですよ、こんだけ入

れようごたっちゅうとば示してもらっとけば、

ちょっとすっきりはすっとかなって思うとばっ

てんですね。そういうところも、大分言うとっ

なっけんが、あんまり言うこともないんです

が、そういったとこもお含みおきいただければ

と思います。 

○委員（小薗純一君） ちょっとよかですか。 

○委員長（亀田英雄君） はい、小薗委員。 

○委員（小薗純一君） よかですか。（委員野

﨑信也君「はい」と呼ぶ） 

 いっちょだけ教えてくださいね。 

 財政見通しをどう立てていくのかというの

が、やっぱり最初の予算の編成の中で一番大事

なことだと。１５億、逆に言うと、補正が１５

億出てくるということ自身は、どぎゃん辛抱し

たっちゃ何したっちゃたい、多分、地方交付税

で１８０億に達したということ自身は、あたた

ちが予期せぬ出来事だったかもしれぬとたい

な。 

 これは、今度は１８０億をベースにして、今

度は来年度予算を編成するってなってくると、

今度は、逆に言うと、そこまでたどり着かぬか

もしれぬ。そういうところの見通しというのを

まず説明しないと、残った、残ったって、努力

したけん残ったというごた物の言い方すると、

努力せぬだったけん残ったというふうにとられ

ても、別に何にもおかしくない。 

 だから、要は、その６億、清掃センター、将

来のために、６億残せたんですよという説明は

何か空虚に聞こゆっとたいな。 

 前々年度は、７億５０００万残した。前年度

は、３億残した。ことしは、なら６億残した。

いっちょん一貫性のなかたい。俺に言わせた

ら、６億ずつ毎年残していって、５年間して３

０億ためますよという、ここまでには３０億た

めなければ、自主財源の基礎ができぬというこ

とならばたい、みんな我慢すっとだろうばって

んたい。そこば、ほんなことは言いたかったい

な。 

 ７億５０００万残して、次の年は３億で、そ

の次の年は６億って、市有施設整備基金に残し

ておりますなんて言うたっちゃ、何かそのまば

らな金の出し方はって。そういうことが、財政

を、この八代市財政をたい、つかさどる人たち

が言う言葉じゃなかろうとおれは思う。 

 補正予算で、多分、地方交付税がここまで伸

びるとはたい、予期しなかったというなら、そ

れはそれでいいと思うんですよ。予期できなか

ったことは、あなたたちが、逆に言うと計算式

がたい、足りなか部分があったかもしれぬ。毎

年、そこがずれるということは、何か、あたた

ちの予算編成の認識と国が思っている、いわゆ

る地方交付税や特別交付税とか来る、国から来

る金の考え方の間にそごがある。そういうこと

が、私は非常に心配するわけですよ。 

 だから、毎年６億もここに入れにゃいかぬ。

もっと言うならば、１５億のたい、財政見通し

の中で、当初予算から１６５億ぐらいの金が１

５億もつけさせられるというのは、私は、財源

上おかしいと思ってしよんなかったいな。その

あたりは、あたたちの腕だろうと思う。財政と

しての腕だろうと思う。 

 なぜかというと、何千万、例えば、２億３０

００万我慢したけん、やっとこげしこ残りまし

たという話なら、みんなたい、よう頑張ったな

いって言うばってん、何もせぬだったっちゃ６

億残りましたと言うなら、何かって、それは何

かっていうとが、わしどんが素人のですよ、市

民側の感覚なんです。そこを理解してくれとい
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うのを一般質問でも言うたつもりたい。 

 そのかわり、専決ですから、あなたたちが言

うとおりに承認をするための議題ですから、そ

れはもう承諾するとしまして、そのくらいにと

めておきます。本当に、しかし、そこは真剣に

考えよってください。お願いします。 

○委員長（亀田英雄君） 質疑ですから、山田

次長、一言コメントをいただければ。 

 はい、山田次長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。当初予算

を編成する際につきましては、その後の突発的

なですね、事態に対応するため、ある程度予備

費的な経費をいうのは、これはもうぜひとも持

つべき予算、含み的なですね、金額も持つとい

うのは、絶対必要なことかとは思っておりま

す。ただ、今、委員さんのほうからですね、御

指摘のありましたようにですね、きちんとし

た、今まで、国のほうが三位一体改革等で、地

方交付税が下がってきてたという事実がありま

したもんですから、そこをちょっと私どものほ

うは、そこを余りにも考え過ぎましてですね、

今後、交付税がどうなるかということにちょっ

と心配もありましたものですから、かた目、か

た目ということでですね、予算を編成してきた

というような事実がございます。 

 ただ、きちっとしたいろんな歳入ですね、見

積もりにつきまして、今後もですね、きちっと

した把握をしましてですね、精いっぱいやって

いきたいというふうに思っております。 

 以上です。（｢ありがとうございました」と

呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） ほかにありません

か。 

 はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済みません。 

 質問なんですけど、今回、この専決でですた

い、６億という話なんですけれども、単純に、

普通に、一般市民の方──私も素人なんで──

考え方から少し質問させてもらうとですけど。

こんだけ金の余ったということになれば、よか

ればですたい、こやん経済状況の悪か中で、何

か事業ば起こしてかっですよ、何かこう、広

く、例えば、いろんな建設だったり、土木だっ

たりというところにいっぱい振り分けてですた

い、何かそういったものに使えぬだったっだろ

うかって。そやんとのあれば、少しでもです

よ、倒産するところの少のうならせぬかって思

うところがあっとばってんが、何か事業ば興こ

したりという話とかはできないわけなんです

か。 

○委員長（亀田英雄君） 山田次長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。難しい質

問なんですが、先ほどもですね、──来申し上

げてますように、当初予算を編成するときは、

まだ不透明と。で、こういったのが出てきます

のは、年明けぎりぎりですね、──のところで

出てきますもんですから、その時点で新たに事

業を追加というのは、通常はですね、行ってお

りませんですね。 

 国の補助事業の絡みとかは別なんですが、通

常、市の単独ではそういったことで、年度末ぎ

りぎりに、そういった土木工事の追加の工事と

いうようなことはしておりませんで、あくま

で、そういった工事費につきましては、年度当

初予算の編成時にこれぐらいの枠を定めてです

ね、計画をしていくということで、整理をして

いくということで。決して、この６億円という

のは、今後のですね、歳入について不透明な、

今後の不透明な中にあってはですね、決して大

きな額ではなくてですね、それこそ、１年で吹

っ飛ぶようなお金かもしれないというような不

安もございます。その合併特例措置がなくなっ

た後のですね、ことを想定して、今、使えとい

うような話ですが、今はそれはためておくとい

うような考えでですね、５年後、１０年後のた

めに、少しでも蓄えをしとったほうがいいので
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はないかということでですね、今、やってると

いうことです。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。その１０年後、

１５年後のための蓄えちゅう話なんですけど、

今、今ば乗り切らぬばあかぬとかいう企業もで

すたい、あって思うとですよ、やっぱ今の状況

で。で、６億円、こやん余ったけん、積み立て

らしたっていう話ばしたときに、何かって、何

でそやんとのあっとなら事業ばしてくれぬとか

いって、回してくれぬとかいっていう話は絶対

起こっと思うですよ。そんだけ、やっぱ厳しか

ところのあると思うとですけど。 

 で、今までしてこぬだったけんちゅう話なん

ですけど、例えばですよ、こやんやって毎年毎

年余っていうとがもう慣例でわかっとっとであ

ればですよ、庁内の中でも、そやんとば余った

ときはこやん事業ばしようやって、単独でもよ

かけん、しようやっていうとば、つらつらって

並べとって話し合っとくっていうとも一つの手

じゃなかろうかと思うとですよね。こやん景気

の悪かときにですたい、市内の業者ば使ってか

らやってやろうかって、そやんともあってよか

っじゃなかろうかって思うとばってん、どやん

でしょう。 

○委員長（亀田英雄君） 山田次長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。そういう

のも、今をということでですね、今に対する対

応ということでのお話かと思いますけども、新

市が合併をしまして、投資的といいますか、建

設的な経費に充てるという額を、当時、６０億

円ということで設定をしとったんですけども、

それよりも、今の現在では、はるかにそれより

も何十％と上回るですね、投資的経費の額を確

保しておりますので、私どものサイドとして

は、それでですね、ある程度一定の額は、合併

時の約束よりも何割にも増して確保してるの

で、ある程度確保できておるんじゃないかとい

うような判断でですね、今のような体制をとっ

ているということでございます。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 投資的経費のほうが当

初予想より上回ってやってますよという話なん

ですけど、現実はまだ厳しかじゃないですか、

今の八代市内の状況っていうとは。倒産しとる

とこも結構あるっていうとのあるけんが。そや

んとこを見れば、やっぱ私が言うように、まず

は、そやんとば考えとくだけっちゅうともよか

話かなって思うとですよ。余ったけん、じゃ、

６億全部っちゅう話じゃなくても、半分でも使

おうかって、じゃ、半分ば積み立てようかって

話でもしていただくっていうか、そういうのを

考えていただくようにですね、やってもらいた

いなって思うとばってんですね。 

 以上です。 

○委員長（亀田英雄君） 山田次長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。今、委員

さんのほうから受けとめまして、今後のです

ね、参考とさせていただきたいというふうに思

ってます。 

○委員（小薗純一君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、小薗委員。 

○委員（小薗純一君） 今の話の続き。 

 もしですね、そういうことを本気になった

ら、何でもできると思うんですよ。麻生内閣の

ときに、３月に、次年度の予算に繰り越しても

いいように、３月に補正予算を大規模に出した

ことがありましたね。あのときは、市はどうし

たかっていうと、県がこういうことを出せ、こ

ういうことを出せって、どんどんどんどん命令

が来て、出さないと、出さないと、国が金を出

すんだから早くせろと。だから、結局、前倒

し、前倒し、前倒しっていう形で、次年度の予

算を全部３月に持ってきた。だから、次年度に

は、今度は、その次の年の予算を持ってこざる

を得ないもんだから、公共事業がなくなってし
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まったというような状況が生まれたですね。  はい。では、以上で質疑を終了します。 

 あれを考えると、基本的には、常に次年度予

算は、役所は要求するための準備をしてるはず

ですから、私は、もう少し上手に使ったほうが

いいという。ただ単に、１月のですね、１月の

末にはもう基本的には、６億円の見通し、めど

はもうついてるんですよ。しかし、３月３０日

の専決処分の形にしないとというのが今までの

慣例で、５月の出納閉鎖に合わせてそういうこ

とをするっていうだけの間延びだけの予算の編

成の仕方をするから、ここでコンパクトに、こ

こで何か一つそれを使って何かをやるとか何と

か言ったら、私はやっぱり、八代市は市民のこ

とを考えて、１年中仕事をやるんだなというふ

うに受けとめられるんじゃなかろうかなという

のを本当は言いたいんですよね。 

 そのほかに、意見がありましたら、お願いい

たします。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） 全く私も小薗議員と

同じ意見でしたので。この前、一般質問の中で

も言っておりましたけど、インフレ対策ちゅう

ととデフレ対策ちゅうとは全く違うんですよ

ね。それで、もう少し経済ば勉強していただい

てからですね、予算にそれば反映してほしいな

というとがあっとですよ。 

 今、デフレスパイラルちゅう形がとれており

ますので。全国そうなんですよ。だから、イン

フレ対策じゃなくて、デフレ対策はどういうも

のかっちゅうとばですね、もう少し勉強してい

ただくならばですね、八代市内でも倒産する会

社が非常に少なくなるなちゅうとを感じており

ます。これについては、本当に真剣に考えてい

ただきたいと思います。 

 そのぐらいのことは、いっちょ考えてくださ

い。でないと、各担当事業課は、いっぱい持っ

てますよ、仕事は。予算がつかないというだけ

の話。そういう言い方しますから、予算はつけ

るからどんどんやれっていうのを、先に、逆に

言って、いっそで絞り込んで、絞ったのは次年

度に残しとく。しかし、こういう形で、いわゆ

る地方交付税の今の優遇措置がある間に、もし

そういう余裕が、見通しが立ったらば、やろう

じゃないか、３月補正でもと言って、繰越明許

をたい、ばんばん出したって私はよかと思いま

すよ。というようなことをね、ダイナミックに

やってほしいというのが、基本的な一般質問し

た気持ちなんです。 

 以上です。 

○委員長（亀田英雄君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） なければ、これより

採決します。 

 議案第６３号・平成２３年度八代市一般会計

補正予算・第１３号に係る専決処分の報告及び

その承認については、承認するに賛成の方の挙

手を求めます。 

 だから、そこはわかって、７億５０００万、

３億、６億とか、何かつけ足したごたる仕事を

せぬで、本当に実のある仕事をしていただきた

いなということをお願いしておきます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（亀田英雄君） はい。挙手全員と認

め、本案は承認されました。（｢ありがとうご

ざいました」と呼ぶ者あり） 

 以上です。  はい、御苦労さんでした。 

                              ○委員長（亀田英雄君） 意見に入っとるよう

ですが、質疑は切っていいですかね。（｢は

い」と呼ぶ者あり） 

◎議案第６４号・専決処分の報告及びその承認

について 
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○委員長（亀田英雄君） 次に、議案第６４号

・八代市市税条例の一部を改正する条例に係る

専決処分の報告及びその承認についてを議題と

し、説明を求めます。 

○市民税課長（中村伸也君） 委員長。 

○委員長（亀田英雄君） 中村市民税課長。 

○市民税課長（中村伸也君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）市民税課の中村です。よろしくお願いしま

す。 

 専決処分の報告及びその承認について御説明

いたします。座って説明いたします。 

○委員長（亀田英雄君） どうぞ。 

○市民税課長（中村伸也君） 議案書の１５ペ

ージをお願いします。 

 議案第６４号・専決処分の報告及びその承認

についてでございます。 

 専決処分した事件については、地方自治法第

１７９条第３項の規定により、議会に報告し、

その承認を求める必要があることから、提案す

るものでございます。 

 次の１６ページに専決第２号・専決処分書、

１７ページから２１ページまでは改正条文が記

載されておりますけれども、説明のほうは、お

手元に配付してあるかと思いますけれども、Ａ

４の右上に議案第６４号関係資料という資料に

基づいて説明したいと思います。 

○委員長（亀田英雄君） よかですか。 

○市民税課長（中村伸也君） よろしいでしょ

うか。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 専決の理由でございますけれども、地方税法

の一部を改正する法律が平成２４年３月３１日

に公布されまして、平成２４年４月１日からの

施行となりますことから、八代市市税条例にお

いても必要な改正を行いまして、３月３１日付

で専決処分を行ったものでございます。 

 改正の内容につきましては、市民税に関する

ものは私のほうで、資産税に関するものは畑中

資産税課長より御説明いたします。 

 まず、１番目の（１）市税条例第３６条の２

第１項の改正でございますけれども、これま

で、年金所得者が年金以外の所得を有しない場

合、寡婦（寡夫）控除を受けようとする場合

は、申告書の提出が必要でございましたけれど

も、これから、申告手続の簡素化という観点か

ら、申告が不要となったものでございます。こ

れは、平成２６年４月１日からの施行となりま

す。 

 次の（２）（３）につきましては、東日本大

震災で被災された方々の税法上の負担軽減のた

めの特例でございますけれども、まず、（２）

東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係

る譲渡期限の延長の特例。これは、東日本大震

災により居住用家屋が滅失した場合、その家屋

の敷地を譲渡した場合、居住用財産の買いかえ

の特例、３０００万円の控除とか、税率の軽減

とかございますけれども、――を受けられます

けれども、その譲渡期限をこれまで震災のあっ

た日から３年となっておりましたけれども、７

年に延長するものでございます。これは、こと

しの４月１日からの施行となります。 

 次の（３）東日本大震災に係る住宅借入金等

特別税額控除の適用期間等の特例。通常、住宅

借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控

除ですけれども、控除の適用を受けるために

は、それぞれ各年の１２月３１日まで、引き続

き居住していることが条件となっておりますけ

れども、今回の震災により、居住用家屋がなく

なった場合でも、特例として、残っている住宅

ローンの対象期間についても控除の対象になる

ということです。 

 以上、内容でございますけれども、２３条の

条文中に、東日本大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律という条文中

にございましたけれども、この法律が震災特例

法という法律に改められたことによりまして、
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所要の調整をいたしております。 

 以上で、市民税関係の説明を終わります。 

○資産税課長（畑中房一君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、畑中資産税課

長。 

○資産税課長（畑中房一君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）資産税課の畑中です。 

 条例の一部改正、資産税課分について説明を

申し上げます。座ってからの御説明をお許しい

ただきたいと思います。 

○委員長（亀田英雄君） どうぞ。 

○資産税課長（畑中房一君） それでは、引き

続き、総務委員会資料に基づきまして、説明を

申し上げます。 

 資料１ページ下段です。 

 ２、資産税に関するもの。（１）地方税法等

の条項削除に伴います改正でございます。 

 八代市市税条例第５４条第７項及び附則第１

１条については、条文中の地方税法が一部削除

されたことにより、引用条文のずれを修正する

ものでございます。また、附則第１０条の３に

つきましては、条項の追加により、２から３へ

繰り下げられたものです。いずれも、条文内容

に変更はございません。 

 続きまして、２ページをお願いします。 

 （２）償却資産の課税標準の特例割合につい

てでございます。 

 下水道除害施設の課税標準の特例割合につい

ては、これまでは、地方税法で一律４分の３と

定められておりました。今回の法改正に伴い、

３分の２から６分の５の範囲内で市町村の条例

で定めることとされたことによりまして、この

割合を４分の３と定めるものでございます。本

市に該当する下水道除害施設がないことから、

改正前と同じく、４分の３と定めたものでござ

います。 

 続きまして、（３）土地の負担調整措置等の

３年間延長に伴う改正でございます。 

 附則第１１条の２、附則第１２条、附則第１

３条は、地価の下落時における価格の修正特例

及び宅地と農地の負担調整の特例を３年間延長

するものでございます。これは、３年に１度、

評価がえが行われます。平成２４年度が基準年

度となることに伴いまして、条見出し及び条文

中の年度を改正するものでございまして、改正

前の年度にそれぞれ３年を足したのが、改正後

の年度となっております。 

 引き続きまして、（４）特別土地保有税の課

税標準の特例でございます。 

 附則第１５条の改正についても、３年間延長

するものでございます。特別土地保有税は、平

成１５年度からは新規課税が停止されており、

現在、本市に特別土地保有税が課税されている

ところはございませんが、税法上では、市町村

が課することができる税目としてまだ存してい

ることから、改正するものでございます。 

 次に、（５）附則第２１条の２の規定を追加

するものでございます。 

 改正内容としましては、旧民法第３４条の社

団法人や財団法人から移行し、非営利型の一般

社団法人や一般財団法人に該当する法人等が設

置する幼稚園、図書館、博物館について、非課

税の特例を受けようとする者がすべき申告の提

出書類の規定を追加するものでございます。 

 以上、御説明申し上げました資産税に関する

一部改正につきましては、全て、平成２４年４

月１日から施行となります。 

 これで、資産税課関係分の説明を終わらせて

いただきます。 

 御審議方、よろしくお願いします。 

○委員長（亀田英雄君） ありがとうございま

した。 

 以上の部分について質疑を行います。質疑を

お願いいたします。いいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（亀田英雄君） 以上で、質疑を終了

します。 

 意見がありましたら、お願いします。ありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） なければ、これより

採決します。 

 議案第６４号・八代市市税条例の一部を改正

する条例に係る専決処分の報告及びその承認に

ついては、承認するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（亀田英雄君） はい。挙手全員と認

め、本案は承認されました。（｢ありがとうご

ざいます」と呼ぶ者あり） 

 はい、御苦労さまでした。 

                              

◎議案第６６号・あらたに生じた土地の確認に

ついて 

◎議案第６７号・町区域の変更について 

○委員長（亀田英雄君） 次に、議案第６６号

・あらたに生じた土地の確認について及び議案

第６７号・町区域の変更についての２件につい

ては、関連がありますので、本２件を一括議題

とし、採決については、それぞれ個別に行いた

いと思います。 

 それでは、本２件について、一括して説明を

求めます。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。宮村

でございます。お世話になります。 

 今、委員長のほうから御説明といいますか、

進行についてお話がありましたとおり、議案第

６６号と議案第６７号、関連がありますので、

一括して、重点港湾八代港営業隊長、髙﨑から

説明させますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（亀田英雄君） はい、髙﨑重点港湾

八代港営業隊長。 

○重点港湾八代港営業隊長（髙﨑 正君） は

い。皆さんこんにちは。（｢こんにちは」と呼

ぶ者あり）重点港湾八代港営業隊長の髙﨑でご

ざいます。どうぞ、よろしくお願いいたしま

す。済みませんが、座って説明をさせていただ

きたいと思います。 

○委員長（亀田英雄君） はい、どうぞ。 

○重点港湾八代港営業隊長（髙﨑 正君） そ

れでは、議案第６６号及び議案第６７号につき

ましては、関連がございますので、続けて御説

明申し上げます。 

 まず、議案第６６号・あらたに生じた土地の

確認についてでございます。 

 提案理由にも記述しておりますように、八代

市の区域内に、公有水面の埋立てによりまし

て、新たに土地が生じております。地方自治法

第９条の５第１項の規定によりまして、市町村

長は、議会の議決を経てその旨を確認するもの

となっておりますことから、今回、議会に提案

いたすものでございます。 

 場所につきましては、次ページ及び議案第６

６号資料をごらんいただきたいと思います。 

 こちらのほうにございますけども、この位置

図のところで線が１本しか引いてなくて、わか

りにくかったということでございまして、６６

号資料のほうを別途添付させていただいており

ますので、そちらのほうをごらんいただければ

と思います。 

 はい。（｢ちょっと待って。この資料は。場

所の書いてある資料は」と呼ぶ者あり）議案の

後にあるこの資料ですけど。（｢２８ページで

すね」と呼ぶ者あり）２８ページです。 

○委員長（亀田英雄君） ようございますか。

２８ページです。（｢これにあっと」と呼ぶ者

あり）いやいや、議案書、議案書。（｢これの
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ね。失礼しました」｢ああ、はい、はい」と呼

ぶ者あり） 

 議案第６６号・あらたに生じた土地の確認に

ついては、可決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 ○重点港湾八代港営業隊長（髙﨑 正君） は

い。当該埋立地部分につきましては、八代港内

港地区の南側に位置しております八代市港町３

０６番地地先の公有水面埋立地でございまし

て、県が事業主体となって進めてまいりました

小型船船だまりの整備に伴いまして、埠頭用

地、――これは荷物の積みおろしをする区域に

なりますけれども、埠頭用地２３６２.６０平

方メートルを整備されたものでございます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（亀田英雄君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 次に、（｢ありがとうございました。あっ、

もう一つ」と呼ぶ者あり）自分で２つって。

（｢失礼しました。済みません」と呼ぶ者あ

り）ちょっとお座りくださいませ。 

○委員長（亀田英雄君） 次に、議案第６７号

・町区域の変更については、可決するに賛成の

方の挙手を求めます。 

 なお、参考までに、竣工年月日につきまして

は、平成２４年３月２７日となってございま

す。 （賛成者 挙手） 

 続きまして、次のページでございます。 ○委員長（亀田英雄君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。（｢ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり） 

 議案第６７号・町区域の変更についてでござ

いますが、これは、新たに土地が生じた場合

に、町の区域を変更するには、地方自治法第２

６０条第１項の規定によりまして、市町村長は

議会の議決を経る必要があることから、今回、

議会に提案いたすものでございます。 

 はい、お疲れさんでした。 

                              

◎議案第６９号・熊本県市町村総合事務組合規

約の一部変更について 

○委員長（亀田英雄君） 次に、議案第６９号

・熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更に

ついてを議題とし、説明を求めます。 

 なお、ただいま御説明申し上げました新たな

土地につきましては、八代市港町へ編入するも

のでございます。 

○財政課長（岩本博文君） 委員長。  以上、説明といたします。よろしくお願い申

し上げます。 ○委員長（亀田英雄君） はい、岩本財政課

長。 ○委員長（亀田英雄君） 説明が終わりまし

た。 ○財政課長（岩本博文君） はい。おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）財政課の岩本でございます。座って説明

をさせていただきます。 

 以上の部分について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。ようございますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） どうぞ。 ○委員長（亀田英雄君） 以上で、質疑を終了

します。 ○財政課長（岩本博文君） それでは、議案書

の３３ページをお開きいただきますでしょう

か。 

 意見がありましたら、お願いします。ないで

すね。 

 議案第６９号・熊本県市町村総合事務組合規

約の一部変更についての専決処分の報告という

……（｢６８じゃなかっか」「６９号」と呼ぶ

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） なければ、これより

採決します。 
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者あり）一部変更についてでございます。

（｢順番の飛んどるよ」｢６８じゃなかっか」と

呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） 以上で、質疑を終了

します。 

 意見がありましたら、お願いします。いいで

すか。 ○委員長（亀田英雄君） 変わります。６９号

です。（｢６９号です」と呼ぶ者あり） （｢なし」と呼ぶ者あり） 

○財政課長（岩本博文君） 議案第６９号、ペ

ージ、３３ページです。 

○委員長（亀田英雄君） なければ、これより

採決します。 

○委員長（亀田英雄君） 順番変えとりますか

ら。（｢運営上」と呼ぶ者あり） 

 議案第６９号・熊本県市町村総合事務組合規

約の一部変更については、可決するに賛成の方

の挙手を求めます。 ○財政課長（岩本博文君） 熊本県市町村総合

事務組合規約の一部変更についてでございま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（亀田英雄君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。（｢ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり） 

 内容につきましては、次の３４ページをごら

んいただけますでしょうか。 

 この規約の第４条中の一部変更でございまし

て、熊本市の次に東区を加えるということで、

平成２４年４月１日、熊本市の政令指定都市移

行によります行政区の設置に伴いまして、この

熊本県市町村総合事務組合の事務所の所在地名

に東区が加わりました。このため、規約の一部

を変更するものでございます。 

 お疲れさまでした。 

                              

◎議案第６８号・八代市の特定の事務を取り扱

わせる郵便局の指定の一部改正について 

○委員長（亀田英雄君） 次に、議案第６８号

・八代市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の

指定の一部改正についてを議題とし、説明を求

めます。  議案書とは別に、参考資料といたしまして、

議案第６９号関係資料、新旧対照表もあわせて

配付いたしておりますので、それをごらんいた

だければ、よりわかりやすいかと思います。 

○市民課長（山中美紀代君） 市民課の山中で

ございます。よろしくお願いします。（｢お世

話になります」と呼ぶ者あり）。座りまして、

説明させていただきます。  具体的に申し上げますならば、今まで熊本市

健軍という住所が、熊本市東区健軍というよう

な表現になっております。 

○委員長（亀田英雄君） はい。山中さん、よ

ろしくです。発言されるときは、挙手をしてか

ら、発言されてください。  なお、この規約につきましては、組合を組織

する市町村や一部事務組合等の協議が調った日

から施行し、変更後の規定は平成２４年４月１

日から適用するといたしております。 

○市民課長（山中美紀代君） わかりました。

済みません、初めてなものですから、多少緊張

しております。 

○委員長（亀田英雄君） はい。よろしくです

ね。 

 以上をもちまして説明を終わります。 

○委員長（亀田英雄君） はい。説明が終わり

ました。 ○市民課長（山中美紀代君） はい。 

 それでは、議案書の３１ページの議案第６８

号でございます。 

 以上の分について質疑を行います。いいです

か。 

 八代市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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指定の一部改正についてでございます。 

 現在、八代市では、地方公共団体の特定の事

務の郵便局における取り扱いに関する法律の規

定に基づきまして、住民票、戸籍謄本等の証明

書交付事務を、坂本町の上松郵便局、百済来郵

便局、泉町の五家荘郵便局の３局を指定して事

務を行っております。 

 平成２１年７月、国会において、外国人の利

便の増進及び市町村等の行政の合理化を目的と

して、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象

に加える住民基本台帳の一部を改正する法律、

いわゆる住基改正法及び外国人登録法が廃止さ

れることになる出入国管理及び難民認定法及び

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱

した者等の出入国管理に関する特例法の一部を

改正する等の法律、いわゆる入管法等改正法で

ございますが、平成２４年７月９日から施行さ

れることに伴いまして、郵便局取扱法も一部改

正し、施行されます。 

 今回、取り扱い事務について変更が生じるた

め、改めて郵便局株式会社と協定の変更を行わ

なければなりませんので、今回御提案させてい

ただいております。 

 主な改正についてですが、資料としてお配り

しております八代市の特定の事務を取り扱わせ

る郵便局の指定の一部改正についての新旧対象

表のほうをごらんください。 

 外国人登録法が廃止されることにより、外国

人登録法に基づく登録原票の写しや登録原票記

載事項証明書の交付事務がなくなりますので、

事務の範囲のところの第２条の３号、登録原票

の写しまたは登録原票記載事項証明書の交付の

請求の受け付け及び当該請求に係る登録原票の

写し等の引き渡しの部分を削除しております。 

 ３を削除しましたので、事務の範囲の１号か

ら６号までが、１号から５号までになっており

ます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。御

審議、よろしくお願いします。 

○委員長（亀田英雄君） はい。御苦労さまで

した。 

 以上の分について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） なければ、これより

採決します。 

 議案第６８号・八代市の特定の事務を取り扱

わせる郵便局の指定の一部改正については、可

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（亀田英雄君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。（市民課長山中美紀代君

「ありがとうございました」と呼ぶ） 

                              

◎議案第７３号・八代市印鑑条例の一部改正に

ついて 

○委員長（亀田英雄君） 次に、条例議案の審

査に入ります。 

 まず、議案第７３号・八代市印鑑条例の一部

改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○市民課長（山中美紀代君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、山中市民課

長。 

○市民課長（山中美紀代君） はい。引き続

き、説明させていただきます。 

 議案書４１ページ、議案第７３号・八代市印

鑑条例の一部改正についてでございます。 

 現在、八代市では、印鑑登録証明事務処理要

領に基づきまして印鑑登録業務を行っておりま

すが、議案第６８号でも述べましたとおり、住

基改正法及び入管法等改正法が平成２４年７月

９日から施行されることに伴い、印鑑登録証明
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事務処理要領の一部も改正し、施行されます。

今回、改正された印鑑登録事務処理要領に準

じ、八代市印鑑条例も改正するものです。 

 主な改正についてですが、外国人登録法が廃

止になりますので、外国人登録法の引用箇所の

削除及び用語の整理及び住民基本台帳施行規則

の改正により、外国人住民に係る住民票の記載

事項の特例として、通称の記載ができることに

なります。 

 そこで、正式な氏名とは別に、日本での社会

生活で日常使用している通称を用いた印鑑の登

録及び取り扱いについて改正を行っておりま

す。 

 内容について御説明します。 

 その前に、新旧対照表の、八代市印鑑条例の

一部改正についての新旧対照表の２ページ目を

ごらんください。 

 ２ページ目の上から５行目なんですが、そこ

にちょっと、規定する、規定するという、ちょ

っとダブらせて言葉が書いてありますので、ど

ちらか１カ所を削除お願いします。（発言する

者あり）上から、はい。 

 それでは、説明をいたします。 

 新旧対照表の、まず１ページのほうをごらん

ください。 

 第２条第１項第２号の、外国人登録法に基づ

き、本市の外国人登録原票に登録されている

者、を削除し、同項に規定される号が１号のみ

となるため、本文中で、住民基本台帳法に基づ

き、本市の住民基本台帳に記録されている者と

する、と改正しております。 

 次に、第４条第３項第１号の、若しくは、の

部分を、又は、に変更し、外国人登録法の廃止

に伴い、外国人登録証明書、の部分を削除して

おります。 

 次に、第５条第２項第１号では、住民基本台

帳に記載されている氏名、氏、名若しくは通

称、第３０条の――済みません──通称又は氏

名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表

していないもの、と改正しております。 

 次に、２ページになります。 

 第５条第２項第２号では、又は通称、の文言

を追加しております。 

 第５条第３項では、市長は、前項第１号及び

第２号にかかわらず、外国人住民のうち非漢字

圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されて

いる氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わ

せたもので表されている印鑑により登録を受け

ようとする場合には、当該印鑑を登録すること

ができる、としております。 

 第６条第１項第３号では、氏名（外国人住民

に係る住民票に通称が記録されている場合にあ

っては、氏名及び通称）、を追加し、第８号

で、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が

住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名

表記又はその一部を組み合わせたもので表され

ている印鑑により登録を受ける場合にあって

は、当該氏名の片仮名表記、の部分を追加して

おります。 

 それから、第１３条第１項第１号では、氏名

（外国人住民に係る住民票に通称が記録されて

いる場合にあっては、氏名及び通称）、を追加

し、第５号で、外国人住民のうち非漢字圏の外

国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏

名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたも

ので表されている印鑑により登録を受ける場合

にあっては、当該氏名の片仮名表記、の部分を

追加しております。 

 次に、３ページになります。 

 第１８条第１項第３号では、氏名、氏又は名

（外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮

名を含む。）、を追加し、第４号では、外国人

住民である者が法第３０条の４５の表の上欄に

掲げる者でなくなったとき（日本の国政を取得

した場合を除く。）、を追加し、現行の４号を

第５号に変更しております。 
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 第１８条第３項では、第１項第３号及び第４

号を第１項第３号及び第５号としております。 

 以上で説明を終わります。 

 御審議よろしくお願いします。 

○委員長（亀田英雄君） はい。 

 以上の部分について質疑を行います。 

 質疑をお願いいたします。 

○委員（小薗純一君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、小薗委員。 

○委員（小薗純一君） 簡単に言えば、どぎゃ

んなったとですか。（｢ほんなこつ、簡単に言

えば」と呼ぶ者あり） 

○市民課長（山中美紀代君） あのですね…

…。 

○委員長（亀田英雄君） はい、山中市民課

長。 

○市民課長（山中美紀代君） はい。失礼しま

した。 

 今まで、外国人の方も印鑑登録はしておられ

たんですが、今度から、通称名というのが、住

民票、――仮住民票ができまして、その仮住民

票には、通称名という通常日本で普通に使って

おられる名前というのもありますので、外国の

方が日本名とかを通称として使っておられる場

合もありますので、そういった方が、その通称

名をもって印鑑登録ができるようになったとい

うことです。 

○委員（小薗純一君） 例えば……。 

○委員長（亀田英雄君） はい、小薗委員。 

○委員（小薗純一君） 例えば、ボクサンジン

なんていうやつが名前を日本語であらわした

ら、日本語の名前で印鑑証明ができるというこ

とですか。（市民課長山中美紀代君「そうで

す」と呼ぶ） 

 そうすると、誰が誰かわからぬごつしなった

いな。例えば、ボクサンジンこと小薗純一はと

いうようなことになってくることですかね。よ

う意味がわからぬ。わからぬけん聞きよっとた

い。 

○委員長（亀田英雄君） 山中市民課長。 

○市民課長（山中美紀代君） はい。まず最初

に、仮住民票というのができますので、その仮

住民票の中には、正式なその方の実際の名前

と、備考欄にその通称名というのが出てきます

ので、印鑑証明の場合も、通称名で登録して

も、そういう括弧書きじゃないんですが、本名

というのもあるので、誰が誰かわからなくなる

ということはないとは思います。（委員小薗純

一君「わからぬごとならぬならよかたいな。は

い、わかりました。いいです、いいです」と呼

ぶ） 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、よかです

か、関連で。 

○委員長（亀田英雄君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） それは、わからなく

なることはないと言い切って大丈夫ですか、そ

れは。ちゃんと控えの本名っちゅうのはやっぱ

あるんですかね。 

 だって、例えばですよ、いろんな外国人の犯

罪集団も含めてですけども、非常に今巧妙にな

っとるようなところがありますよね、警察から

事情ばたまに聞くときに。それで、１００％本

人の確認が、小薗議員が言いなったごつですよ

ね、通称でそういうのが出て証明がとれよると

いうふうになると、その証明が何らかの形でひ

とり歩きしていって、犯罪につながる可能性は

１００％ないとは言い切れないでしょう。どう

ですか。 

○市民課長（山中美紀代君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 山中課長。 

○市民課長（山中美紀代君） 日本人の場合

も、犯罪というのは１００％なくなるというこ

とは言い切れないので、そういうことも可能性

としてはあると思いますが。印鑑をまず登録す

る際に、本人の確認などを、今度は在留カード

というのを一人一人持っておられることになる
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んですが、そういう写真つきのカードなので、

確認した上で、まず登録というのを厳しくチェ

ックした上でしますので……。（委員成松由紀

夫君「その後の段階ということですね」と呼

ぶ）そうですね。証明書をとるときは、日本人

の場合も多分同じかとは思います。（委員成松

由紀夫君「はい、わかりました」と呼ぶ） 

○委員（小薗純一君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、小薗委員。 

○委員（小薗純一君） 在日外国人にとっては

厳しい措置なんでしょうか、非常に社会的に評

価される措置なんでしょうか、どうですか、見

とられて。 

 例えば、非常にほら、外国人ということで非

常に不利益をこうむるとか、いろんなことがや

っぱりありますね。だから、そういうことをな

くすためなのか、それとも、外国人ということ

は、日本人とのやっぱり違いというのをはっき

り、国家が規制としてですたい、知ろうとして

るのか、そのあたりの問題です。 

 印鑑登録なんていうのは、外国人に印鑑登

録、私は必要ないと思うとったら、通称でもよ

かとか何とかって、それはよかことだろうか悪

かことだろうかわからぬわけですたい。だか

ら、そやん意味ですよ。 

○委員長（亀田英雄君） 説明できますか。 

 山中課長。 

○市民課長（山中美紀代君） はい。印鑑登録

は、要するに住基法の改正であるんですが、ま

ずは外国人住民に住民票を発行するというとこ

ろに関連して印鑑証明の問題が出てきたもので

すから、外国人住民の方に、印鑑――済みませ

ん、住民票を発行するというのは、今まで住民

票自体がなかったので、そういった点において

は、同じ家族で、例えば、日本人の方の奥さん

が仮に中国人であったとして、子供さんは日本

人の国籍を持っているという場合に、住民票を

とられても、奥さんだけは住民票に載ってこな

いというようなことがありましたので、そうい

った点では、家族が全部、今度は住民票に載る

ということで、外国人の方の利便性というかで

すね、そういう面では、いいことかなと。（委

員小薗純一君「そういう意味で。はい、わかり

ました」と呼ぶ） 

○委員長（亀田英雄君） はい、いいですか。 

○委員（小薗純一君） よかです。わかりまし

た。 

○委員長（亀田英雄君） 理解いただけました

か。 

○委員（小薗純一君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） では、以上で質疑を

終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） なければ、これより

採決します。 

 議案第７３号・八代市印鑑条例の一部改正に

ついては、原案のとおり決するに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（亀田英雄君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 長時間にわたりますので、しばらく休憩いた

します。 

（午前１１時３０分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３７分 開議） 

◎議案第７４号・八代市手数料条例の一部改正

について 

○委員長（亀田英雄君） それでは、休憩前に

引き続き会議を開きます。 

 次に、議案第７４号・八代市手数料条例の一

部改正についてを議題とし、説明を求めます。 
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○市民課長（山中美紀代君） はい。 ○委員長（亀田英雄君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（市民課長

山中美紀代君「ありがとうございました」と呼

ぶ） 

○委員長（亀田英雄君） 山中市民課長。 

○市民課長（山中美紀代君） はい。 

 引き続きまして、議案書の第４５ページで

す。  御苦労さまでした。 

                               議案第７４号・八代市手数料条例の一部改正

についてでございます。 ◎議案第７２号・八代市有線テレビジョン放送

施設等条例の一部改正について  改正理由は、先ほどから再三申し上げており

ますとおり、住基改正法により外国人住民が新

たに住民基本台帳法の適用対象とされたため、

八代市手数料条例を改正するものです。 

○委員長（亀田英雄君） 次に、議案第７２号

・八代市有線テレビジョン放送施設等条例の一

部改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○広報広聴課長（上田真二君） 委員長。  内容については、資料としてお配りしており

ます新旧対照表をごらんください。 ○委員長（亀田英雄君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）広報広聴課、

上田でございます。座らせていただいて説明を

いたします。 

 第２条第１項第３３号で、外国人登録原票の

写し又は登録原票記載事項証明書の交付手数料

（１通につき）３００円、についてを削除して

おります。 

○委員長（亀田英雄君） どうぞ。  第４条第１項第３号中、戸籍の記載事項証明

者又は外国人登録原票記載事項証明書、の部分

を、又は戸籍の記載事項証明書、と改正してお

ります。 

○広報広聴課長（上田真二君） 議案第７２号

・八代市有線テレビジョン放送施設等条例の一

部改正について説明いたします。 

 議案書の３９ページになります。  以上で説明を終わります。御審議よろしくお

願いします。 ○委員長（亀田英雄君） 戻る。３９ページで

す。 ○委員長（亀田英雄君） 説明が終わりまし

た。 ○広報広聴課長（上田真二君） 済みません、

戻りますけれども、３９ページの下のほうに提

案理由がございますとおり、外国人登録法の廃

止及び住民基本台帳法の改正により外国人登録

制度が廃止され、外国人住民が住民基本台帳法

の適用対象とされたことに伴いまして、条例を

改正するものでございます。 

 以上の部分について質疑を行います。 

 質疑をお願いします。よかですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

 資料としてお配りをいたしております議案第

７２号関係資料をごらんいただければと思いま

す。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） なければ、これより

採決します。 

 改正部分の新旧対照表になっております。  議案第７４号・八代市手数料条例の一部改正

については、原案のとおり決するに賛成の方の

挙手を求めます。 

 この条例は、有線テレビジョン、いわゆるケ

ーブルテレビの放送施設の設置や利用料などに

ついて定めている条例でございますけれども、（賛成者 挙手） 
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その第２条で用語について定義をいたしており

ます。その第１８号が世帯についての定義にな

っております。 

 これまで外国人住民は住民票の記載がありま

せんでしたので、表の右側、現行にありますと

おり、ただし書きで、外国人登録法第２条に規

定する外国人は、その生活実態ごとの住居単位

とする、としておりましたけれども、今回の法

改正に伴いまして、外国人住民も住民票に記載

することとなりましたので、このただし書きの

部分を削除するものでございます。 

 なお、施行日は、入管法等改正法が施行され

ます平成２４年７月９日といたします。 

 説明は、以上でございます。御審議よろしく

お願いいたします。 

○委員長（亀田英雄君） 説明が終わりまし

た。 

 以上の部分について質疑を行います。質疑を

お願いします。 

 はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済みません、こ

の１件だけについてちゅうことじゃなくて、外

国人登録の関係でですね、変更になるっちゅう

部分について全般的にちょっと質問したいんで

すけど。７月９日からですね、これは変わるっ

ちゅうことで、期間もですね、もうやがてとい

うようなことなんですけれども、周知方法とか

についてはですね、多分、市のホームページ等

ですね、市民課のほうからやられてるというふ

うに思いますけれども、実際にですね、ちゃん

と周知されてるのかっていうのがですね、非常

に心配なところなんですよね。 

 で、今までの、３月議会のほうからもです

ね、いろいろなところで、外国人の関係で、こ

ういった条例だったり部分についてですね、変

更とかっていうのが出とったですけれども。外

国人の方からですね、相談等あっているのかど

うか、ちょっとお聞きしたいなというふうに思

うとですけれども。（｢そら、市民課長に聞か

ぬば」と呼ぶ者あり）市民課長のほうがよかっ

たですね。また来てもらって……。（｢小会し

て呼んだらいいですよね。小会」と呼ぶ者あ

り）また、来なっせよってですね。 

○委員長（亀田英雄君） では、小会にしま

す。 

（午前１１時４２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４６分 本会） 

○委員長（亀田英雄君） 本会に戻します。 

 いいですか。はい、山中課長。 

○市民課長（山中美紀代君） はい。 

 相談件数については、来ておりません。 

 で、周知の方法としましては、まず、お一人

お一人様を対象として、仮住民票というのをま

ず発送しております、５月の中旬ぐらいにです

ね。そのほかは、ホームページに載せまして、

先日、今週の月曜日に、エフエムやつしろでそ

のことをちょっと周知はしております。 

 以上です。 

○委員長（亀田英雄君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。各一人一人にで

すね、配付していただいたちゅうことで、非常

によかったかなというふうに思うとですけど

も、ちゃんと届いとっとかなというとと、あ

と、ちゃんと読める方だったのかなと、大丈夫

だったかなというのがあっとですけど、そこら

辺はどやんですか。 

○市民課長（山中美紀代君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 山中課長。 

○市民課長（山中美紀代君） はい。まず、お

一人お一人に配付するときに、返信用のはがき

というのを同封しまして、まず、お名前の、例

えば、誤りとか、生年月日の誤りとかがあった

ら、そのはがき上に印をつけて、何もなくて

も、一応返送してくださいということで。それ

と、ほとんどの方が、配偶者が日本人の場合が
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多いんですよね。それとあと、研修で来られる

方は、必ずどなたかが代表者みたいな方が、１

０人とか、２０人とか連れて登録とかにも来ら

れますので、そういった方がおられるので、ほ

とんど日本語で送ってあっても大丈夫と思って

おります。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。

かなり丁寧にですね、やっていただいたという

ことで、ちょっと安心したところですけれど

も。今度、これ変わるとですよ、本当に外国人

の方にとっていい面と、非常に厳しくなる面、

罰せられる関係のですね、あるというふうに思

うんで、今後、今のところ相談件数なかったと

いう話なんですけれども、変わった途端にまた

どばっと来る可能性もあるかというふうに思い

ますので、そこら辺のところの対応については

ですね、きちんとしていただくようにお願いし

たいというふうに思います。意見です、最後の

ほうは。 

○委員長（亀田英雄君） 最後のほうは意見と

いうことでしたが、ほかに質疑ございません

か。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） この有線テレビと、

済みません、簡単にちょっと教えていただきた

いと思います。この住民基本台帳のその絡みと

いいますか。済みません、ちょっといまいち理

解が、私が理解力不足で。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい、わかり

ました。 

○委員長（亀田英雄君） 上田課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） ケーブルテレ

ビの加入者の方で、外国人住民の方がいらっし

ゃる場合がございますので、条例の中ではです

ね、世帯の定義の中に、通常は住民基本台帳に

記載がある世帯というふうにするところを、た

だし書きで、外国人登録の住民の方は、その実

態ごとの住居単位とするというふうなただし書

きをつけておったんですけども、今回、外国人

住民の方も住民票ができますので、このただし

書きの部分が必要なくなるということで削除す

るというものです。はい。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい、中身はわかり

ました。生活実態ごとのというのがもう要らな

くなったということですけど、実際的にどうで

すか、このケーブルの中で、やはり外国人の方

は、予測とすれば、やっぱ何軒かあっとですか

ね。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、上田課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） 現在、東陽町

にお一人いらっしゃるという状況です。 

○委員（成松由紀夫君） お一人ですね。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。 

○委員（成松由紀夫君） はい、わかりまし

た。ありがとうございました。 

○委員長（亀田英雄君） ほかにありません

か。 

○委員（小薗純一君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、小薗委員。 

○委員（小薗純一君） 山中課長にお伺いしま

すが、何人ぐらい現実におられて、把握されて

る外国人は六百何人とか何とかという話をいろ

いろ聞きますけども、その人たちみんな連絡が

とれるんでしょうかね。そのあたり、例えば、

発送したやつが、返信、返ってきたりとか、不

明だったとか、そういうことはないんでしょう

か。 

○委員長（亀田英雄君） 山中課長。 

○市民課長（山中美紀代君） はい。宛て所不

明で返ってきたのもありましたので、それはま

た、そこを調べまして訪ねましたところ、そこ
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はもう事業者の方がやめられて、そっくりその

方たちはまたよそに移られたというような、そ

ういった一応情報も得ておりますので、追跡と

いうか、返ってきた分については、調査をして

おります。 

 それと、発送したのは、外国人が９５０近く

おられるんですが、世帯ごとなので、８９０世

帯に返送というか、送付しております。（｢八

百……」と呼ぶ者あり）８９０世帯です。（委

員小薗純一君「はい、結構です。よかです」と

呼ぶ） 

○委員長（亀田英雄君） はい。ほかに質疑は

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） ないようですので、

以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） なければ、これより

採決します。 

 議案第７２号・八代市有線テレビジョン放送

施設等条例の一部改正については、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（亀田英雄君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎請願第３号・尖閣諸島を初めとする我が国の

領土領海を守る措置を速やかに求める意見書の

提出方について 

○委員長（亀田英雄君） 次に、請願・陳情の

審査に入ります。 

 審査に入ります前に、郵送や持参にて届いて

おります要望書については写しをお手元に配付

いたしておりますので、御一読いただければと

存じます。 

 今回、当委員会に付託となっておりますの

は、新規の請願１件及び陳情２件と継続審査の

陳情２件の計５件です。 

 それでは、まず、請願第３号・尖閣諸島を初

めとする我が国の領土領海を守る措置を速やか

に求める意見書の提出方についてを議題としま

す。 

 要旨は文書表のとおりですが、念のため書記

に朗読いたさせます。 

○書記（竹岡雅治君） （書記、朗読） 

○委員長（亀田英雄君） はい。朗読が終了し

ました。 

 本件について御意見はありませんか。 

○委員（笹本サエ子君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） まず、ここに紹介議

員の方が１５名名前を連ねておられますけど、

総務委員会所属、鈴木田さん、友枝さん、それ

から、成松さんがおられますので、ちょっと質

問をさせていただいていいですか。 

○委員長（亀田英雄君） はい、どうぞ。 

○委員（笹本サエ子君） １点目は、１項目め

に、現地調査というふうになってますけど、ど

のような調査をされるのか。 

 それから、２点目に、警備体制を強化すると

いうふうになっておりますが、どのようなこと

を想定されているのか。 

 それから、３項目めに、領海警備のための法

制度を確立するというふうになっておりますけ

れども、どのような法制度を求めておられるの

か、この３点について聞かせてください。 

○委員長（亀田英雄君） 今、笹本委員のほう

からですね、３点について紹介議員、総務委

員、ここにいらっしゃるということで御質問が

ありましたが、どなたかでも、お答え願えれば

というふうに思います。（｢もしよければ、一

番担当の……」と呼ぶ者あり、委員小薗純一君

｢まあまあ、それは紹介議員が何か言わぬば。

何か言うた後だろ、こっちは」と呼ぶ） 
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○委員（友枝和明君） 私もまあ……。はい。 ○委員長（亀田英雄君） 委員外議員の発言に

ついて御協議を願います。 ○委員長（亀田英雄君） 友枝委員。 

○委員（友枝和明君） はい。これは要旨のと

おりでございますが、私もまだ勉強不足といい

ますか、今回のこの意見書につきましてはです

ね、皆さん御案内のとおりと思いますが、私も

この箇条書きといいますか、ちょっと書いてお

りますので、ちょっと読ませていただきたいと

思います。 

 本案について、橋本議員という友枝委員のほ

うからのお申し出がありました。 

○委員長（亀田英雄君） お諮りいたします。 

 橋本議員の発言を許可することに御異議あり

ませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） 御異議なしと認め、

発言を許可することにいたしました。  まず、さきの石垣市長の尖閣を守れと、尖閣

諸島上陸の許可を求める地方議員の署名活動に

おきまして、本市においても２４名の議員の皆

様の署名をいただきました。全国の地方議会か

ら大きな支援があったと聞いておりますし、ま

た、そのような流れの中、今回、尖閣諸島を初

めとする我が国の領土領海を守る措置を速やか

に求める意見書の請願を受けました。 

 それでは、橋本議員の発言を許可します。 

○委員外議員（橋本幸一君） はい、委員長。 

○委員長（亀田英雄君） はい、橋本議員。 

 ３点についてですね、お尋ねがありました点

についてお願いします。 

○委員外議員（橋本幸一君） 橋本です。私も

この件については、そんなに詳しいわけではご

ざいません。意見書の提出を、求めが来たと

き、その中で私なりに知り得る情報の中で、知

識の中でお答えさせていただきます。 

 要旨については、先ほど書記のほうからも御

案内のとおりでございます。尖閣諸島が我が国

固有の領土であることは、国際法に照らしても

疑いようもない事実でもございますし、また、

中国は１９７０年代、国連が行った海洋調査に

おきまして、周辺海域に豊富な天然資源がある

と発表すると同時に、尖閣諸島の領有権を主張

いたしました。本年に入ってからは、中国公船

による領海侵犯を繰り返すなど、尖閣周辺海域

の緊張の度を強めております。 

 調査権というのは、結局、国会、国における

国政調査権という、そういう中で、今、国でも

議論されております。そういうことを、国会議

員による国政調査というそういうことをやって

いただきたいということと私は理解しておりま

す。 

 それから、次は何やったですかね。 

 以前より、この海域は豊かな漁場として知ら

れるととともに、今後、石油やレアメタルなど

の海底資源も注目されております。国民全体に

とっても貴重な財産でもございます。 

○委員長（亀田英雄君） 警備。関係省庁によ

る警備。 

○委員外議員（橋本幸一君） 今、海上保安庁

というのは、大体、できた目的というのが、海

難救助及び密入国の防止という、それが海上保

安庁の目的ということで、今、海上保安庁の結

局、尖閣における対応というのは、拿捕という

のができない。一船、立ち入り調査をやって、

それから、その結果の拿捕ということで、今、

そういう状況にはならないということで、やっ

ぱり、そういうことが領海警備という、そうい

 このようなことから、尖閣諸島を初めとする

我が国の領土領海を守る措置を速やかに求める

意見書が出されたものであります。 

 先ほどの笹本委員のほうからの御質問に関し

ては、私も中身はまだ私も勉強不足でございま

すので、傍聴の橋本議員の発言を許していただ

ければ、委員長、お願いしたいと思います。 
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う意味の中で海上保安庁にその辺の法整備もぜ

ひ必要だという、そういうことが今、国で方向

性が今検討されている、そういうことをお聞き

しております。 

 そういうことで、領海侵犯すれば、直ちに退

去警告、それに従わない場合は拿捕という、や

っぱり、そういう法整備を海上保安庁に与えて

もいいんじゃないかということで、今、国では

検討されていると聞いております。だから、そ

ういうことを速やかに制度化していいただきた

い、日本の国土領海を守るために、海上保安庁

の警備ということも権限を与えたらいかがです

かということだそうですから、早急に、国とし

て取り上げていただきたい、そういうことと私

は理解して、今回、今、発言しております。 

 早急に、やっぱり、その方向で検討していた

だきたい、そういう請願かと思います。 

○委員長（亀田英雄君） ３点目は法制。どの

ような法制度。（委員笹本サエ子君「３点目」

と呼ぶ） 

○委員外議員（橋本幸一君） それらを含めた

法整備ということで理解していただければ結構

と思います。  以上です。 

 以上です。（委員笹本サエ子君「内容は、ど

ういう」と呼ぶ） 

○委員長（亀田英雄君） いいですか。 

○委員（笹本サエ子君） はい。 

 いや、だから、領海警備です。（委員笹本サ

エ子君「うん、領海……」と呼ぶ）今……。 

○委員長（亀田英雄君） はい、笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） はい。今、橋本議員

からね、紹介議員としての説明をいただきまし

たけれども、今の段階ではね、私の質問に対し

ての的確な答弁はなかったというふうに受けと

めます。それは、もう仕方がないことだと今の

情勢の中では思います。 

○委員長（亀田英雄君） ちょっと待ってくだ

さい。（委員笹本サエ子君「領域警備のための

法制度、どういう法制度」と呼ぶ） 

 笹本委員。笹本委員、どうぞ。 

○委員（笹本サエ子君） はい。 

 ３項目めは、領海警備のための法制度を確立

というふうになっておりますけれども、どのよ

うな法整備を求めておられるのか、法制度を求

めておられるのか。（｢自衛隊のですか」と呼

ぶ者あり） 

 意見を言わせてもらっていいですか。 

○委員長（亀田英雄君） はい、御意見です。 

○委員（笹本サエ子君） 私もこの点について

はですね、昨年の９月７日の中国漁船の不法侵

入問題で非常に心を痛めておりましたし、そこ

で明らかに、国会でも明らかになったのは、尖

閣諸島は日本固有の領土だということがはっき

りしたと思うんですね。 

○委員長（亀田英雄君） 橋本議員。 

○委員外議員（橋本幸一君） はい。ただいま

申しましたように、今、海上保安庁において直

接拿捕ができない、領海侵犯したから直接拿捕

はできないという、そういう今の法制度だそう

でございます。 

 それは、１８８４年、それまではだれのもの

ってはっきりしなかったんだけど、人も住んで

なかったんだけど、１８８４年、古賀辰四郎さ

んが探検されて、そして、翌年、貸与願いを出

されて、そして、開拓が始まったということな

んですね。 

 で、今の法制度では、一船一船立ち入り調査

やって、それで、その中でまず拘束する。そし

て、警察が来て逮捕という、やっぱりそういう

手続を踏まなければ、今の法制の中では取り締

まりができないという、そういうことだそうで

ございます。 

 日本政府は１８９５年、１１年後に、１月１

４日に、閣議決定によって日本領土とされて、

編入しています。この措置が領有行為になった
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ということで、これはもう認識の一致している

とこだと思います。 

 で、中国は７５年間異議を唱えていません。

戦後２５年間も唱えていません。 

 自衛隊は、平時において領土領海を守るべき

法的根拠が現在のところありません。これも事

実です。 

 法制度を求めておられますけれども、国際法

上、国家間の紛争は平和的に解決するのが建前

だということになってます。日本国憲法におい

ても、国際紛争において、武力の行使をするこ

とを禁止し、みずから交戦権を否認していま

す。憲法第９条。 

 尖閣諸島の領有の正当性を、国際社会も、中

国政府に対し、日本としてはですね、領有の正

当性を国際社会に対しても中国に対しても堂々

と主張する外交努力を当面求めるべきだと私は

思っています。 

 自衛隊を配置して緊張感をあおることは、逆

に解決することにならないと今思いますので、

私は、この件についてはちょっと考えなくちゃ

いけないなと思っているところです。 

 日本が領有権を持ってるというのはもう認識

の一致してるところです。 

 ひとつよろしくお願いします。 

○委員長（亀田英雄君） 考えなくちゃいけな

いかなということは、この請願についてはいか

な……。請願についてはですね。 

○委員（笹本サエ子君） ちょっと検討させて

いただきたい。 

○委員（小薗純一君） 時間をおきましょう

や。はい。 

○委員長（亀田英雄君） 小薗委員。 

○委員（小薗純一君） しゃにむに、今出て、

今論議をして、基本的には憲法論議まで言わな

きゃいかぬような話になってしまうと、何を目

的なのかがぼけてしまうし、一回勉強し直しま

しょう。９月にきちんと結論出しましょうよ。

それまでにたい、委員長にお願いですけども、

これの基本的な考え方、みんな一致できる──

考え方は一致して、勉強は一致してたい、やっ

ぱり方向は別としてもたい、これは、やっぱり

一回すべきだと思うな、資料を集めて。そやん

お願いをしたかですね。（委員笹本サエ子君

「うん、そうですね」と呼ぶ、「委員長、よろ

しいですか」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） ちょっと待ってくだ

さい。 

 小薗委員、担当課が指定されとらぬもんです

けん、その辺の勉強会というとがなかなか難し

かっですよね。その辺も検討が必要じゃあっと

だけど。 

○委員（小薗純一君） いや、検討しましょう

よ、それは。それは、事務局で段取りさせちよ

かっじゃなかですか、そやんとは。 

○委員長（亀田英雄君） それは、私のちょっ

と今、私見ですが。 

○委員（小薗純一君） 担当課がおりませんけ

んしませんじゃなくて。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。今、笹本さん

と一致してるところは、もう日本固有の領土だ

というのはわかってるというようなお話で、先

ほどの現地調査、関係省庁の警備体制、それと

領域警備の法制度というところがそもそも根幹

なんですよね。 

 で、日本の固有の領土であるならばという認

識が一致した中で、笹本議員の考え方と、この

請願、紹介議員のまた考え方が２通りに分かれ

ていくと思うとですけれども。先ほどちらっと

お触れになった、自衛隊は交戦権がない、憲法

９条がある、だから、そこに逆に配備なんかす

れば、あおるような感じですぐ緊張感を持って

しまうじゃないかというのも理解します。 

 だけれどもですね、ここにも書いてあるよう
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に、不法衝突事件であったり、最近は、船にあ

あいう弾をですね、準備しとって、だだだだだ

っとやってきたり、そういった中で、いろんな

水際におる方々も大変、命の身の危険にさらさ

れる。で、当たられても何もできないというよ

うな状況の中で、やっぱ自己防衛的なものをも

うちょっとできないのか。その辺を考えていか

ないと、極端な話、９条があるから配備もしな

い。で、だだだだっとやられたり、漁船でがん

がん当たられた中でですね、命をやっぱり落と

されるケースとか、そういう部分も含めて、し

っかり警備体制を法制度として国がやはり動い

ていただかないと、今のこの状況の中でです

ね、石原さんが今、尖閣を買う買わないで、今

の一番リアルタイムな状況ですけれども。 

 やはりこれについては、国がもうちょっと主

導権を持って乗り出して話を進めていただかな

ければならないということで考えればですね、

考え方にはそれぞれ、領土、日本の固有の領土

だというスタート点は一緒なんだけども、そこ

からの考え方については、やっぱ現地調査派遣

であったり、警備体制、領域警備となると３段

階に上がっていくんですけども、やっぱそこを

ですね、現地調査権でもまず取り組んでいただ

きたいということと、関係省庁がどういった形

で水際で対応される方々が命の危険にさらされ

ない状況をつくれるのかというのをしっかり考

えていただきたいという、あくまで意見書です

ので。そういった意味ではですね、また皆さん

方に、ぜひ御理解をいただきたいというふうに

思います。 

○委員外議員（橋本幸一君） 委員長、発言よ

ろしいでしょうか。 

○委員長（亀田英雄君） はい、橋本議員。 

○委員外議員（橋本幸一君） はい。 

 今、笹本議員、自衛隊のほうに今、方向性を

向けられましたが、まずはですね、海上保安庁

のですね、ある程度、さっき成松議員言ったよ

うに、現場の中ですね、領海警備というです

ね、その辺のちゃんとした、例えば、今、放水

銃使うにも制約を受けてるという。その中で、

命がけの中でやっぱり漁民を守らなければなら

ないという、やっぱ、そういう現実がある中

で、海上保安庁についても、そこはきっちりし

たですね、漁民の保護、それから、領海の警

備、その辺の法整備も必要だと。 

 自衛隊についてのいろんな解釈等はあると思

います。それは、その中でですね、先ほど言わ

れたように、総務委員会の中で議論されて、い

ろんな文言を変えるなりですね、その辺は、私

は可能かと思いますのでですね、まずは、尖閣

は日本の領土だという、やっぱそこをですね、

きっちり地方議員からも国へ発信していく、そ

れをぜひお願いしたいというのが、今回のこの

請願の中身ですから、どうぞ、よろしくお願い

いたします。（委員小薗純一君「わかった、わ

かった。それはわかった」と呼ぶ） 

○委員（笹本サエ子君） いいですか。 

○委員長（亀田英雄君） はい、笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） 今お話をね、伺いま

して、領有権は日本にありっていうのははっき

りしてます。私としてはね、今、何というか、

自衛隊というのじゃないということをおっしゃ

いましたね。海上保安……。（委員外議員橋本

幸一君「海上保安庁」と呼ぶ）だとしらね、だ

としたら、そこのところはちょっと文言をね、

変えていくというふうなことを検討していただ

きたいというふうに思います。 

 いずれにしましても、もっと勉強させていた

だきたいと思っております。 

○委員外議員（橋本幸一君） 委員長。 

○委員長（亀田英雄君） はい、橋本議員。 

○委員外議員（橋本幸一君） 今、笹本議員言

わしたように、自衛隊についての文言がどうこ

うというのは、それはきっちりいろんな方法の

中で検討していただきまして、文言の変更とい
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うのはさせていただきたいと思っております。

しかし、その趣旨というのは、尖閣は日本の領

土であるということを、最後までやっぱ皆さん

の共通の意思としてですね、その辺はやっぱり

共有していただきたいと、そう願っています。 

○委員（小薗純一君） ちょっとよかですか。 

○委員長（亀田英雄君） 小薗委員。 

○委員（小薗純一君） 今、橋本委員外議員か

らの発言ですけどもね、基本的には文言を直し

てでも何でもいいというのは、この趣旨が、こ

の請願の趣旨がこれだということを言ってるわ

けですから、それはそれなりにまたみんなで相

談してですね、話し合って、それでみんなが了

解できる点が一致できればですよ、そういう形

でまたしてもらうことにしないと、これを俺た

ちが勝手にここでいじくり回してですよ、そん

ならこれは外そい、これだけならよかばいっ

て、そぎゃん外しただけ、俺たちはここで認め

るということでできる話ならばですよ。できる

話なら。それは違うと思いますよね。請願にな

らない。 

○委員長（亀田英雄君） はい、橋本議員。 

○委員外議員（橋本幸一君） それはおっしゃ

るとおりです。その趣旨にはですね、準じた形

での文言ということです。そこはくれぐれも御

理解いただきたいと思います。 

○委員（小薗純一君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、小薗委員。 

○委員（小薗純一君） それはよくわかりまし

た。それはよくわかりましたから、検討しまし

ょうと私は言ってるわけです。そういう意味

で、それはきちんとやりましょうよ。それは、

議会としてですたい、与えられた仕事はきちん

とせないかぬ。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（亀田英雄君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。だから、ここ

で文言がどうこうじゃなくて、皆さんの御意見

を聞いた中でですね、不採択なら不採択でもよ

ろしいですし、継続なら継続でもよろしいです

し、採択いただければ、なお我々も紹介議員と

しては思うところですけれども。 

 そもそも、今、笹本議員とも日本固有の領土

なんだという認識は一致した部分でですね、私

もうれしく思うんですが、そこから、その先の

考え方のところになってきたときに、そもそも

日本固有の領土なのに、なぜ、手をこまねい

て、こういう状況になってるのか。漁船がばん

ばん打ち当たってきたり、中国がやりたい放題

実際やってるような状況の中でですね、海上保

安庁であったり、漁民の皆さんたちが命の危険

にさらされてる状況の中のことを、それをどう

いうふうに国も進めていかなきゃいけないのか

ということを我々が地方から声を上げる意味

で、固有の領土なんだということの認識は一致

したわけですから、それをこう、我が家の地だ

ってわかっとるところに、よそもんが来てから

がちゃがちゃがちゃがちゃやってですね、自分

がえの家族が身の危険にさらされよるような状

況の中での部分は、やはりちょっと考えていた

だきたいなと。 

○委員（小薗純一君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 小薗委員。 

○委員（小薗純一君） そういうことは何で国

会議員はちゃんとしないんでしょう。（委員成

松由紀夫君「いや、ですから、これを、――は

い」と呼ぶ） 

 いやいや、逆に言うと、それは国交という、

いわゆる国家間の問題をですね、地方議会にで

すね、押しつけて、国がですよ、自民党も民主

党も何いっちょん動けぬ、物も言わぬじゃなか

ですか。 

 自民党の石原幹事長に至ってはですよ、親父

が、老いの年寄りの何とかの一徹でもう困って

しまいますなんて、そういう発言をするんです

から。それじゃですね、とてもじゃないです
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よ。  友枝委員。 

 だから、地方議会としては、真面目に、きち

んと、自民党や民主党のレベルじゃなくて、俺

たちはちゃんとしたことを言わなきゃいかぬ。

それを私はぜひお願いしたいんです。 

○委員（友枝和明君） 小薗議員が言いなった

ごつ、やっぱ、ここで……。 

○委員長（亀田英雄君） しっかりやろうやっ

ちゅうことですかね。 

 だから、みんなで検討して、これがいけなけ

れば、こういう形で出し直しましょうというの

を私たちが意見をつくりましょうよ。そして、

委員会が、逆に言うと、この請願者に対しては

ですね、紹介議員に対しては、それを理解して

いただいて、出し直していただくことも検討し

ていいじゃないですか。 

○委員（友枝和明君） やろうやという声が

（委員笹本サエ子君「継続しましょう」と呼

ぶ）私から継続とかどうこうじゃなくて、よう

言われぬばってん、わかってもらえば。 

○委員長（亀田英雄君） はい、よかですか

ね。 

 継続審査の方向で話が進んでいるようなんで

すが、皆さんよかですか。（｢よかです」｢我々

は採択ですけども、継続が先なんで」と呼ぶ者

あり） 

 そして、みんなでたい、全会一致でたい、八

代市議会が応援するぐらいのことをしていいじ

ゃないですか。どうしてそがん──そいば強行

突破すっと、決していい結果は生まれない。

（｢強行突破じゃないですけどね」と呼ぶ者あ

り）と思います。 

 わかりました。継続審査を求める意見とです

ね、採決を求める意見とあるということなんで

すが、諮ってようございますか。 

○委員（成松由紀夫君） はい。  ほかに御意見ございませんか。（｢採択って

いうが、継続かあれか」と呼ぶ者あり） ○委員長（亀田英雄君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） いや、御理解いただ

きたいのは、強行突破ということではなくて、

この請願も１５名、うちの会派の議員さん方が

入ってますけれども、これは、日本会議の議連

のほうに入った、議連のメンバーの中でまだ代

表者等も決まっておりませんので、１５名名前

を連ねてるだけで、今、小薗議員が言われた中

で、逆に言ったら、しっかり、この総務委員会

の中で議論をして、そして、みんなが認識が一

致できる文言で、できれば八代市議会の──総

務委員会発議になっとですかね、どこになっと

か、その辺も含めて、全会一致で意見書を出せ

るんであれば、それが一番ベストなことだとい

うふうには考えております。 

 小会にします。 

（午後０時１８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時２７分 本会） 

○委員長（亀田英雄君） 本会に戻します。 

 継続審査を求める意見と採決を求める意見が

ありますので、まず、継続審査についてお諮り

いたします。 

 採決は挙手により行いますが、挙手しない者

は反対とみなします。 

 本請願については、継続審査とするに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（亀田英雄君） 挙手多数と認め、本

件は継続審査とすることに決しました。 ○委員長（亀田英雄君） どうでしょう。いか

がですか、皆さん。小薗委員のほうから、しっ

かり勉強してしようじゃないかということなん

ですが、それについては。 

 それではですね、午前中の審査を終了し、し

ばらく休憩します。 

（午後０時２８分 休憩） 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ○委員長（亀田英雄君） 本会に戻します。 

（午後１時２７分 開議）  ただいまですね、笹本委員のほうから、地域

の各種団体とはという質問がございましたの

で、執行部のほうに来ていただきました。 

◎陳情第２号・場外車券売り場の設置について 

○委員長（亀田英雄君） それでは、休憩前に

引き続き会議を開きます。  現在の状況についてですね、今の質問も含め

てですね、答えがいただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 次に、陳情第２号・場外車券売り場の設置に

ついてを議題とします。 

 要旨は文書表のとおりですが、念のため書記

に朗読いたさせます。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） 委員長。 

○委員長（亀田英雄君） はい、永原部長。 

 さっきの続きだっけんよかでしょう、請願の

付託表の。（｢付託表のどけだか。１回１回見

らぬば、おどまわからぬとだん」と呼ぶ者あ

り）よかです、よかです。（｢今、片づけたっ

だん」「はいはい、はい、ありがとう」と呼ぶ

者あり）よかですか。（｢はい、よかですよ」

と呼ぶ者あり） 

○企画戦略部長（永原辰秋君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）永原でござい

ます。座らせていただいて、説明させていただ

きます。 

○委員長（亀田英雄君） はい、どうぞ。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） 今、委員長の

ほうから、現在の状況も含めてということでご

ざいますが、本案件については、沖町に進出を

したいというような請願であったかと思います

が、この案件につきまして、市が直接、この今

出てます多摩川電気さんとやりとりしたという

ことは、一切ございません。 

 では、お願いします。 

○書記（竹岡雅治君） （書記、朗読） 

○委員長（亀田英雄君） はい、朗読が終わり

ました。 

 本件について御意見はありませんか。 

 今、同意っていう、どういう団体かっていう

御質問でございますが、これも同意書が市に出

たわけでもございませんので。また出す必要も

ございません。ただ、我々が情報として仕入れ

ておりますのは、周辺の町内会が多摩川電気さ

んに対して同意書を出されてるというふうに聞

き及んでいるというようなことでございます。 

 御意見をお願いします。 

○委員（笹本サエ子君） 質問いいですか。質

問です。 

○委員長（亀田英雄君） はい、じゃ、笹本委

員。 

○委員（笹本サエ子君） この要旨の中に、地

域の各種団体の同意も得ていることからとあり

ますけれども、どういう団体でしょうか。  以上でございます。 

○委員長（亀田英雄君） 周辺の町内会という

ことですね。 

○委員長（亀田英雄君） 済みません、笹本委

員、現在の状況についてですね、執行部を呼ん

で説明求めてよろしいですかね。 ○企画戦略部長（永原辰秋君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） ということです、笹

本委員。 

○委員（笹本サエ子君） はい、よろしくお願

いします。 

○委員（笹本サエ子君） はい。周辺の町内会

は……。 

○委員長（亀田英雄君） 小会にします。 

（午後１時３０分 小会） 

○委員長（亀田英雄君） 笹本委員、どうぞ。

（｢挙手」と呼ぶ者あり） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時３２分 本会） 
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○委員（笹本サエ子君） はい。周辺の町内会

ということですけれども、幾つあって、幾つの

町内がということでしょうか。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、永原部長。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） はい。 

 今知り得ている情報では、高島町、これは第

１町内と第２町内ございます。それから、永碇

町、それから、沖町、永碇も４町内か５町内、

今分かれておりますけれども、永碇町北町内と

いうふうに情報としてはいただいております。 

○委員（笹本サエ子君） はい、ありがとうご

ざいました。 

○委員長（亀田英雄君） ほかにありません

か。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） この今言われた地域

の各種団体、私が聞いた話の中では、全町内の

市政協力員さんが云々でというようなお話があ

りますが、そこは確認とれてますか。 

○委員長（亀田英雄君） 永原部長。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） 今、全町内と

おっしゃられましたのは校区という意味でござ

いますか。 

 私どもが仕入れている情報としては、今申し

上げました周辺町内というふうに聞いておりま

す。ですから、沖町を囲む町内といいますか、

ですから、高島、永碇、沖町ということになる

かと思います。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 実際問題、継続分も

ありますよね、場外車券場の件は。で、旭中央

の、それは反対のほうですね。これはウエルカ

ムのほうなんですかね、松高は。で、日奈久が

あったりしとる中で、どこがどうっていうとこ

ろの判断は、なかなかやっぱり委員会としてど

うなのかなというふうに私は思うとですよ。 

 で、多分、総務委員の皆さんには、例の怪文

書的な――怪文書的なちゅうことじゃないです

ね。怪文書は失礼ですね。反対派の方の名前入

りのいろいろな文書が出回って、いろいろ逐

一、町内会の報告であったり、いろんな方の名

前が上がってきとる部分でですね。これは旭中

央のほうですね。 

 で、日奈久についても、いろいろ上がってき

とるだろうし、いろいろな部分があって、賛

成、反対、いろいろ出てきますが、どこがどう

っていう話よりも、場外車券場については、企

業誘致の観点なのか、あと寄附金の問題がどう

なのか、そういうのを今後は議論していかない

かぬとじゃなかっかなというのはありますけれ

ども、現時点では、やっぱりちょっと……。ま

た、旭中央は旭中央で１回置いといて、で、今

言われた町内会、町内会云々が上がってる部分

があるんでですね、継続でどうなのかなと。 

 やっぱり、旭中央１回継続しといて、松高が

出てきて、これは賛成のほうがまた一緒に審議

未了であったり、不採択であったりってがんと

やると、地域の反発等も出てくるとあれなん

で、もうちょっと継続で様子見て、また、いろ

んな情報も知り得ながらやっていったらいかが

かなというふうに思いますけど。 

○委員長（亀田英雄君） はい。継続という意

見が出ておりますが、ほかにございませんか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。ちょっと興味が

あるんで聞きたいんですけど、知ってる部分で

お話ししていただければありがたいんですけ

ど。 

 今言われたように、いろんな地域で何か誘致

してらっしゃるような感じが聞こえてるんです

けれども。今回、この上がってるのが、多摩川

電気さんということで、東京都の方、業者さん
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というようなことなんですけれども、これは全

部、八代に誘致されてるのは同じ会社なのか、

どうなのかということで、別々の会社が各地域

ごとに誘致されてるのかということと、この多

摩川電気さんというところはどういった企業さ

んなのか。また、この中に、要旨の中にです

ね、地域の雇用が四、五十人地元雇用しますよ

とか、寄附金がありますよというような話があ

っとですけれども、前回、いろんなですね、松

江――南松江の関係で勉強会させていただいた

っですけれども、その中で、こういった四、五

十人の雇用とか、また、寄附金っていうのが本

当にあるのかどうかっていう話の中で、非常に

疑わしいような私は見解を持ったとこなんです

よね。 

 それから、多摩川電気さんについて、どうい

う会社かというお尋ねでしたが、ちょっとパン

フレットを取り寄せた、これは実は、今回のこ

の件で取り寄せたということじゃなくて、以

前、企業誘致というところで、こういったとこ

ろにも八代の御案内なんかを企業誘致のほうで

されております。車券場誘致ということじゃな

くてですね、通常の企業誘致ということで、い

ろんなところに照会をかけられたという、そう

いうところでちょっと資料をちょっと調達して

るんですが。これ関東のほうで──所在はどこ

かな──東京のほうが本社で、全国展開をされ

てる電気、特に弱電関係の工事とか、そういっ

た施設整備あたりを主にされてる企業さんです

が、その業務の中に、競輪場とかそういった、

こういった施設の中の電気設備、テレビ放映設

備だったり、電気設備だったり、そういったも

のを主にされてるような会社だというふうに、

これに書いてございます。 

 規模的にどんだけの規模かわかりませんけれ

ども、今、日奈久のほうにＪＲＡがあっとです

けれども──ＪＲＡだったですね、あっとです

けれども、あそこが、そんな雇用してるかどう

かですよね。というのもありますので、疑わし

い部分、かなりあっとですけれども、そこら

辺、何か知ってる部分あれば、教えていただけ

ればなと思うとですけど。 

 つまり、ですから、ふだんは、そういったと

ころの開発されるときに工事をされるところだ

と思いますが、今回、みずから車券場をされた

いというような御意思でおられるのかなという

ふうに思っております。 ○委員長（亀田英雄君） 答えられる範囲でで

すね。  それから、実際、雇用があるのかどうかとい

うことですが、今までの事例といいますか、よ

そのところでされてる事例については、これ

は、直接雇用、間接雇用、両方あるかと思いま

すけども、四、五十人かどうかというのは、ち

ょっと別として、実際、地元の雇用というのは

発生しています。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） 委員長。 

○委員長（亀田英雄君） はい、永原部長。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） はい。まず、

今、我々が知り得てる、八代へ進出をしたいと

いいますか、場外車券、――車券場つくりたい

という案件については、それぞれの企業さんが

お考えのようでございます。今、沖町の案件は

多摩川電気さんということですが、日奈久は日

奈久でまた違う方が企画をされてるようです

し、本町については、どなたがされるのか、我

々はちょっと承知をいたしておりません。どう

いった企業さんなのかは承知をいたしておりま

せん。 

 これは、どういった雇用かというと、清掃業

務であったり、管理業務とか、そういったこ

と。実は、これは、ＪＲＡが日奈久で展開して

る雇用も、直接雇用は１人、２人しかございま

せんで、あとは間接雇用、下請に出されて、そ

こで清掃業務として何人かおるということで、

二、三十人ですかね――ぐらいの雇用は今され
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てるということで、実際の雇用はあると思いま

す。 

 もう一つ、地元にお金が落ちるというのは、

ＪＲＡさんもそうですけども、環境整備費とい

う形で市に寄附をされております。これは、予

算化して市のほうもそれで事業をしております

けども、そういう形で、競輪とかこういったと

ころでもですね、環境整備費みたいな形で、地

元の自治体と進出協定みたいなのを結んでです

ね、その契約の中で幾ばくかのお金が入るとい

うことは事例としてございます。法律でせろと

いうことではないと思いますが、そういったこ

とは事実あってはおります。 

 以上です。 

○委員長（亀田英雄君） 企業は、それぞれと

いうことですね。勉強会等は一応したこっです

けん。 

 はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。わかりました。

あらかたちゅうか、何となく質問に答えていた

だいたかなというふうに思うとですけれども。 

 何ですかね、いろいろなとこから出てくっと

ですけれども、そもそも、前回勉強したときも

ですよ、やっぱり何て言うのかな、市が直接的

に関与する部分については、この委員会とかで

もですね、議会の中でやっていかぬばんという

のがあっとですけれども、今回、この件につい

ては、市は何もタッチしてないというような部

分があると。そういったこともあって、この場

でそういった審議をするのは、実際、まともな

あれなのかというふうな感じはですね、私は受

けとっとですよね。 

 で、地域の問題は、やはり地域でやってもら

いたいという――この間、前回のときも意見と

いうことで言わせてもらったんですけれども。

それを単純に地域の問題だけん地域でやりなっ

せよというような丸投げはせぬでくださいね

と、こういった紛争とかがあってるというよう

な状況を踏まえながら、逐一、ここですれば、

できる部分については介入しながら、きちんと

情報も把握しながらやってくださいというよう

なことを執行部のほうにお願いした経緯もあり

ますので。この場でどうなのかな、審議するの

はっていうのが私の率直な意見です。 

○委員長（亀田英雄君） 審議ができないって

いう話ですよね。 

○委員（野﨑伸也君） うん、私はそうかなと

は思うんですけれども。ただ、この今回出され

てる部分については、ちょっとまだ不透明な部

分かなりあるというようなことがあるんで、ど

ういうもんかなと今悩んでるとこなんですけど

も。 

○委員長（亀田英雄君） 審議未了か、継続か

ちゅうことですね。 

 はい、小薗委員。 

○委員（小薗純一君） ちょっと教えてくださ

い。教えてください。 

 こん六番割のところ、郡築じゃなかっだろう

たいな。当社においては、沖町字六番割なん

て、いわゆる農振地で、農振除外ができないよ

うな用地を勝手にやってて、よそから見たらわ

からぬとですよね。八代の農村地帯であって、

農業生産基盤のベースが、よそに比べたら、よ

そは二、三％の第１次産業の就農率に比べて、

八代は十数％あるわけだから、そういうところ

での比較みたいのもわからずに、東京あたりか

らぽんと来て、ここの土地がよかばいという。

前の沖田市長なんかが、そのつかみがいいよう

ななんかの、最初のころだったんですけどね。

つかみでここがいいという、そういう発想、そ

ういうことなのかどうか。そのあたりの話は何

も聞いておられませんか。 

○委員長（亀田英雄君） 土地の種類ですね。 

 はい、永原部長。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） まず、六番割

ということですが、沖町六番割でございまし
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て、町内としては沖町町内にございます。地番

としてはですね。ただ、この辺の周辺は全部高

島町に町内会としては参加されてる、住民の方

々はですね。通常は高島町とおっしゃってます

けども、地番としては沖町でございます。 

 それから、この土地は、実際、現状としては

農振地でございます。予定されてると聞いてる

場所は農振地でございます。農振除外できるか

どうか、ちょっと我々はその専門家ではござい

ませんので、ちょっと判断ができかねる部分で

ございますので、その辺はまた、農業サイドあ

たり──市でこれが判断できるかどうかもちょ

っとわからない…… 

○委員長（亀田英雄君） いえ、できぬでしょ

うね。今は申し上げられないと。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） 農政当局の話

だと思います。 

○委員長（亀田英雄君） 農振地っていうこと

です。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） 現状はもう農

地として使われてるそうです。 

○委員長（亀田英雄君） そうですね。 

 小薗委員、よかですか。（委員成松由紀夫君

「よかですか」と呼ぶ） 

 ちょっと、待って。 

 よかですか、小薗さん。 

○委員（小薗純一君） うん、よか。 

○委員長（亀田英雄君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 仮にですよ、仮に、

あんまり市が関与してなかていうのはわかるん

ですけども、民民の契約でしょう、大体これ

は。民民で契約して、で、まあ、やりますと、

で、熊本市が許可をおろしましたというふうに

なったときに、要するに、今までの何か慣例か

ら私が調べたところで見ると、１％は地元に入

るんですよね、売り上げの。で、５％が熊本市

に行くというふうに、熊本市から話を聞いとっ

たんですが。そうなってきたときにですよ、例

えば、この地域からすると、八代市は何も汗か

かぬで１％金の入っていくとたいなというよう

な話を聞いたんですよね。 

 だけん、八代市が全く関与せぬで１％もらう

っていうのはどういうあれなのか、ちょっとそ

こら辺がわからぬもんですから、部長さんが知

っとる限りで、話せる範囲でちょっと教えてい

ただければと思います。その１％、５％の話で

す。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 永原部長。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） はい。これも

我々が知ってる範囲といいますか、今までの慣

例として聞いてる部分でございまして、これ

は、今、熊本市が、熊本競輪ということで言え

ば設置者になります。ただ、この施設整備をさ

れるのはあくまでも民間でございまして、熊本

市は熊本競輪の販売をここに許可されるという

ことですが、その許可というのは、これは経済

産業省の許可が必要でございます。その許可が

おりて初めて、設置者である熊本市がここに民

間に出して、販売といいますか、場外車券の販

売をされる。 

 それと、八代市と熊本市との関係というの

は、熊本市が設置を決定された後ですね、協定

書に基づいて、環境整備費を交付しますという

協定書に基づいて、それを市長が同意した場合

に初めて出てくることでございます。 

 それが１％として決まってるかどうかという

のは、我々もちょっと定かではないんですが、

今まで聞いとるところでは慣例として１％とい

うのが多いというふうには聞いておりますけど

も。売り上げのですね。それが、どういった法

律でどう決まってるか、ちょっと承知をいたし

ておりませんが。 

 ですから、こちらから今の時点でどうのこう

の言えるというようなものではないというふう

に。あくまでも民が決めて、熊本市と協議され
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て、経産省の許可がおりて初めてスタートする

ことであると。そこで初めて、熊本市と八代市

の話がそこからスタートするという。行政間の

話はですね。八代市は、その民間と話すという

ことも一切、権限としても持ちませんし、そう

いったふうに、我々は今、認識しているところ

であります。 

○委員長（亀田英雄君） そういうジレンマち

ゅうことですたいね。 

 はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） だから、要するに、

それが慣例で来とるという部分がそうなんだよ

というような話で私たちに聞こえとったと思う

とですよね。 

 だけん、そこも含めて、経産省ですよね。そ

れぞれ違うんですよね、競馬は農水省だった

り。だけん、そのパーセントも多分、違ってき

てて、そこら辺もちょっとまだ勉強ばしとかな

何かいかぬとかなと思って。 

 逆に言うたらですよ。民と民で決めて、熊本

市、経産省でこう段階が行ったときに、最終的

に、なら八代に１％というとが協定書の中に出

てきたときには、それはやっぱ、いただきます

よって話ですよね。どやんですか。 

○委員長（亀田英雄君） 永原部長。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） はい。 

 そこで初めて市長がそれに同意するかどうか

っていう判断が要るのかなっていうふうに一つ

思います。それと、その際には、議員の皆さん

方の御意見も聞くだろうと思いますけどです

ね。 

 ただ、これはあくまでも設置に対する同意で

はございません。設置は、市の同意がなくても

できるというふうになっております。これは、

地元の同意があればいいという規定であります

ので、地元の皆さんが同意されれば、そのまま

許可がおりるというところでございますので、

設置に関することについては、どうのこうの言

える立場ではないということです。 

 ですから、市としては、熊本市が地元自治体

に対して交付をしたいというふうな申し出があ

れば、それをどういただきますというのか、い

ただきませんというのか、ということですが、

いただけるものはですね、少しでも収入を上げ

たい、そこはありますけども、そこまでにきち

んと整理がされた上での話かなというふうに思

います。 

○委員（鈴木田幸一君） ちょっとよかです

か。 

○委員長（亀田英雄君） 鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。私は、この陳

情書のちょっと意味が、ちょっとわかりにくか

っですよね。最後にな、場外車券売り場設置の

支援方を願うって、これ、誰が、誰に、どうい

う支援をしてほしかっちゅうとが全くわからぬ

とですよ。 

 これ、どぎゃんか、ちょっとこの辺のとこ

ろ、わかっですかね。ぴんとこぬですね。 

○委員長（亀田英雄君） はい、永原部長。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） そこら辺につ

いては、我々もわかりません。どういった御支

援をお求めなのか。 

○委員長（亀田英雄君） で、議会に言うとっ

とですよ。 

○委員（鈴木田幸一君） はっ。（｢議会にた

い」「うん、議会に」「議会に支援してくださ

いよって話ですよ」と呼ぶ者あり） 

 どがん支援ば。意味のわからぬ。 

○委員（小薗純一君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、小薗委員。 

○委員（小薗純一君） だから、同じ意味た

い。だから、そぎゃんならばたい、さっき竹岡

君が言うたごて、書記が言うたごてたい、かか

わりあいのない物事だったらたい、受け付けぬ

でよかっだもん。市の判断は要らないわけだか

ら。（｢そやんですね」と呼ぶ者あり） 
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 そしたら、市にこぎゃんとば上げっくっと

ば、市は関係ありませんからって、何して市の

事務局でそれを受けぬごてせぬかって、逆にこ

っちが言おごたっと。（委員鈴木田幸一君「そ

やんです。意味のわからぬですね。全く意味の

わからぬけん」と呼ぶ） 

○委員長（亀田英雄君） おしゃるとおりです

ね。で、それは、議会に支援方を願うっていう

話ですよ。 

○委員（小薗純一君） そやんたい。はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、小薗委員。 

○委員（小薗純一君） 議会に対してですね、

こういうことしたいから、ぜひ議会も同調して

くれという意味を一生懸命求めておられるとだ

ろうと思うんですよ。そういう意味だろうと思

うんですよ。私はそやん受け取ってますがね。

あと、市長によろしく頼むなんかも何も書いて

なかもん。そういうもんだろうと思うんです。

議会が、わかったと、意のあるところをくみ取

って、議会は支援方願うということに対しては

賛成しましょうとか、反対しましょうとか、関

係ありませんとか言うかどうかの問題でしょ

う。それを今問うとるわけじゃなかですか。 

○委員長（亀田英雄君） 議会に上がってきと

っとですけんね。 

○委員（鈴木田幸一君） 今までの陳情を…

…。 

○委員長（亀田英雄君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。今までの陳情

ちゅうとは、大体わかった。今回はちょっとわ

からぬだったもんだけん。ほんと意味のわから

ぬだったですね。はい、よかです。 

○委員（小薗純一君） いやいや、だけん…

…。 

○委員長（亀田英雄君） はい、小薗委員。 

○委員（小薗純一君） まあ、よかたい。私

は、こういうのを出してくること自身が、今度

からやっぱり事務局はですたい、議会が議会の

場で討議するテーマじゃないことをやっぱり、

まずもって先方に教えなきゃ。理解させないと

いかぬと思うんですよね、こういうのは。 

 書記さん。おお、あそけおった。 

○委員長（亀田英雄君） 嶋田次長補佐。 

○議会事務局次長補佐兼議事調査係長（嶋田和

博君） ただいまの小薗議員の質問、お尋ねな

んですが、なぜ受理をしたかということでござ

いますけども、会議規則によって陳情は請願に

準ずるとなっております。で、請願はと申しま

すと、これは請願法に基づき、地方自治法や会

議規則によって、様式が整っていれば受理しな

ければならないというふうにされております。 

 ですから、あらかじめこちらから受理しない

というようなことを申し上げることはできない

ということでございます。 

○委員（小薗純一君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、小薗委員。 

○委員（小薗純一君） だから、国防や国家に

かかわる問題も市議会は受け入れると。わかり

ましたか。竹岡さん、わかりましたか。 

○委員長（亀田英雄君） あとは議会の判断で

すけん。 

○委員（小薗純一君） だから、だからです

ね、だから、これをどうするかっていうことを

鈴木田さんはおっしゃってるわけだから、どげ

んかせぬばんですたい。わからぬじゃ済まぬわ

けでしょう。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） そうなれば、一言で

言うならですね、全くなか資料の中で、これば

検討して支援してくれって言っても、ちょっと

私は無理です、はい。 

 以上です。 

○委員長（亀田英雄君） はい、小薗委員。 

○委員（小薗純一君） それでいいと思います

よ。それが私たちの意見ですから。だから、そ
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れを取りまとめて、ここで委員長がどう判断す

るかだろうから。だから、おっしゃるように、

本当にむげに断ること自身がいいかどうかも私

もわからぬ。ただし、こういうことを論議する

場では議会はないんじゃなかろうかっていう気

持ちは持っております。 

○委員長（亀田英雄君） ようございますか、

委員長の話ちゅうことだったですけん。 

 前回、この後からもあるとですばってんが、

同様のサテライト関係であったですたいな。

（委員小薗純一君「反対意見な。反対陳情」と

呼ぶ） 

 それについて、わからぬけん、勉強会をしよ

うじゃないかという話を受けて、勉強会をしま

したよね。（委員小薗純一君「うん、した、し

た」と呼ぶ） 

 で、今、質疑した内容については、勉強会し

た内容じゃなかですか。（委員小薗純一君「う

ん、そうそう」と呼ぶ） 

 それで、民民のことについては我々は介入で

きない、介入するべきではないというような話

で、そのときは落ちついたような私は気がする

とですばってん。 

 あとは、これについて、今先ほど成松委員の

話にあったようにですね、これを１回でするの

かという、そこら付近は、あと委員さんのおの

おのの判断に。 

○委員（小薗純一君） だからですね──は

い、いいですか。 

○委員長（亀田英雄君） 小薗委員。 

○委員（小薗純一君） だから、今、委員長が

おっしゃるのが私たちの結論なんですよ。結論

なんだけれども、その結論を私たちだけが知っ

てても周りは知らぬもんだから、再びこういう

問題がまた出してこられる。 

 それはもう、前回、反対意見、野上のです

ね、野上の同じテーマの反対意見については、

それはもう今回なしにしようという話まで私は

きょう言うつもりですばってん、しかし、そや

ん言うなら、これも同じにせぬばしよんなかご

つしなる。 

 それで、それで済むならそれでよかとばって

ん、そうじゃなくて、私どもが見とって、１回

で、おっしゃるように、審議もせぬで何もせぬ

でぱっと切ってよかもねろうって。しかし、こ

れを切るためには、これを結論出すためには、

前んとも結論一緒に出さぬと片手落ち──差別

用語かもしれぬばってん、何か落ち度があるっ

ていう感じがしないでもないんですよ。そこの

判断ですたい。私は、やっぱり同じものだと思

います、前のやつと。前は、地域の反対派の意

見。今度は、この地域の賛成意見。出てる中身

一緒。どやんですか。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） ということで、は

い、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） いや、この前はです

ね、この前のは地元からの陳情ということで、

大体わかっとですよ。今回はですね、何か陳情

者がですね、つくる側の人からの陳情だから、

ちょっとわけがわからぬごてなっとっとです

よ。 

 例えば、地元のほうから、例えば、そこにつ

くってみたらどうかとか言うた場合は検討の余

地があると。あるいは地元のほうからつくらな

いほうがいいんだけど、だから、支援方お願い

しますというのも大体わかる、方向が見えてく

っとですけど。この場合は、つくる側のほうか

ら支援してくださいって、議会がこんなもの支

援する話になっとだろうかって。 

○委員長（亀田英雄君） おっしゃるとおりで

すね。 

○委員（鈴木田幸一君） ちょっと難しかケー

スになったもんだけん、資料が余りにも不足し

て、今の段階で、これは検討の余地にもならな

いって。私が言うたのはそこなんですよ。（委
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員小薗純一君「ああ、そげん意味な。はい、は

い」と呼ぶ）はい。 

○委員長（亀田英雄君） 小薗委員、よかです

か。 

○委員（小薗純一君） わかりました。よくわ

かりました。 

○委員（笹本サエ子君） いいですか。 

○委員長（亀田英雄君） はい、笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） 皆さん、意見、なる

ほど、なるほどというような意見が今たくさん

出ておりますけど。やっぱり、私はですね、八

代市が健全なまちづくりを目指していく中で、

こういうのがね、本当にいいのかどうかという

のをひとつね、やっぱり本市としても、方針を

きちんと持っていただきたいと思うんですね。 

 そのためには、日奈久の場外馬券場、あれは

市有地でした。八代市の土地でした。それで、

私らも論陣を張ったんですけれども、今回は民

民ということになってるわけですね。だけど

も、民と民で決めれば、もういいじゃないかと

いうことでは、これはおさまらないと思うんで

す。 

 例えば、こういう類いの事業に対しては、例

えば、青少年の健全な育成ということを考える

場合には、学校とね、どれだけ離れていなくち

ゃいけないとか、そういうこともちゃんと決ま

りがあると思うんです。そういうこともきちん

と踏まえた上で、やっぱり八代市として、きち

んと方針を持っていただかないと、私は、これ

から先ですね、八代市は、パチンコ店も多いと

聞いてるし、場外馬券場もできました。だか

ら、こういうことも次から次に出てくると思う

んですよ。ただもうかればいい、雇用が進めば

いいというだけの問題じゃないと思います。本

市として、しっかりとした方針を持っていただ

きたいということを要請しておきたいと思いま

す。 

 よって、私は、この問題に対してはね、非常

に憂えておりますし、こういうのはね、誘致を

認めたくないなという思いを個人的には持って

おりますので、ひとつよろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、よかです

か。 

○委員長（亀田英雄君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 今いろいろ話が出と

るところはもうごもっともと思いますけれど

も、先ほど小薗委員も言われたとおりですね、

私が危惧してるのは、この地域の各種団体とい

うところの町内長さん方の民意ですね、市政協

力員さん含めて。 

 だから、それを１回で、今度の継続分のやつ

と一緒に審議未了と取り扱うのか、それとも、

両方もう一回、９月ぐらいまで継続で、いろい

ろなまた情報とるのか、それとも、新しく出た

分を１回置いて、民意をしっかり審議、もう一

回勉強したりとか、情報とったりという部分で

やったほうがいいのかというような部分で考え

るしかないと思うんですね。 

○委員長（亀田英雄君） うん、ですね。 

○委員（成松由紀夫君） だから、そこの部分

を考えると、私は個人的な意見として、やっぱ

地域の町内長さん方というのがあるんで、一発

でこう民意を切るというのはどうかなと。 

 そしてまた、先ほど鈴木田議員が言いなっ

た、請願者が企業さんだからちょっとこれもど

うかなという部分はあるんですけども、説明聞

いてると、最終的には民民の部分で、この地域

の各種団体っていうとが入っとらぬならです

ね、あんまり抵抗ないんですけど、そういった

ところで、もう継続で行ったらどうかなという

ふうに思います。 

○委員長（亀田英雄君） ただいまですね、そ

ろそろ答えを出そうじゃないかということで、

方向性を出そうじゃないかということで、成松
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委員のほうから継続というような申し出があり

ましたが、ほかに意見はございませんか。 

○委員（小薗純一君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、小薗委員。 

○委員（小薗純一君） 私はお願いですけど

も、継続審査に前回なってる平成２３年陳情１

３号と問題は一緒だと思うんですよ。この２つ

をどう対応するかっていうテーマをたい、上げ

てもらって、一緒に──この陳情第１３号もよ

く意味はわかってるわけですから、こればどや

ん、両方ともどやんするかっていうこつばです

たい、論議してもらえぬとでしょうかね。それ

は全く別々な案件で、例えばですよ、私は、１

００％譲ってですよ、出たばっかりの陳情だか

ら１回は様子見てやってよかって私は思うとり

ますよ、半分。しかし、そやんなってくっと、

前受けたとは継続審査したっだっけん、前んと

ばカットして、今度んとば継続にするって、別

に私、そういう必要性もないような気がするん

ですよ。 

 だもんだから、一緒にして、セットで、こう

いう問題はセットにしといてやったらどうかな

という意味で、委員長に、一緒に検討はできぬ

もんでしょうかっていう相談です。 

○委員長（亀田英雄君） うん、わかりまし

た。 

 はい。さっきは、はっきりまでは言わぬだっ

たですばってんが、前回勉強会まで開いてです

ね、この件については、議会でどうこう言う問

題ではないじゃないかというような結論──結

論ていうかですね、その確認までしたて、私

は。だけん、審議未了に値するっていうような

話までしたっじゃなかろうかって思うとっとで

すよ。だけん、同じ答えというならば、私がそ

れは誘導する話じゃなかっですが、その方向か

なというふうに私は思うとっとですが。その辺

については、どう――今、成松委員からも、地

元のという部分は、やっぱり議員のその辺はあ

ることですけん、その辺についてはもう皆さ

ん、これだけ１回継続するかという部分はそれ

ぞれ胸のうちでおっしゃっていただきたい。 

 で、あとは、それでですね、決まったように

動けばよかことですけん。それでよかろう。 

 前回の勉強会で方向性っていうのは、みんな

で確認したはずだろうと思うとですたい。次

の、後で出てくる分についてはですね。 

 あとは、この件が初めて出てきた案件だから

っていうことに対して、どれだけ配慮するかと

いうような話ですけん。（｢いっちょずつ、１

期ずつ行くか」と呼ぶ者あり） 

 そこはもう分けて話をしたっちゃよかと思い

ます。だけど、同じ案件ですよ、内容について

は。議会が介入する問題でもないし、民民の話

でもあると。それはもうそれぞれ委員さんの意

見の分かれるところだというふうに思います。 

 だけん、何人おって話ばすることですから。

（｢すんなら一緒だと思うな、おら」と呼ぶ者

あり）一緒ですよ。だけん、私が今言うたご

て、言いましたように、その付近をですね、初

めて出てきた案件についてということについ

て、どれだけ配慮するかっちゅうことです、あ

とは。 

○委員（小薗純一君） それだけ――はい。 

○委員長（亀田英雄君） 小薗委員。 

○委員（小薗純一君） それだけ継続にして、

後んとは審議未了にするか。 

○委員長（亀田英雄君） いやいやいや。 

○委員（小薗純一君） いや、そうじゃなくて

たい。 

○委員長（亀田英雄君） それも、理由の立て

ばよか話と思いますけどね。（｢出てきたばっ

かりだけんちゅうことですよね」と呼ぶ者あ

り） 

 その辺もあれです、どこで線ば引くかとい

う、どのスタンスでしゃべるかっちゅうことで

すけん。 
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○委員（小薗純一君） だから、前のは審議は

済んだと、うん。 

（午後２時０５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○委員長（亀田英雄君） 小薗委員、どうぞ。 （午後２時１０分 本会） 

○委員（小薗純一君） うん、はい。 ○委員長（亀田英雄君） 本会に戻します。 

○委員長（亀田英雄君） はい。  今、大方の意見は継続審査だというふうにし

ていただきたいというふうな話なんですが。 ○委員（小薗純一君） 前のは審議は済んだ

と。じゃ、今度んとは、もう一回様子を見て、

次回に決めようということでやっていっちょく

ということでよかっでしょうかね。そやん意味

たい。 

○委員長（亀田英雄君） お諮りしたいと思い

ます。継続審査についてお諮りいたします。 

 陳情第２号・場外車券売り場の設置について

は、継続審査とするに賛成の方の挙手を求めま

す。 ○委員長（亀田英雄君） その辺はですね、お

のおの意見の分かれるところだと思うとです

よ。だけん、おっしゃっていただければという

ふうに思います。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（亀田英雄君） はい。挙手多数と認

め、本件は継続審査とすることに決しました。

（｢お疲れさまでした」と呼ぶ者あり） ○委員（小薗純一君） 私は──いいですか。 

○委員長（亀田英雄君） はい、小薗委員。  お世話でした。 

                              ○委員（小薗純一君） 苦し紛れのいろんな問

題もあるばってん、とりあえず、私たちがみん

なで話し合って一致できることならば、２本を

まとめといて、継続にして、継続分として９月

に結論を出してされたらどうでしょうかってい

うふうに考えますがね、優しく。そういう意味

で。ただ、その継続分を審議未了にして、今度

の分を継続にするっていうこと自身は、ちょっ

とそっちのほうが私にとっては逆に、テーマは

同じテーマとして抵抗がちょっとあっとですば

ってんね。どうでしょうか。 

◎陳情第４号・消費税率引き上げに反対する意

見書の提出方について 

○委員長（亀田英雄君） 次に、陳情第４号・

消費税率引き上げに反対する意見書の提出方に

ついてを議題とします。 

 要旨は、文書表のとおりですが、念のため書

記に朗読いたさせます。 

 わかりますか。ありますか、４号。（｢は

い、あります」と呼ぶ者あり）陳情第４号あり

ますかね。（｢はい」｢あるある」と呼ぶ者あ

り）はい。 ○委員長（亀田英雄君） どうでしょうかね。 

○書記（竹岡雅治君） （書記、朗読）  何のために勉強会をしたかっていう話もあり

ますけん。 ○委員長（亀田英雄君） はい、朗読が終わり

ました。本件について御意見はありませんか。 ○委員（小薗純一君） そうそうそう。 

 皆さん、御承知の件ですが、執行部が控えて

おりますので、現在の状況について求めます

か。許可しましょうか。（委員小薗純一君「ど

やん動くだろ、国が。この二、三日うちじゃな

かっか」と呼ぶ、「二、三日で決まっどもね」

｢二、三日うちにもう」と呼ぶ者あり） 

○委員（友枝和明君） はい、委員長。 

○委員長（亀田英雄君） 友枝委員。 

○委員（友枝和明君） この２本ば一緒にもう

今度まで継続してよかばってん、９月決着する

ようやないと、何回でん、また同じことが出て

くると。 

 もう皆さん、御承知の件ですけん。（｢よか○委員長（亀田英雄君） 小会にします。 
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よか」と呼ぶ者あり） ○委員長（亀田英雄君） はい、小薗委員。 

○委員（小薗純一君） こら──。 ○委員（小薗純一君） 私は、これこそ継続に

して、次回には結論が出てる話でしょうから、

意味がわかると思います。今、私たちが早急に

これを、いい、悪いと言うべきことでもないよ

うな気がします。そのように思います。 

○委員長（亀田英雄君） はい、小薗委員。 

○委員（小薗純一君） はい。これこそ僕らの

判断を超えた判断だから、なかなか難しかね。

これは、全体がみんな反対の意見書出すまでも

なくて、よしとは誰も思うとらぬとじゃなかで

すかね。ただ、やむを得ないという意見のほう

が強かというだけの話じゃなかっでしょうか。 

 継続でお願いします。 

○委員長（亀田英雄君） はい。継続という意

見ですが、ほかにございませんか。いいです

か。 ○委員長（亀田英雄君） やむを得ない。 

○委員（笹本サエ子君） はい、意見だけ。 （｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） はい、笹本委員。 ○委員長（亀田英雄君） それでは、決を求め

たいと思います。（委員小薗純一君「そっでよ

かろう、これはな。しょんなかもん」と呼ぶ） 

○委員（笹本サエ子君） 今、本当に切迫した

情勢になっているというふうに思います。 

 私は、ここに書いてあるように、世界は確か

にヨーロッパは、消費税率は日本よりも高いで

すよね。２５％とか、水準が高いですけれど

も、ここにも書いてありますように、生活費に

はかかってないんですね。日本の場合は、全て

にかかるということで、そうなると、低所得者

にね、圧倒的に負担の重い税金になってるわけ

ですね。そこが、問題だと思います。 

○委員長（亀田英雄君） 継続審査ということ

ですので、継続審査についてお諮りいたしま

す。 

 採決は挙手にて行いますが、挙手しない者は

反対とみなします。 

 陳情第４号・消費税率引き上げに反対する意

見書の提出方については、継続審査とするに賛

成の方の挙手を求めます。 

 だから、日本の税制の状況を見ると、１億円

以上に所得がなれば、逆に税金の率っていうの

は下がっていくんですね。そういうのから見る

と、ここに書いてあることはもっともだと思う

し、八代市内においても、例えば、大企業、外

国に生産工場を持ってるところは戻し税という

のがあるんですね。そういうところは、実際に

消費税率が上がれば上がるほど戻ってくるお金

が多いわけですけれども、八代市の場合は、そ

ういう業者というのは全くといっていいほどい

らっしゃらないわけですね。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（亀田英雄君） 挙手多数と認め、本

案は継続審査とすることに決しました。 

                              

◎平成２３年陳情第１３号・競輪場外車券売り

場南松江町内への誘致反対について 

○委員長（亀田英雄君） 次に、継続審査とな

っておりました平成２３年陳情第１３号・競輪

場外車券売り場南松江町内への誘致反対につい

てを議題とします。 

 要旨は文書表のとおりです。 

 これについては、先ほどと同じ話ということ

で、先ほど十分議論した内容ですので、私のほ

うで進めてようございますか。（｢一任、異議

なし」と呼ぶ者あり） 

 そういうことから見ると、私は、本当はね、

これは賛成してあげたいなと思うんですけど、

あとは皆さんのね、意見に従いたいと思いま

す。 

○委員長（亀田英雄君） 異議なしということ○委員（小薗純一君） はい。 
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で、お諮りいたします。 

 平成２３年陳情第１３号・競輪場外車券売り

場南松江町内への誘致反対については、継続審

査とするに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（亀田英雄君） 挙手全員と認め、本

件は継続審査とすることに決しました。 

                              

◎平成２３年陳情第１４号・公認プールの整備

について 

○委員長（亀田英雄君） 次に、平成２３年陳

情第１４号・公認プールの整備についてを議題

とします。 

 要旨はありますが、これについては、いかが

お取り計らいしましょうか。これにつきまして

も、継続審査の中で…… 

○委員（小薗純一君） はい、よろしいです

か。 

○委員長（亀田英雄君） 小薗委員、はい。 

○委員（小薗純一君） これも、勉強会しまし

ょうということで、この前、どういう状況でプ

ールがこういう陳情が出たんだということを聞

きましたので、十分状況はわかりました。 

 で、できましたら、できることならば、ぜ

ひ、プールの整備もしていただければと思いま

すので、私は、賛成をしたいと思います。 

 そういう意味から、皆さんで、いっちょ賛成

していただいて、あとは執行部がそれをどう受

けとめるかを眺めて、様子を見て、委員会とし

ては、それでいいんじゃなかろうかと思いま

す。 

 いかがでしょうか。 

○委員長（亀田英雄君） という意見ですが、

ようございますか。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、ようござい

ますか。 

○委員長（亀田英雄君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 前回、いろいろ言う

たと思うとですけど、私も。一番最初、プール

の設置については、スポーツ活性化の観点から

というような中で、今、小薗議員おっしゃるよ

うな気持ちだったんですよね。 

 ところが、いろいろな関係各位でちょっとい

ろいろな意見がありまして、私のところに。協

会の方であったりとか、あと、民間の方々であ

ったりとか、そういった中ではですね、まだ非

常に賛否が今、協会内部であったり、業界の中

であるんですよということがちょっと出とった

もんですから。で、予算規模の問題も含めて、

またちょっと考えたときに、すぐすぐ、ちょっ

と私は、個人的にはですね、ちょっと賛成はで

きないかなと。もうちょっとこう業界の推移を

ですね、見ないと、民間の方々が非常にです

ね、やっぱり公認プールができて料金を抑えら

れるようなものができればということで、い

や、いいじゃないですかというような話を私が

当初しとったときに、いや、今、民間がいろい

ろ競合しよる中で、非常にこれも実は困るんだ

というような御意見等がありましてですね。私

もまだまだ、ちょっと勉強不足な点があるもん

ですから、私は――だからといって反対はした

くはないもんですから、これは、少し継続で勉

強させていただきたいなというのが個人的な思

いです。 

○委員（小薗純一君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 小薗委員。 

○委員（小薗純一君） 私は、これをしたから

すぐできるということじゃないということを、

この前の執行部の皆さんも、この場でおっしゃ

ってました。ですから、こういうことを出せ

ば、教育委員会かどこか知らぬですけど、担当

所管の課が案をつくる。そのことからですね、

やっぱり、私たちにきちんと伝えてもらいなが

ら、私たちがその判断をしていく。向こうが勝

手につくるんじゃなくて、私たちがそれを、そ

ういう社会的条件等を加味しながら、段取りし
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ていく。 

 しかし、予算措置も何もしない、何の計画も

立てないじゃいかぬから、一応、やらせてみて

はいかがかと。そこまではですね、私は了解し

ていただきたいと思うんです。 

 それから先、つくる、つくらぬはですね、今

度は、議員がみんなでどういうふうにそれを評

価するかが出てくると思います。それは、その

ときでいいと思います。 

 いかがでしょうか、そういう意味で。（委員

成松由紀夫君「よく納得できました」と呼ぶ、

「継続審査か」と呼ぶ者あり、委員成松由紀夫

君「いや、もうそういうことであれば、方向性

を」と呼ぶ） 

 全会一致で行きましょうよ、せっかくだか

ら。 

○委員長（亀田英雄君） いいですか。もう前

回のこつですけん。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 小会にします。 

（午後２時２３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時２４分 本会） 

○委員長（亀田英雄君） 本会に戻します。 

 ほかに御意見ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） なければ、これより

採決いたします。 

 採決は挙手により行いますが、挙手しない者

は反対とみなします。 

 平成２３年陳情第１４号・公認プールの整備

については、採択と決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（亀田英雄君） 挙手全員と認め、本

件は採択とすることに決しました。 

○委員長（亀田英雄君） お諮りいたします。 

 ただいま採択と決しました陳情１件について

は、これを市長に送付の上、その処理の経過並

びに結果について報告を求めるものとしたい

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） はい。御異議なしと

認め、そのように決しました。 

 以上で、請願・陳情の審査を終わります。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

○委員長（亀田英雄君） お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎所管事務調査 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

○委員長（亀田英雄君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、行財政の運営に

関する諸問題の調査、総合計画の策定推進等に

関する諸問題の調査、以上の２件です。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査（行政評

価システムの導入について） 

○委員長（亀田英雄君） このうち、行財政の

運営に関する諸問題の調査に関連して、執行部

から発言の申し出があっておりますので、これ

を許します。 

 それでは、まず、行政評価システムの導入に

ついてをお願いいたします。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） 委員長。 

○委員長（亀田英雄君） 永原部長。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） はい。 

 お世話になります。 
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 行政評価システムの導入につきまして、これ

まで２カ年にわたりまして、市民事業仕分けを

実施をしてまいりましたが、この経験を生かし

まして本年度は、行政評価システムを導入しま

して、行政活動の達成度や、あるいは要した費

用などを明らかにすることによりまして、評価

結果を行政活動の見直しや新たな企画立案に反

映させるなど、さらなる改革を進め、効率的、

効果的な行政運営を行おうというふうに考えて

おります。そこで、本日は、この行政評価シス

テムの基本方針等につきまして御説明させてい

ただきたいというふうに思います。 

 説明は、豊本行政改革課長にいたさせますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 豊本行政改革課長。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい。行政改

革課、豊本でございます。よろしくお願いいた

します。座りましての御説明、どうぞお許しく

ださい。よろしくお願いします。 

○委員長（亀田英雄君） どうぞ。 

○行政改革課長（豊本昌二君） それでは、今

回説明いたします行政評価システム導入につき

ましては、まず、本日資料を用意しております

総務委員会、６月２１日、資料１のほうの行政

評価システム導入の基本方針（内なる変革への

一歩）ということでしております。そちらのほ

うをよろしかったでしょうか。 

○委員長（亀田英雄君） 内なる変革への第一

歩です。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい。内なる

変革への第一歩――内なる変革への一歩という

ことで、済みません、よろしくお願いいたしま

す。 

 まず、ページをあけていただきまして、１ペ

ージからになります。 

 こちらのほうにつきましては、５月７日の行

財政改革推進本部会議で行政評価システムの導

入を決定いたしたところででございます。 

 行政評価システム基本方針、今ページをめく

っていただいております１ページのほうで、は

じめにというところ、１番目のはじめにという

ところで、文章のほうありますが、税収減があ

ったり、交付税の算定がえ終了があるというこ

とで、非常に税収、財政状況が非常に厳しくな

るという中で、市民のニーズは高度化、多様化

していくということで、限られた歳入の中で、

市民サービスの維持向上を図らないといけない

と、効率・効果的な行政運営が求められている

という中で、このはじめにの中にあります、あ

れもこれもという事業展開から、あれかこれか

という選択の重点化を図っていく必要があると

いうところでございます。 

 そのために、今部長からもありましたが、２

年間の事業仕分けという経験を踏まえて、この

たび、行政評価システムの導入ということを行

っていきたいと、そして、本市にふさわしい行

政評価制度を構築してまいりたいというふうに

思っております。 

 その下の行政評価とはということにしており

ます。これはもう、皆様も御存じのとおりでご

ざいます。プラン・ドゥー・チェック・アクシ

ョンということで、このＰＤＣＡのマネジメン

トサイクルで行っていきたいというふうに思っ

ております。 

 続きまして、次のページ、２ページ目になり

ます。 

 ２ページ目につきましては、一番ですね、こ

の三角のピラミッド、下の図にありますが、こ

ちらで、こちらの三角形では、行政評価の対象

となります事業、これは大きくは政策、次に施

策、それから事務事業という、この三角のピラ

ミッドの中に書いてあることを本来評価してい

く中で、今回、事務事業評価を――済みませ

ん、事務事業を評価していくということで、取

り組んでまいりたいと。その中で、この評価の
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時期につきましては、事後評価ですので、昨年

度、２３年度について行った事業を評価してい

くという形をとりたいと思っております。 

 続きまして、３ページの、済みません、３ペ

ージのほうになります。 

 ３ページについては、導入の目的ということ

で、大きい５番になります。行政評価の導入の

目的、こちらにはもう、先ほどの繰り返しにな

りますが、成果重視の効率的、効果的な行政運

営、それから、行政の説明責任の向上、それか

ら、職員の意識改革ということで挙げさせてい

ただいております。 

 また、その活用につきましても、大きい６番

にありますが、総合計画の進行管理、それか

ら、４ページ目になります、予算編成・決算の

審査、それから、組織機構の再編や人員配置と

いうふうな活用を考えておるところでございま

す。 

 それから、この同じく４ページの大きい７

番、評価体制ですが、まずは内部評価を行いた

いと。これは、所管課長を責任者として、所管

部長との協議を経て評価すると。それから、続

きまして外部評価に移ります。外部評価は、こ

の内部評価を全部ということではありません

が、この外部評価につきましても２年間行いま

した市民事業仕分けという形をとりまして、評

価を行っていただくということになります。 

 それから、またそれを受けまして、最終評価

で行財政改革推進本部のほうで決定を行うとい

う形をとりたいと思っております。 

 現在の進行状況でございますが、この決定に

伴いまして、５月、先月に職員説明会を開催し

まして、現在、内部評価を進めておるところで

ございます。来月の１３日を締め切りにしてお

ります。 

 それから、あわせて外部評価委員の公募もい

たしております。広報の６月１日号、それか

ら、ホームページ、それから、エフエムやつし

ろなどでも呼びかけております。 

 応募は、今週から実は始まりまして、本日ま

でで４人の方の応募があっており、問い合わせ

等もあっております。 

 それから、もう一つ、資料のほうの説明に入

りたいと思いますが、今外部評価委員会の説明

をいたしましたが、もう一つ、資料２というこ

とで１枚物のＡ４の横になってる部分があるん

ですが、こちらのほうで、委員会名を市民事業

仕分け委員会から行政評価外部評価委員会にと

いうこと、それから、委員数をですね、今回１

４人以内、２班体制、開催の曜日をですね、土

日ということで計画をいたしております。 

 それから、この外部評価にかけます事業につ

きましては、外部評価委員の意見を聞いて推進

本部のほうで選定をいたしたいといいうふうに

考えておるところでございます。 

 それから、続きまして、資料３のほうの評価

のスケジュールということで、これも横になっ

ております。各月が４月から３月までで書いて

ございまして、こちらのスケジュールでござい

ます。 

 こちらは、内部評価と外部評価、ちょっと２

段に分かれておりますが、その下の、済みませ

ん、外部評価の予算編成作業、１２月のところ

をちょっと見ていただきまして、そこからずっ

とスケジュールをさかのぼる形でこの計画を立

てております。その中で、現在、６月のところ

を見ていただきますと、委員の公募をやってお

ります。それから、その上の内部評価を見てい

ただきますと、今、各課で内部評価をしておる

ところでございます。あとは、それぞれ、委員

の選考委員会をしたり、全体会議をしたり、あ

と、９月じゃない、――１０月、１１月で外部

評価を行うという予定でいたしておるところで

ございます。 

 それで、まだこちらですね、御報告すること

がまだ内容が非常に少ない中で、今回、行政評
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価システムの導入の報告をいたしました。 

 ９月の総務委員会ではですね、詳しくまた、

こちらのスケジュールにもありますが、内部評

価の評価結果の公表、それから、外部評価委員

の構成、外部評価の対象事業、それから、外部

評価の日程等を御報告したいと思っておりま

す。 

 それと、済みません、もう一つ資料４という

ことで、八代市の事業仕分けの２年間、平成２

２年度と２３年度の総括ということでつけさせ

ていただいております。 

 その中で、少し中を見ていただきますと、１

ページ、２ページで、先ほど言いました人口の

推移や市税の推移、それから、交付税の算定が

えの推移、それから、義務的経費などの推移と

いうことで、推移をグラフにしたものを挙げさ

せていただいております。 

 それから、この資料の中の１４ページのほう

で、この八代市事業仕分けのほうを受けまし

て、おわりにということであらわしております

課題と今後の取り組みということで、２４年度

は、これまでの事業仕分けの経験を生かして、

行政評価システムを導入するとともに、市民事

業仕分けは、その外部評価として位置づけて取

り組むことといたしておりますということでし

ております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（亀田英雄君） はい、ありがとうご

ざいました。 

 以上、説明が終わりました。 

 以上の部分について、何か御質問、御意見は

ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済みません、資

料２ですけれども、２２年度と２３年度、そし

て２４年度ということで、市民事業仕分けか

ら、今度はちょっと変わりますよと、外部──

何ですかね、いろいろ変わってる部分があっと

ですけれども、変えた理由というのばちょっと

教えていただきたいんですけど。 

 例えばですね、委員の構成であれば、経済団

体とか、住民団体のほうがなくなったとか、あ

とは、平日から土日に変えたとかっていう、結

構変わってる部分があっとですけれども、その

変わった理由、変えた理由。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 豊本課長。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい。今の委

員の構成の変更につきましてでございますが、

今回は、より多く、より市民の目線での評価を

していただきたいということで、公募の数をふ

やしたということで、公募数を全体の１４人の

中の１０名ということでしております。 

 今まで経済団体、住民団体あたりから推薦で

お願いしていたものを、公募でという形でです

ね、形を変えたいということでございます。 

 それから、平日開催と土日開催についてでご

ざいますが、いろいろな御意見をいただく中

で、平日の昼間の時間というのが非常にこう、

委員の参加の方、それから傍聴に来ていただく

方のという問題もございまして、今回の開催曜

日につきましては、土日に開催をしてみてはど

うかということで、変更をいたしたところでご

ざいます。 

 以上でよろしかったでしょうか。（｢事業

数」と呼ぶ者あり） 

 事業数。事業数につきましては、今まで７５

事業ございました。１年間にですね。で、今

回、１８事業ということで、事業数を絞ってお

ります。これは、先ほどもスケジュールの中で

申し上げました予算編成の絡みもございます

が、より事業をしっかり見ていただいて、評価

をきちんとしていただくということでですね、

事業を絞り込んだところでございます。 
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○委員長（亀田英雄君） 事業を絞り込んだち

ゅうことですね。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員、ようござ

いますか。 

 はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 事業数がですたい、え

らい減ったなというようなイメージがあっとで

すけれども。大体ですたい、市の事業というと

が１０００超えるぐらいの事業から、いろいろ

ずっと絞り込んでいって、最終的に、どんぐら

い、２００ぐらいやったですかね。そこからま

た絞り込んでいって７５事業っていうのがあっ

たですけれども、今までしてこらしたっですけ

れども、そこから今度また１８ぐらいまで減る

っていうようなことなんですけれども。何か、

せっかくすっとであれば、もうちょっとです

ね、時間かけてでもやってくれればありがたい

かなというふうに思うとばってんが、そこんと

こはどやんなんですか。あんま長うすっともい

かぬどっちゅうような話だいけんがこやんなっ

とですか。３日間というような。 

 これ、３日間しかせぬ割にはですたい。すご

いスケジュール的にも何かこう、１年間じゃな

かばってんが、約１年ですか、こやんスケジュ

ールまでつくってやる必要があっとだろうかっ

て思うぐらいのあれなんですけれども、そこん

とこどやんですか。 

○委員長（亀田英雄君） 豊本課長。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい。実は、

この行政評価システムの導入ということになっ

ておりまして、まずは内部評価から始めると。

内部評価をきちっとした上で、外部評価に移っ

ていくということがございました。その関係も

ございまして、どうしてもこう、たくさんの事

業を最初からですね、取り組むことはなかなか

難しゅうございまして、その関係もございまし

て、今回の内部評価にかけます事業も、当初の

予算要求のときにしておりました重点事業の１

００、大体１３０ぐらいあるんですけども、そ

の事業についてと、それから、各課で内部評価

したいというふうに考えている事業を含めてで

すね、事業数を、事業数をまず内部評価にかけ

てということのところがあった関係もありまし

て、外部評価に来ます数字のほうが少しこう少

なくなってるという形になっております。 

○委員長（亀田英雄君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。今までの事業仕

分けの内容と、今度外部評価ちゅうことであっ

て、スタイル的に変わっとかなと思うとです

よ、何か、やり方的なところがですたい。 

 私がちょっと思うところで、ちょっとお話し

すれば、何かこう、いろんな事業、１８の事業

が決まったというような中で、執行部のほうが

いろんな説明をして、いろいろ説明をしなが

ら、外部評価委員の方がそっちに座っとって、

いろんなこっちから説明をして、執行部の方

が。で、それについていろんなやりとりやっ

て、最終的に、じゃ、どやんしますかねってい

う話。 

 今までと、またスタイルが変わるわけです

か、これ。どやんなんですか。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、豊本課長。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい。 

 外部評価については、スタイルが変わるとい

うことではございません。 

 先ほども言いました、その前の行政内部で行

います内部評価のほうをですね、より充実させ

ていきたいというようなところでございます。

はい。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 永原部長。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） 今、課長が言

ったとおりなんですが、まず、今回の大きな違

いは、内部評価をしっかりやる、自分たちがみ
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ずから自分たちの事業をしっかり見直して、そ

こで評価をしようと。で、その評価したものを

外部評価としてチェックしていただいくという

ことが、大きく違います。 

 それと、今回、１８事業の選定の仕方なんで

すけども、内部評価は先ほど言いましたよう

に、ことしは百何ぼやるんですけども、それを

全てお見せしまして、どれを選定されますかと

いうのを委員に選定をしていただく。だから、

こちらから１８事業を選ぶんじゃなくて、外部

評価委員に選んでいただく。これは、自分たち

に、何ば評価すればよかっかいというのを自分

たちに選ばせてくれっていうのが、今までの大

きな声だったんですね。ですから、そこが大き

く変わってきたのかなっていうふうに思ってま

す。 

 将来的には、ことしは百幾つかの事業を対象

にしますけども、将来的には、私は、全事業が

対象だというふうに思っております。全ての事

業をやっぱり内部評価すべきだと思っておりま

す。 

 ただ、それが、全てを外部評価に移すと、や

っぱタイム、時間的なものとかですね、物理的

なもので非常に難しいんですけども、次からど

のくらいの事業が可能なのかどうかというの

は、今からも検討が必要なんですが、本年度

は、そういった形で、試行といいますか、いう

形も少し取り入れながらですね、将来に生かし

ていこうということで、こういった事業をする

ようになっておりますので。 

 それと物理的に３日間ぐらいしかできないっ

ていうのがあります。というのは、やった結果

を予算に反映しなければ全く意味がありません

し、この評価と、それから、決算審査特別委員

会での御評価がございますですね、議会からの

評価。それを合わせて、次年度の予算につなげ

ていきたいという趣旨ですので、やっぱり時期

が限られてくるっていうのもありますので、こ

の秋口ぐらいまでに済ませたいっていうのがあ

る。そういうことで、このくらいの事業数にな

ってしまっているのかなっていうふうに思いま

す。それは御理解いただければなと。 

 以上です。 

○委員長（亀田英雄君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。よくわかりまし

た。 

 今までの意見取り入れて、よりよくやってい

こうというような気持ちがですね、ちょっとう

かがえたのかなというふうに思います。 

 でですね、ただ、いろんなですね、意見があ

ったかというふうに、これまでの事業仕分けに

ついてですね、あったかと思うとですけれど

も、先日も新聞記事のほうにもですね、いろい

ろ、えらい何か辛口な意見も書かれているとい

うふうなこともあったっですけれども、何でそ

やんことが起こったかどうかっちゅう話なんで

すよね。 

 というとが、実質的に、自分たち、総務委員

会でもですよ、この間、事業仕分けの関係、ど

やんふうに予算に反映したんですよというふう

な御報告ばいただいたときに、私たちが、いろ

んな意見出しましたよね。表についても、これ

はちょっと見にくかろうとかっていう話もした

し、これは変えたほうが、載せるんだったら、

ホームページに載せるんだったら変えたほうが

よかっじゃなかですかというふうな意見も出し

たにもかかわらず、そのまま載せてあったと。 

 で、それにつっつかれて、また新聞記事に書

かれとる。せっかく、いいことをやってるの

に、そういった落ち度があって、せっかく自分

たち、議員たちも一生懸命考えてから提案もし

てるのにそれができてないというのが、私は非

常にあの新聞記事を見てから残念だったっです

よ。 

 だけん、せっかく、今度もこうやって、いろ

んな意見取り入れながらされるということであ
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れば、いい評価がされるような形でですね、捉

えられるような、しっかりやってもらいたいと

いうふうに思ってますんで、ぜひ、そこら辺の

ところ。こうやって報告だけで終わるんじゃな

くてですよ、しっかり言われたことはちゃんと

頭に入れて、変えてもらうようなことを徹底し

ていただきたいというふうに思います。よろし

くお願いします。 

○委員長（亀田英雄君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 今、野﨑議員もいろ

いろ厳しいお話ではありますけども、そもそも

ですよ、そもそも質問したか部分は先に永原部

長がおっしゃられたんですが、その１８事業の

抽出は外部評価委員の意見からということで、

それはもう間違いなくてよかっですよね。 

 で、事業仕分けのときも、そもそもですよ、

７５事業を、大体そこから仕分けだったって思

うとですよ、本来、さすっとなら。もう事業仕

分け委員さんたちに、八代の事業ば全部見て、

あなた方でおかしかって思うもんばピックアッ

プしてくれっていうような中でのガチンコ勝負

でやるようなことじゃなくて、やっぱり役所の

中で選んどってから、ちょっとこればもんでく

ださい的な部分ですよね。 

 私はほら、どっちかというと事業仕分けは反

対なほうだったけんで、個人的に。そもそも事

業仕分けばせなんごて役所の職員さんたちは仕

事しとらぬとか、日ごろっていう、そもそも論

なんですよ、この事業仕分けも。別に拘束力も

ないし。 

 で、このデータ見たら、一定のその、何ちゅ

うかな、一定の成果があったとか。で、この何

ですかね、傍聴者のアンケートで、２２年度６

３％有効とか、２３年度は５０％。事業仕分け

を継続するも、同じようなパーセント。これは

ですよ、傍聴に来らす人とか議員とか、こん人

たちはもう興味のあらす人たちだいけん、私は

全くもって、この数字はあんまり関係なかと思

うとですよね。 

 教育委員会的な話で言うと、本当に親学を勉

強したり、保護者にスキルアップしてもらいた

い人たちは、――ばっかが来らすとですたい

ね、講演会するなら。そして、本当に来てもら

わぬばあかぬ、育児放棄でパチンコばっかしよ

らすごた人たちは来らっさぬとか、本当に学ば

ぬばん人が来らっさぬでというような、ほら、

いろんなジレンマもあっですよね。 

 だけん、ちょっとこのアンケートも、何でこ

がんとば載せらしたっかなというとも一つあり

ます。 

 それと、その今度の１８事業は、外部評価委

員の意見を聞いてということで、けれども、こ

れは、推進本部で選定ってなっとるですよね。 

 だけん、これは、逆にですね、外部評価委員

に決定までですたい、決定権まで与えてされる

ような形をされたほうがいいと思います。その

かわり、職員さんたちは大変ですよね。そこま

でスキルアップして、自分たちで資料ば、じ

ゃ、その方々がそろえていかすか。事業仕分け

委員がそのまま移行していって、公募の人たち

も受け入れます的な何かイメージで聞いたばっ

てんが。 

 そういう部分がですね、ちょっとこう、やる

なら、どうせやるなら、どうせやるならやる

で、ガチンコでやんなはったほうがよかろう

し、もう逆に言うなら、しならぬならしならぬ

でですたい、永原部長が心強か言葉じゃあっと

ですよ。この行政、今、さっき言わしたとは、

行政評価は、内部評価をしっかりやるんです。

これが意義があるんです。でも、これ裏返せば

ですよ、なら、今までしとらぬだったっかいっ

てとり方もあるけんですね。内部評価ば今まで

してなかったんですかって。行政評価ばするけ

ん、内部評価ばしっかりするけん、よかこっで

しょうがって言うたっちゃ、そんなら逆に、冷

ややかに見とる者からすっと、なら今まで内部
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評価しとらぬとというとり方にもなるわけです

ね。 

 だけん、やんなんならやんなるごつ、あんま

りこう何ちゅうか、複雑にせぬで、もうわかり

やすかスタンスでしならぬと。私は優秀な職員

さんたち、いっぱいおんなっと思うとですよ。

で、予算編成だ何だ、いろいろ仕事ば抱えてお

んなる中でですね、あんまり、こやん事業仕分

け的なものとか、外部評価もよかばってん、そ

れよりも何よりも自分が与えられた仕事ば、そ

れこそ自分で自己検証して、自分で評価して、

そして、それは議会にでも、市民の皆さんにで

も――市民の皆さんには、どうですかっていう

部分で、サービス向上につながったり、議会か

らもいろんな意見があったら、全部きちんと理

論武装して、ちゃんと頑張っとる部分ば、い

や、議員さん、こうなんですよって、こやんふ

うにこやんなんですよっていう部分が、私は、

大体は、職員さんたちのあるべき姿じゃなかっ

かなって。 

 あんまりこう、いろんなことば複雑にし過ぎ

て、職員さんたちも仕事を抱えてですよ、も

う、晩も遅う帰りよんなはっし、やっぱ、そこ

は時間から時間でばちっとですね、していただ

きたいなというふうに思いますので。やんなっ

ということならば、内部評価ができることがち

ょっと違うけん頑張っとっですよということじ

ゃなくて、もうそやんとはそもそも当たり前だ

けんで、その１８事業の抽出の仕方、そこはや

っぱり、ちょっとガチンコスタイルでやってい

ただければなと。私の私見の思いも込めて、意

見ですので、よろしくお願いします。 

○委員長（亀田英雄君） 意見ですか。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） 委員長。 

○委員長（亀田英雄君） はい、どうぞ、部長。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） はい。ありが

とうございました。随分、応援をしていただい

たというふうに我々受けとめさせていただきま

す。 

 それから、先ほどの野﨑議員の御指摘もその

とおりだと思いまして、我々も常に改善を図り

ながらやっていかないかぬときに、私は市民に

わかりやすいっていうのが一番だと思いますの

で、そこは心がけていきたいと思います。 

 それで、もう一つ、これまで、じゃ、内部評

価してこぬだったっかいというと、実はずっと

してきております。これは、予算編成の中で、

予算査定、予算要求する際に我々必ず内部評価

して、これは必要だから予算をお願いしますと

いう形で資料を出しておりますので、内部評価

というのはずっとやってはきております。 

 ただ、こういったシステムといいますか、形

ではですね、やってきておりませんし、あくま

でも庁内の中での話でしたので、今回これを全

て情報公開、資料も全部出していきますし、ど

ういった内部評価をやったのかというのを出し

ていきます。 

 それから、１８事業に絞る場合、これも委員

の皆さん方に絞っていただきますけども、それ

をまた絞り直すという意味じゃなくて、これ

は、こうやって１８事業を外部委員さんたちが

希望されてますっていうのを本部でオーソライ

ズするっていいますか、決定するっていう手続

ですから、決して、これをまた選び直すってい

うことじゃなくて、基本的には、それを大事に

したい。そのために意見を聞くわけですから、

基本的には大事にしたいと思います。 

 で、ただ、もしかしたら、物によってはです

ね、わざわざ評価されなくてもいいっていうも

のもあるかもしれません。全部出してやるわけ

ですからですね。より効果的にやるためには、

変更のある場合もあるかもしれませんが、基本

的には、外部委員さんたちの御意見を尊重した

いということで外に出すわけですから、それは

本部でそれを大事にしていくっていうのが基本

スタイルでございますので、そこを曲げたりと
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かいうつもりはございません。というのが今の

スタイルでありますので、今の御意見をしっか

り受けとめて進めさせていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）それで

は、私から説明をさせていただきますが、座り

まして説明してよろしいでしょうか。 

○委員長（亀田英雄君） ほかにありません

か。 

○委員長（亀田英雄君） どうぞ。はい、どう

ぞ。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） ○防災安全課長（東坂 宰君） ５月３１日に

八代市防災会議が開催されまして、八代市地域

防災計画の平成２４年度見直しがなされまし

た。その部分も含めまして、地域防災計画見直

しの全体概要を報告させていただきます。 

○委員長（亀田英雄君） ないようでしたら、

以上で行政評価システムの導入についてを終了

いたしますが、部長、くれぐれもですね、今の

気持ちで進めていただきたいというふうに思い

ます。豊本課長、真面目ですけん、しっかり取

り組んでいただきたいというふうに思います。 

 資料の説明に入ります前に、少しお話をさせ

ていただきます。 

 以上です。（｢はい、ありがとうございまし

た」と呼ぶ者あり）ありがとうございました。 

 地域防災計画の見直しは、毎年開催されます

防災会議におきまして全体的に見直しを行うべ

きところではございますけれども、昨年３月１

１日に発生しました東日本大震災を踏まえまし

て、これまで防災計画の中では重点的として取

り扱われておりませんでした地震、津波につき

ましての対策が、全国的に重要視されるように

なってきております。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査（八代市

地域防災計画の見直しについて） 

○委員長（亀田英雄君） お待たせしました。 

 次に、八代市地域防災計画の見直しについて

をお願いします。 

○市民協働部長（坂本正治君） はい。  八代海に面して海岸線があります。海抜ゼロ

メートルから数メートルという平野が広がりま

して、また、活断層でもあります日奈久断層が

南北に縦貫する本市としましては、この地震、

津波への対策を講じなければなりませんし、そ

の対策というものは、今後の最重要課題である

というふうに考えております。 

○委員長（亀田英雄君） はい、坂本市民協働

部長。 

○市民協働部長（坂本正治君） はい。 

 それでは、お疲れのところ御迷惑と思います

けども、市民協働部が所管をいたします２つの

案件につきまして御報告させていただきたいと

思います。  現在、津波に関しましては、想定される被害

の範囲等を熊本県が調査しておりますが、この

中間取りまとめがことしの８月ごろに予定され

ております。これを受けまして、本市における

被害想定地域等を把握した上で、計画を見直す

ことになります。 

 まず、地域防災計画の見直しについての御報

告でございますけども、今回の一般質問の中で

もですね、いろいろ御意見をいただきましたけ

ども、今年度見直しを行いました概要につきま

して、防災安全課長より御報告をさせていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 そういうことから、八代市地域防災計画の抜

本的な見直しは、来年５月ごろに開催を予定し

ております防災会議で行うことになっておりま

す。要するに、２年かけまして地域防災計画を

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 東坂防災安全課長。 
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見直すことになっているということを、まず御

説明いたします。 

 それでは、資料の説明に入ります。１ページ

をお願いいたします。 

 八代市地域防災計画見直しの全体概要でござ

いますが、１番の背景としましては、先ほども

述べましたが、東日本大震災により、甚大な人

的、また物的な被害が発生しましたことから、

本市におきましても、対策の検討が必要となっ

てきたということでございます。 

 ２番の見直し基本方針ですが、ここではま

ず、ここに記載しております２つの委員会の説

明を申し上げます。 

 見直し検討委員会とは、関係課長と３０名に

よります庁内プロジェクトでございます。 

 次に、見直し調整委員会とは、防災関係団

体、消防本部でありますとか、消防団でありま

すとか、警察、自衛隊等によります庁外プロジ

ェクトでございます。 

 これらの中で十分な検討を行います。その中

で、これまでの災害による被害、対応、教訓等

を踏まえまして、実効性の高い計画を策定いた

します。 

 また、想定外がないように、オーバースケー

ルと感じるぐらいで設定していかなければなら

ないというふうに感じております。 

 また、減災や多重防御といった観点から、ハ

ード面、ソフト面での対策を組み合わせた防災

対策を推進いたします。 

 次に、３番目の平成２５年度における計画見

直しの主なポイントでございますが、先ほど述

べましたように、この２５年度計画が抜本的な

変更を加えました新しいスタイルの計画となり

ます。 

 主なものとしましては、①番にございます、

ここが最大の変更点ではございますけれども、

現在の防災計画におきましては災害種別では分

けておりませんけれども、これを編として、災

害種別ごとに編集してまいりたいというふうに

考えております。 

 少し飛びまして、⑥でございますが、本市の

災害特性にあった防災計画の見直しというとこ

ろです。 

 ６８０平方キロという広大な面積と海抜のゼ

ロメートルから県内最高峰の１７３９メートル

の国見岳までという地理的条件が全く異なる地

域を有する本市におきましては、さまざまな災

害が想定されます。そういう特性を考慮した計

画でなくてはならないというふうに考えており

ます。 

 続きまして、２ページをお開きいただき、お

願いいたします。 

 ２ページ、３ページには、これまでの検討経

緯及び今後の予定を記載しております。 

 まず２ページですが、ここに記載しましたよ

うに、昨年５月の県防災会議からことしの５月

まで県の説明を幾度か聞き、また、検討委員

会、調整会議を適宜開催しまして、検討しなが

ら、５月３１日に八代市防災会議を開催したと

ころでございます。修正箇所等を審議していた

だき承認を得たのが、現在における最新の計画

となっております。 

 続きまして、３ページをお願いいたします。 

 今後の地域防災計画見直しに係る今後の予定

ですが、最上段にございます、アンダーライン

を引いておりますけれども、ことしの８月ごろ

に予定されております熊本県による地震・津波

被害想定調査中間取りまとめでございますが、

先ほどから説明いたしておりますように、ここ

が最大のポイントとなります。 

 本市に限らず、どの自治体もこれを待ってい

る状態でございまして、これを基礎として、地

震・津波対策を考えていくことになります。そ

の後、検討委員会、調整委員会を適宜開催しな

がら、いろいろな意見を聞き、論議を交わしな

がら計画を練ってまいります。 
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 また、広く市民から意見をお聞きする観点か

ら、来年２月ごろにパブリックコメントを実施

していきたいというふうに考えております。 

 最終的には、来年５月ごろに開催予定の八代

市防災会議におきまして、平成２５年度改訂版

の八代市地域防災計画を策定することにしてお

ります。 

 ４ページをお開きください。 

 この４ページから６ページにかけましては、

防災計画の平成２４年度修正分の主なものを記

載しております。 

 今回の見直しは、大きく３つの視点から見直

しを実施しております。 

 １つ目が、被災地に派遣された職員等の意見

を、あるいは検討委員会、調整委員会によりま

す意見をもとにした見直しでございます。２つ

目が、法の改正、現状に合わせた見直しでござ

います。３つ目が、災害履歴、災害想定等の追

加に伴う見直しとなっております。 

 まず、４ページですが、１番の被災地に派遣

された職員の意見等に伴う見直しというところ

の主なものとしましては、③番の緊急輸送道路

の確保の必要性から、国道、県道の８幹線を新

たに指定しております。また、④番では、避難

所運営のあり方を見直しております。⑤番にお

きましては、瓦れきの仮置場や仮設住宅の建設

予定地を新たに選定しました。また、⑦番で

は、川内原発から約８０キロ、玄海原発から約

１３０キロ程度離れてはおりますものの、新た

に原子力災害対策を追加しております。 

 次に、５ページですけれども、法の改正、現

状に合わせた見直しでは、その主なものとしま

して、①番では、自主防災組織の組織率向上

や、その後の体制の強化等を検討しておりま

す。また、②番では、本市で災害が発生した場

合、各地から送られてくると予想されます支援

物資の仮置場等を新たに定めております。ま

た、⑨番では、昨年６月に開催しました平成２

３年度八代市防災対策連絡会議により協議、了

承されました大津波警報発令時の暫定的な避難

勧告基準、海岸から５キロというものを記載し

ております。なお、この海岸から５キロという

部分を先ほどから説明しております、ことし８

月に予定されております熊本県からの津波想定

の中間報告を受けまして、その後検討すること

といたしております。 

 続きまして、６ページをお願いいたします。 

 ３番でございますけれども、災害履歴、災害

想定等の追加に伴う見直しでございますが、こ

れまで、本市で発生しました災害の記録を整理

いたしまして、地震と風水害に分けて取りまと

め、これを追加いたしました。また、これまで

に作成しておりますそれぞれのハザードマップ

における想定も取り入れ、相互の関連性を図っ

ております。 

 なお、６ページの中段からは、４、組織編制

等に伴う見直し、また、５、主な資料の見直し

とありますけれども、これは、部や課の名称、

あるいは災害時の対策本部等の部、班等の名称

の変更ですとか、資料編での数値、地名等の変

更、追加が主なものでありますので、説明は省

略させていただきます。 

 また、７ページ、８ページには、平成２４年

度の本市におきます防災関係事業を参考までに

添付させていただきました。 

 ７ページにありますように、八代校区住民参

加型防災訓練が既に５月に実施され、また８ペ

ージに記載しておりますように、植柳校区の住

民参加型防災訓練が９月に予定されておりま

す。これが実施されますと、市内全校区での住

民参加型防災訓練が一通り実施されたというこ

とになります。 

 ここまで、八代市地域防災計画の見直し及び

今後の予定につきまして説明してまいりました

が、どのようにすばらしい計画をつくったとし

ましても、それ自体には何の意味もないんじゃ
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ないかなというふうに思います。 

 災害時には必ず必要となります自助・共助・

公助の理念を含めまして、いかに市民の皆様方

に計画の内容を説明して、その内容を理解して

いただき、また、いざというときに、その状況

に応じた行動をとってもらえることにより、と

うとい命を守っていただく、あるいは行政とし

て、そのお手伝いをしていく、そのことが何よ

り重要だというふうに思っております。 

 このことを念頭に置きながら、来年５月に予

定しております新しい地域防災計画の策定を見

直していきたいというふうに思います。 

 以上、報告とさせていただきます。 

○委員長（亀田英雄君） はい、ありがとうご

ざいました。 

 以上の部分について、何か御質問、御意見は

ありませんか。 

○委員（鈴木田幸一君） １つだけよかです

か。 

○委員長（亀田英雄君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） 東日本の大災害につ

いての対応策として、石巻市の災害対策が非常

によいということで、してありました。 

 石巻市のほうに自民党のほうで研修で行った

ときに、どこの部分だろうかっていうことでし

たところ、社協（｢社協」と呼ぶ者あり）社協

か、あっ、社協か、社協を中心としたですね、

対応をしたということでですね、非常に感心す

る対応がでけたって。 

 これは、要するに、行政での、行政はどうし

ても平等平等って、いろんな批判があったとき

に対応せぬばいかぬということで、その辺のと

ころで、ついまた対応がおくれるっていう、対

応のおくれがまた対応のおくれを生む、あるい

は行政独自のいわゆる手続に非常に時間を食う

て、被災者に対する対応がまたおくれていくと

いう、そういう大きな欠点があるのを、石巻市

の社協が相当な勢いで解決していったというふ

うに私は理解しております。 

 そういった意味で、もう少しその辺のとこが

出てくるかなって思いましたけれども、そいつ

がなかったもんだからですね、行政中心の災害

対策を中心にしてありますので、もう少し各種

団体とか、いろんなボランティア団体に呼びか

けながらっていうのも、この中に含めてもいい

んじゃないかなっていうふうに感じたんですけ

ど。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 東坂課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。 

 今、鈴木田議員さん、おっしゃいましたよう

に、先ほど私が説明した部分っていうのは、大

変行政の部分が中心だったというふうに聞こえ

たかもしれませんけども、委員会、あるいはそ

の他のですね、皆さんの意見という部分で、調

整委員会等には、先ほどは、災害対策の団体、

消防ですとか、そういう部分を挙げましたけれ

ども、もちろん社会福祉協議会でありますと

か、そういう部分もですね、含めまして、いろ

んな形での検討を進めていきたいというふうに

は考えております。はい。 

○委員長（亀田英雄君） ようございますか。 

○委員（鈴木田幸一君） はい、ようございま

す。 

○委員長（亀田英雄君） はい。 

 ほかにありませんか。 

○委員（成松由紀夫君） よかですか。 

○委員長（亀田英雄君） はい、どうぞ、成松

委員。 

○委員（成松由紀夫君） 簡単に２点。はい。 

 今、話が出た調整委員会の庁外プロジェクト

ですよね。そこで消防関係も入ってくって思う

とですけども、今、鈴木田議員が言われたとお

り、いろんなところにネットワーク広げて、密

にやっていってくれよと。石巻が実際、社協が

ですね、ほんと何というんですかね、自分の家
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は流れて、自分の家族が被害に遭われとって

も、やっぱその中で自分のするべき社協での活

動に従事されたという涙ぐましいですね、話も

聞いてまいりました。そういった意味で、そこ

の調整委員会のほうの充実もお願いしたいと思

います。 

 それと、確認が１点だけですね。 

 八代市災害時協定事業所登録制度を見直して

いくというような、現在１１件、この部分に入

っとですかね。例の災害協定の自動販売機、辻

本課長が詳しかったと思いますけども。振りま

せんが。コカ・コーラと当時サントリーが、前、

２事業者あったんですよね。で、コーラなんか

は災害時に情報をばあっとこう掲示板で流す。

すと清涼飲料水はどんどんもらえる。すとサン

トリーの場合は、清涼飲料水に、１００リッタ

ー、――１台につき１００リッターのミネラル

ウオーターを備蓄させるというような部分で、

非常に何か八代が有利になるような、有利に動

くような協定が結んであるじゃないですか。 

 で、その状況が、何か最近の話ではふえとる

ような、いろんな状況もあるっていうことがあ

るんで、もう簡単によかですけん、それがどや

ん状況になっとっとかと、それと、この八代市

災害時協定事業所登録制度はマッチングしてく

るのか、この１１事業所と２０事業所の目標

の、この絡みはどやんなっとっか、進捗ばお願

いします。 

○防災安全課交通安全防災係長（髙田剛志君）

 はい。 

○委員長（亀田英雄君） 髙田係長。 

○防災安全課交通安全防災係長（髙田剛志君）

 成松議員の御質問の協定及び協力事業所につ

きまして、お答えいたします。 

 皆様のお手元にある事業所の数というのは、

協力事業所、いわゆる、うちの会社は、災害が

あったときに、避難所の提供をする、あるいは

物資の提供をする、そういうものが、現時点、

１１団体あります。 

 で、現在のところ、約４年後につきまして、

それを２０事業所行っていきたいというところ

で、アクションプランの中でそれをうたってお

りますので、今回、数値を盛り込んだというこ

とです。 

 もう一点、副委員長がおっしゃいました、い

ろいろコカ・コーラだとか、そういう自販機の

ボトルにつきましては、これはですね、災害時

における協定書というところで、現在、事業所

は別にこちらは推進してます。 

 現状を申しますと、今、３２の事業所及び団

体と協定を結んでおりまして、これは、鋭意進

んでいるところでございます。 

 なお、今年度につきましては、５月９日に熊

本広告株式会社と避難所誘導広告付き看板に関

する協定、これを結んだところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） どうぞ、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） なら、その災害協定

の自販機屋さんは、もう三十幾つあるというこ

っですか。 

○防災安全課交通安全防災係長（髙田剛志君）

 はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、髙田係長。 

○防災安全課交通安全防災係長（髙田剛志君）

 はい。自動販売機におけます協定書の数でご

ざいますが──失礼します。はい、お待たせい

たしました。 

 コカ・コーラとですね、ペプシ、それと、ヤ

クルトさん、ビバレッジ、４つの事業所と結ん

であります。（委員成松由紀夫君「現在、４つ

ですね」と呼ぶ） 

 はい。（委員成松由紀夫君「はい、わかりま

した」と呼ぶ） 

○委員（成松由紀夫君） はい、委員長。 

○委員長（亀田英雄君） はい、成松委員。 
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○委員（成松由紀夫君） そういう部分も含め

てですね、小さいところまで連携されて、ただ、

小さいところまでリンクするのはいいんですけ

ども、職員の皆さん方も複雑になって、あんま

り自分たちで複雑になり過ぎて難しかっていう

ようなことにはならぬようにしてもらわぬとい

かぬなと。というのがですね、実はこやんこと

があって、八千把の会地公園ですね、会地公園

にも防災型の自販機があっとですけども、何か

の折に、愛護会の方々と除草作業しよっときに、

これは防災型というとはわかっとっと。ばって

ん、ほんなこて災害の来たときに、鍵は役所し

か持たっさぬとたいなというような話があって。

で、よくよくやっぱ出張所へ行ったりしていろ

いろ聞いたら、役所のほうで、辻本課長がばっ

ちり持っとんなったです、全部。 

 だけん、災害時にそいば全部あけに行きなっ

たりすっととか、あやんたどやんしなっとです

かっていうことで、当時、課長に、今もう次長

ですかね、辻本さんに対応してもらって、出張

所も持ってもらうようになったんですよね。 

 だけん、臨機応変に、災害時の部分は、職員

さんたちはもう有事のときには、本庁に来てい

ろいろなこともあろうし、そういうリンクして

いく部分も融通がこう、地元が動きやすいよう

な簡潔なやり方で、いろいろ計画も進めていっ

てもらいたいと。つながってはいかぬばんばっ

てん、難しくせぬで、地元を活用するっていう

ようなやり方で、ぜひお願いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（亀田英雄君） ほかにありません

か。 

 はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済みません、１

ページ目、２ということで、見直しの基本方針

ということで、あらゆる可能性を考慮した最大

クラスの地震・津波を前提とした計画の見直し

を行うということで掲げられておりますけれど

も、地震とか津波とかっていうのが、今度の防

災計画の中で、どこで起きた場合とかっていう

のを想定しとっとですか。例えば、津波がそこ

ら辺で、震源がそこの八代海の下だったとかで

すたい。あとは、地震は、そこの断層があれで

来たとかって、どういったところば想定しとら

すとですか。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 東坂課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。 

 まず、地震につきましては、当然、日奈久断

層が走っておりますので、その部分でというこ

とになります。 

 また、細かく申しますと、この地震につきま

しても、この八代市を震源とした場合、あるい

は、この少し離れた場合といいますか、そうい

う形で、いろんな、地震だけではなくですね、

ほかの災害についても、ある程度のマニュアル

はつくっていかなければならないというふうに

考えております。 

 それから、津波に関しましては、現在、県が

先ほど述べましたように調査をやってらっしゃ

るわけですけれども、日奈久断層を中心とし

た、あるいは八代海へずっと伸びておりますの

で、そのあたり、あるいはまだそこまでです

ね、私ども、詳しい津波の部分につきまして

は、県から報告は受けていないんですけれど

も、津波に関しましては、天草の島々がありま

すので大変難しいとは思うんですけども、近海

で起きた場合という形でのですね、想定はなさ

っているのかというふうに感じております。 

 それを取り入れながら、私たちもそれを取り

まとめていくという形になろうかと思います。 

○委員長（亀田英雄君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。

地震については、日奈久断層があるけん、一番

わかりやすいあれかなというふうに思うとです
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けど、津波に関していけばですね、若干尻尾の

ほうが海に入っとるということは聞いておりま

すけど、そこら辺のところに断層があるかって

いったらなかですよね、海底にですたい。そん

天草沖、先という話になってくっとかな、どや

んあっとかなという話もあっとですけれども、

やっぱ県がどやんふうな考えで、今、県の報告

ば待ってるような状況って話なんですけれど

も、県がどやんふうなところば想定して、それ

が八代に合致するのかどうかっちゅうとがです

ね、ちょっと私は微妙かなって思うとですよ

ね。 

 だけん、そこら辺のところば、その報告を見

ながらちゅう話なんですけれども、最終的に

は、自分たちで考えぬばんとじゃかろうかなっ

て思うとですたいね。 

 で、あと、上位の計画っていうとば見なが

ら、それに準ずるような形でつくりますよって

いう話なんですけれども、上位といえば、八代

市からいえば、まず熊本県でしょうと、その上

は、また国でしょうって話なんですけれども、

一時期ですよ、何カ月か前だったと思うとです

けれども、震源がどこだったかな、ちょっと忘

れたばってんが、そこで総体的に津波が起こっ

たというとを想定して、全国的なマップば出さ

したですよね、津波被害がどんぐらい来るかと

かっていうとばですたい。 

 で、たしか、それば見れば、熊本県とか八代

市あたりは、ほとんど何もなかったですよね。

震源が遠かっちゅうともあったばってんが。あ

るところじゃ、四国あたりじゃ何十メーターっ

ていうとばつくらぬばんっていう話で出とった

ばってんが。ああいう資料とかっていうのは、

見られとっとですか。持っとられっとですか

ね、そういったのも。そういったところを見な

がらですね、やっていただければというふうに

思うとが１つあります。 

 で、もういっちょですね、言わぬばんって思

うたとがあったばってんが、済みません。思い

出してからまた言います。ちょっと忘れた。申

しわけない。（笑声）もういっちょ何か言わぬ

ばんっと思ったんですが。 

○委員長（亀田英雄君） 説明はよかたいな。

持っとんなっていう話だったですね。（｢は

い」と呼ぶ者あり） 

○委員（野﨑伸也君） はい。それ、いただけ

ればありがたいんですけど、はい。 

○委員長（亀田英雄君） 皆さん、その資料要

りますか。資料請求しますか。 

○委員（野﨑伸也君） ううん、ここ全員じゃ

なくても、個別にもらってもよかばってんです

ね。特に、特段私は請求しませんけど、ここで

は。 

○委員長（亀田英雄君） はい、わかりまし

た。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） ないようでしたら、

以上で八代市地域防災計画の見直しについてを

終了します。 

 会議が長時間にわたりますので、休憩をいた

します。 

 しばらく休憩いたします。 

（午後３時１９分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時３１分 開議） 

・行財政の運営に関する諸問題の調査（地域要

望制度について） 

○委員長（亀田英雄君） それでは、休憩前に

引き続き会議を開きます。 

 次に、地域要望制度についてをお願いしま

す。 

○市民協働部長（坂本正治君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 坂本市民協働部長。 

○市民協働部長（坂本正治君） はい。 

 それでは、大変お世話になります。 
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 最後にですけども、地域要望制度について御

報告をさせていただきたいと思います。座って

御説明させていただきたいと思います。 

○委員長（亀田英雄君） どうぞ。 

○市民協働部長（坂本正治君） この制度につ

きましては、制度というふうにつくっておりま

すけども、実際的にはですね、要綱を定めた

り、それから、規則を定めたり、そういうこと

ではありませんので、制度ということで、仕組

みということで御理解をいただければと思いま

すけども。今回、議員さんの皆さん方にもです

ね、いろいろ御心配をおかけしましたけれど

も、従来ありました校区要望についてですね、

少し内容を変更、修正を加えました。その点に

つきまして報告をさせていただきたいというふ

うに思っとります。 

 今回につきましては、大きくですね、前回ま

でと違ったということでは、３点ほどあります

けども、まず、取り扱いの窓口をですね、その

要望書の取り扱いの窓口を従来の秘書課、ある

いは各担当課から市民活動支援課のほうに一本

化したということで、窓口を一本化したことが

大きな特色でございます。 

 それから、２番目に、要望に対する回答をで

すね、行うことにしました。というのが、やや

もすると今までですね、一方通行的に要望され

ても、市としてのお答え、考え方、そういうの

をなかなかお伝えできなかったということで、

今回は、我々が、市民活動支援課が窓口になっ

てですね、まず、要望に対するお答えを返そう

じゃないか──それはもうできる、できないは

別としてもですね、要するにどういう考え方

で、どういう取り組みをするかということも含

めてお答えを返そうということでの回答を行お

うということにしました。 

 それから、３つ目ですけども、要望の時期を

ですね、少し早めました。従来までは、１０

月、１１月の時点で要望活動をやっていただい

ておったんですけども、今回から少し早めまし

てですね、８月末まで時期を早めたということ

ですけども。これは、いろいろな要望があって

もですね、なかなか次の次年度の、例えば、予

算に計上するとかですね、そういう作業がなか

なか、１０月、１１月に要望を受けても、それ

から調査を始めて、精査をして、予算をつける

というのが、なかなか厳しい状況でありました

ので、今回から、少し早めさせていただいてで

すね、できるものは、予算として要求ができれ

ばということの考え方から、少し早めさせてい

ただきました。 

 大きいこの３つの点が改正した点でございま

すけども、詳細につきましては、担当の市民活

動支援課の課長のほうから御説明をさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○市民活動支援課長兼消費生活センター所長

（辻本士誠君） 委員長。 

○委員長（亀田英雄君） はい、辻本課長。 

○市民活動支援課長兼消費生活センター所長

（辻本士誠君） はい。こんにちは。（｢こん

にちは」と呼ぶ者あり）市民活動支援課の辻本

です。座って説明させていただきます。 

○委員長（亀田英雄君） どうぞ。 

○市民活動支援課長兼消費生活センター所長

（辻本士誠君） お手元にお配りしております

資料、地域要望制度についてという２枚物の資

料をごらんいただきたいと思います。 

 まず、冒頭、現状及びねらいと記載しており

ますが、これにつきましては、ただいま部長の

ほうから話がございましたので、省略させてい

ただきます。 

 その下の要望書提出に係る変更点ということ

で、変更の部分につきまして御説明いたしま

す。項目に沿って説明いたします。 

 まず、名称としまして、地域要望書というふ

うにさせていただいております。通常、校区要
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望書というふうに行政側では呼んでおりますけ

れども、今後、現在、住民自治を進めている中

で、地域協議会という自治組織を立ち上げてお

ります。その中で、１校区の中で複数の地域協

議会というのも出てくる可能性もございますの

で、地域要望書というふうにさせていただいて

おります。 

 次の提出時期でございますが、８月末までと

いうことでさせていただいております。これに

つきましては、先ほどありましたように、予算

に反映できるように、事前にですね、事業課の

ほうで検討させていただく時間が必要というこ

とでございます。なお、期限が過ぎましても、

受け付けは同様にいたします。 

 次に、提出の様式でございますが、２枚目に

つけております要望書の様式と、様式４とい

う、それぞれ項目を一覧にした様式、これに統

一させていただこうということで、これもこち

らの、行政側の都合ではございますけれども、

これでお願いしたいということです。 

 それから、提出者のお名前ということでござ

いますが、これまで町内会長方の連名とか、市

政協力員のお名前あたりで提出されておられた

ところもございます。特に、市政協力員名とい

うのは基本的に市長が委嘱した特別職というこ

とで業務も違いますので、基本的には、地域協

議会が設置された地域につきましては地域協議

会の会長名でと、それから、それ以外の未設置

の校区につきましては、町内会長、そのあたり

の連名、もしくは連合会の会長名、その他、地

域の団体、または議員さん方の連名もつけてい

ただいて結構ということでございます。 

 次に、提出の窓口でございますが、これまで

秘書課に持ってこられたり、直接事業担当課の

ほうに持っていかれてるという、ばらばらでご

ざいます。そこを市民活動支援課のほうで一括

して受け付けまして、各事業担当課のほうへお

回しするという流れにしたいと考えておりま

す。 

 それから、市長との面談でございますが、校

区によりましては、日程を調整されまして、直

接市長のほうに要望を言いたいというところ

で、秘書課のほうでは対応しておりましたが、

これも従来どおり、されておられるところにつ

きましてはですね、市民活動支援課、または支

所の総務振興課が秘書課と日程を調整しまし

て、それを進め、対応したいと考えておりま

す。 

 それから、要望内容につきましては、それぞ

れ基本的には、町内のほうで町内長さん方あた

りが必要な整備あたりにつきまして、校区とし

て、まとめて出されているということでござい

ますが、今回から部門ごとにということで、下

に書いております７つの部門に分けましてです

ね、記載していただきたいということでござい

ます。 

 それから、優先順位の記載ということで、こ

れまでも、なかなか校区の中でですね、町内の

ことの優先をつけるのは難しいということで、

つけられてない場合、また、町内単位だけの優

先順位をつけられて出しておられましたが、可

能な限り校区単位でですね、部門ごとに優先順

位をつけていただければということで、これは

強制ではございません。 

 続きまして、提出前後における市の対応とい

うことで、現在、要望書の提出前に、町内でま

とめられた、校区でまとめられた事業につきま

して、出張所があるところは出張所長、または

支所の担当課あたりが事前に現場の確認あたり

をしておりまして、それを事業担当課のほうに

つなぎまして、詳しい地元との協議あたりをし

てるところもございます。 

 これにつきましても、基本的には、変更はご

ざいません。ですが、８月末の提出ということ

でございますので、事業担当課のほうでです

ね、そこまではできませんので、提出後におき
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まして、事業担当課のほうが地元と協議をし

て、その事業の可能性あたりを協議するという

ことでございます。 

 最後に、行政からの回答ということで、これ

までは、回答書としての回答はしていませんで

した。ただし、担当課あたりがですね、個別に

回答しておるところもございます。 

 これから今年度からは、１２月末までに担当

課としてのコメントを市民活動支援課を通じま

して地域に回答させていただくと。 

 以上が変更点でございます。 

 なお、この地域制度要望につきましては、昨

年末に、校区長さん方につきましては、その趣

旨を御説明しておりまして、その後、随時、校

区に、校区ごとにですね、町内長さん方に説明

をしております。 

 また、職員のほうにもですね、本庁及び支所

の担当課、特に、建設事務所、農林水産事務所

あたり担当する部署につきましては、取り扱い

の説明をしておりますところではございますけ

れども、個別にですね、皆様方の問い合わせ

に、ちょっと誤ったことを言ってるところもご

ざいますので、再度、ここにつきましては、職

員への周知を徹底したいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（亀田英雄君） はい、ありがとうご

ざいました。 

 以上、説明が終わりました。何か、御質問、

御意見ありませんか。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。（｢あ、どう

ぞ」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） よかですか。済みま

せん。行政からの回答ってことで、回答を出す

っていうことで、今度非常にありがたい話が出

ておりますけれどもですね、実は、地域要望と

いうのはですね、今の様子見てみれば、各区か

ら市のほうに、支所とかな、市のほうに出し

て、それを練り上げて、３分の１以下になし

て、そして上げていく、支所から上がってくる

もんだから、支所から本庁に上がった段階で

は、もうその数っていうは、ほんに少なくなっ

てしまっているのが現状なんですよね。 

 そうすっと、これについて回答を出すという

のは、その支所から上がってきた分についての

回答でしょう。すっと、３分の２以上が回答を

もらえぬとですよね。今の段階でいう、結局、

予算がないからっていうとが大きなできない部

分の回答になるわけなんですけれども、そうい

った単調な回答であっても、やっぱり回答とし

て扱おうということになるわけですか。さっき

言ったごつ、まだ本庁に上がってない要求もあ

るわけなんですよ。それについては、どやんふ

うに考えとなっとですか。（｢そら、ケースバ

イケースたいな」｢各校区で違うけんですね」

と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） はい、辻本課長。 

○市民活動支援課長兼消費生活センター所長

（辻本士誠君） はい。基本的にですね、８月

末、当然、今までは各支所あたりと事業を練っ

たところで、でき上がったところで要望書とい

うのは出しておられたので、精査されて出され

ていたと思いますが、８月末の段階では、なか

なかそれが難しいというところがございます。 

 ですので、基本的には、生のですね、地元の

声を要望書としていただいて、それから、協議

すると。事業担当課のほうで、そのための期間

をいただいとるということでございますので。 

○委員長（亀田英雄君） 鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） それはちょっと可能

ですか。そげん職員は忙しくなかっですか。相

当上がってきとっとですよ。 

○市民協働部長（坂本正治君） よかですか。 

○委員長（亀田英雄君） 坂本部長。 

○市民協働部長（坂本正治君） 今までと同じ

ようにですね、支所で、例えば、支所があると
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ころ、出張所があるところについて、例えば、

校区会があるところ、そういうところは、そこ

でやっぱり、今までのように……。（委員鈴木

田幸一君「全体集まってもらってからというこ

とですか」と呼ぶ）そうです。協議でもんで、

そのもむ中でですね、やりとりは当然出てくる

と思いますけども、口頭で返す分も、その段階

で出てくると思いますけども、基本的に、回答

を返すというのは、要望書として上がってきた

分については、回答文書として返そうという、

基本的に考えてますので。例えば、今、いっぱ

い上がってきた中で、１０上がってきた中で５

つしか要望書出てこなくて、あと５つはどうす

るのかっていう話ですけども、これは、担当課

の中で口頭で返すなり、文書で出すかは別とし

て、協議はさせていただきますけども、回答と

しては、正式に上がってきたその５つについて

正式にお返しをする、そういう作業をやりた

い。 

 ただ、ほかの部分についてはですね、当然、

回答できる分については回答をやると。担当課

として、今までと同じような形でですね。 

○委員（鈴木田幸一君） 何で、あっ、いいで

すか。 

○委員長（亀田英雄君） 鈴木田委員。（市民

協働部長坂本正治君「今まで返してたと思うん

ですけどもですね」と呼ぶ） 

○委員（鈴木田幸一君） いやいや、返ってな

かですよ。全然なかですよ。 

○委員長（亀田英雄君） ですか。違うとでし

ょう。 

○委員（鈴木田幸一君） ああ、違うとでしょ

うね。多分システムが違うと思うとばってん。

例えば、鏡町だったですけど、鏡町から要望上

ぐっでしょう。鏡町のですね、区のほうから要

望上ぐっでしょう。１０カ所要望しとっとです

よ。それ、２カ所なんですよ。（市民協働部長

坂本正治君「実際上がってくるのはですかね」

と呼ぶ）実際、持って上がって、了解とって。

すと、あとの８カ所については何も連絡ないま

ま済んどっちゅうとが現状なんです。それでも

お金がないからっちゅうことで、それぞれの区

長さんたちは、市政協力員の方は了解しておる

というとが現状なんですよ。 

 それに対して、１０カ所全部に回答すっとだ

ろうかって、今、ちょっと疑問だったもんだか

ら。 

○市民協働部長（坂本正治君） はい、委員

長。 

○委員長（亀田英雄君） 坂本部長。 

○市民協働部長（坂本正治君） その点はです

ね、恐らく支所ともう少し打ち合わせ、それぞ

れやり方がどうも違うみたいでありますので、

支所とその辺はちょっと打ち合わせをさせてい

ただきたいと思います。どういう返し方をする

かについてはですね、十分打ち合わせさせてい

ただきたいと思います。（委員鈴木田幸一君

「はい、わかりました」と呼ぶ） 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 済みません。この制度

についてということで、周知のほうはどやんし

とんなっとかなっていうような話で思うとった

ら御説明されたんですけれども。昨年末に校区

長にまず説明された。その後に順次市政協力員

さんですかね、も説明されたと。その後、職員

へももう説明してますよというような話だった

ですけれども。 

 これ、その説明の中でですよ、今回、こうや

ってから報告してもらったということは、これ

はもう成案だろうというふうに思うとですけれ

ども、成案ばつくる上で、説明会を行う中で、

いろんな質問をしたときに、いろんなことがで

すね、要望じゃなかばってん、意見等があった

と思うとですけども、そこら辺のとこ、何かあ

れば、ちょっと聞かせてもらいたいんですけ
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ど。で、そやんとこ、どやんとこば変更したっ

でっすよというのがあれば教えてもらいたいん

ですけど。 

○市民活動支援課長兼消費生活センター所長

（辻本士誠君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、辻本課長。 

○委員長（亀田英雄君） 辻本課長。 ○市民活動支援課長兼消費生活センター所長

（辻本士誠君） 地元の反応ということでござ

いましょうか。職員の反応ということでしょう

か。（委員野﨑伸也君「両方」と呼ぶ） 

○市民活動支援課長兼消費生活センター所長

（辻本士誠君） はい。この検討、昨年からで

すね、庁内の各部署の担当者あたりで検討会議

をしましてこの素案を作成いたしました。それ

をもとに、各部長さん方、最後は市長まで説明

しておりますが、まずは回答の部分ですね。回

答部分でどういう──なかなかその回答は、は

っきりした回答ができないんじゃないかという

危惧はありました。 

 両方ですね、はい。地元としましては、――

はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、辻本課長。 

○市民活動支援課長兼消費生活センター所長

（辻本士誠君） 地元といたしましては、先ほ

ど申し上げましたように、提出する際のです

ね、地域協議会としての出す場合のときの危惧

ということです。すべての意見を取りまとめて

出さぬばんとだろうかというところで、会長さ

んにはかなり負担が出るんじゃないかというと

ころの危惧はございました。 

 ですが、１２月末の段階で、ある程度回答で

きる部分でということで了解を得ております。

基本的には、その素案の部分と変更になったこ

とというのは、ほとんどございませんけれど

も。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員。  職員につきましては、８月末と、地元にしま

してもですけれども、８月末というのがちょっ

と早いんじゃないかというところはありました

けれども、実際、事業課、特に建設あたりはで

すね、実際出てきたところを精査する時間が必

要だというところで、まずは早目に出していた

だいて、そこから検討して回答を出そうという

ところで、皆さん、了解は得ておるところでご

ざいます。 

○委員（野﨑伸也君） はい。ちゅうことは、

説明ばいろいろなところで各段階ごとにされて

きたっですけれども、意見等はなかったっちゅ

うことでよかですか。こっで、問題なしですよ

っていうようなことでよかったっですか、皆さ

ん。 

○委員長（亀田英雄君） 上意下達たい。 

 はい、辻本課長。 

○市民活動支援課長兼消費生活センター所長

（辻本士誠君） はい。いえ、地域の中では、

そうですね、なかなか、地域協議会をつくられ

たところにつきましては、地域協議会のメンバ

ーでそれを練るっていうのは、いきなりは難し

いだろうというところでの意見はございまし

た。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、どうぞ、野﨑

委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

 一番心配しとっとがですよ、提出期間ちゅう

とが、多分、かなりばらばらだったというふう

な説明もあったけんが、そこが一番、私は心配

しとったっですよ。いきなり、８月末までと、

括弧して、期限が超えても受け付けるって書い

てあるばってんが、そこまで間に合わせぬばん

てなれば、各地域ごとに、今まで各、いつ、そ

○委員長（亀田英雄君） 反応ちゅう話だろ

う。 

○委員（野﨑伸也君） うん。これに対しての

反応ちゅう話です。（｢反応」と呼ぶ者あり） 
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やんとば集めようかって、まとめようかってい

うとが、多分、てんでばらばらだったとが、今

度は一本化せぬばんちゅう話になるもんですけ

ん、そこら辺のところで、ちょっと地域の方々

から、何か文句の出たっじゃなかろうかなって

いうとは１つ心配しとったっですよ。 

 ただ、今、聞いた中じゃ、これが成案で、お

おむね皆さんに理解いただいたという話だった

んで安心はしたとこですけれども、１つ、何で

これ、聞いたかっていうと、これ、ねらいとい

うことで、住民自治によるまちづくり推進って

いうのが書いてあっとですけれども、これ、市

役所がこればつくって、こればしなっせって、

これでっていう話じゃ、多分、住民自治もです

ね、同じで、小薗さんも言いなったばってん、

従うという話じゃあかぬだろうというようなこ

とでですね、思うとったっですよ。 

 で、やっぱり、そういったいろんな説明の中

で意見を取り入れて、成案をつくって、理解し

てしていただくというようなことがないと、こ

れはもう、ただ絵にかいたもちになってしまう

もんですけんが、そういうとこをちょっと心配

したもんですけんが。 

 今後、また、いろいろと、いろんな意見がま

た、これば実施するに当たってですね、出てく

っと思うとですけど、そやんとには柔軟に対応

していただければなというふうに思います。 

 で、もういっちょ。 

○委員長（亀田英雄君） はい、どうぞ。 

○委員（野﨑伸也君） 済みません。 

 様式ばつけてもらっとっとですけど、これが

提出の用紙かなというふうに思うとですけれど

も、特記事項のとこは何ば書かぬばんとかなと

いうのが１つあったっですよ。 

 で、一番最後のページ、あっとですけれど

も、ここも多分、各校区で書かぬばんとかなと

思うとですけど。自治会名とかですね、あと、

備考欄とかというのを、かなり記入せぬばん部

分があるにもかかわらず、狭過ぎて書けぬとで

すたいね、これ、実際的に。そやんとこはどや

んなっとっとっかなと思って。 

○委員長（亀田英雄君） 辻本課長。 

○市民活動支援課長兼消費生活センター所長

（辻本士誠君） はい。様式の件でございます

が、まず、様式３ですね、要望書の頭の部分で

ございますが、特記事項についてと。特に、こ

の校区として、地域として、要望したい部分と

いうのをここに記載していただく。例えば、代

表者としての意見といいますか、校区をまとめ

た意見というところで、要望を文字として…

…。 

○委員長（亀田英雄君） 箇条書きぐらいで

ね。 

○市民活動支援課長兼消費生活センター所長

（辻本士誠君） はい。記載していただく箇所

ということでございます。これも、このとおり

ということじゃなくて、それは、地域に合わせ

たところで作成をしていただくと。特に、代表

者の氏名あたりも１段しかありませんが、連名

される場合は、その下に書いていただくとかで

すね、それは臨機応変にしていただきたいと思

います。 

 それから、様式４の部分、これについては、

便宜上、今回はこのサイズにしておりますけれ

ども、実際は、Ａ３サイズの広さでしておりま

して、これをデータ化しております。これを全

て地域の方にということではございません。今

までどおり、支所長、またはその支所の担当課

あたりも支援しながらですね、記載につきまし

ては、助言、支援してまいりますので、そこに

つきましては、フォローしていきたいと考えい

ます。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

○委員長（亀田英雄君） いいですか。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、成松委員。 
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○委員（成松由紀夫君） はい。 

 野﨑議員の質問とも、鈴木田さんともちょっ

と関連しとるようなところはあっとですけど

も、ある程度理解はしました。ただ、反応が、

この成案まで来るまでに、反応がなかったとい

うのは、実は、私の聞いてるところでは、いろ

んな反応が実は出ておりまして。何ですかね、

この成案の前の説明用の、今さっき野﨑議員が

言うた、町内長さんからいろいろと職員さんた

ちに説明しとんなる部分の地域要望制度の確立

っていう文書を含めて説明をして回っとんなっ

ですよね。 

 そのときのですね、──これ、実際の問題で

すよ、実際、受け取り側の町内長さんたちから

すると、もう上意下達的に、もう決まったっば

いっていうとり方の中で、その野﨑議員が心配

しとった８月末までっていうならばとかってい

うとはですね、八千把辺でも出とるけん、多

分、いろんな校区でも、水面下の中では、本庁

には聞こえてなか部分で確認がとれとらぬとい

うとはわかります。 

 ただ、その出張所単位では、いろんなこう、

８月末でというならば、今までとやり方ん違う

ぞとか、すとですね、緊急、緊急の場合も、も

う８月末で打ち切って、ルールば一定化させて

あるけんが、だめばいとかですね。あと、こっ

ちの文書で行けば、全部、部長さん、部長さん

って出てくっとですよ。だけんで、所管部長の

決裁をとるとか、あと、事業担当課にて部長決

裁を行うとかで、これは市長さんには、なら会

いに行かれぬとだろうかっていうような話で、

市長にはもう会えぬとですたいとかですね。 

 だけん、今度、我々に話が届くときには、ほ

んならもう、極端な話ですね、もう市長がやっ

ぱりこう全校区対応すっとがなかなかスケジュ

ール上あって、もう部長さんに権限移譲させた

っだろうかというような受け取り方になってし

まったり、あとは、大体、秘書課に、市長に会

いに行くときには段取りしてもらう部分で、こ

れはもう住民自治っていう美辞麗句もあるけ

ん、もう秘書課がせからしなってから、住民自

治と抱き合わせてから、ぶんやらしたっじゃな

かろうかとかですね。いろんな話がこう、実際

出とる現状があっとですよ。 

 だけん、ちょっと確認の意味で、部長さんた

ちに権限移譲されたのかっていう部分と、緊急

時の場合は対応しなっですかね、そこ２点、ち

ょっと教えてください。 

○市民協働部長（坂本正治君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 坂本部長。 

○市民協働部長（坂本正治君） はい。今回の

この制度については、先ほども言ったようにで

すね、今までのやり方を少し整理をしようじゃ

ないかということで、もともと始めたことなん

ですけども。先ほどおっしゃったように、担当

部長に権限をおろしたんじゃないかということ

は一切やってませんのでですね。それぞれ回答

を返すときに、担当の部長は、その回答につい

てはしっかり責任を持ってですね、部として返

そうじゃないかということでの部長まで決裁を

とっていただきたいということで、今、お話を

してる段階です。 

 それから、今回のこの制度についてもです

ね、まだ試行的な形でやっていて、我々として

も、住民の皆さん方とやり取りの中でですね、

当然、この仕組みとしては、変えるところも出

てくると思います。 

 例えば、今、おっしゃったように、時期の問

題とかですね、それから、回答の問題とか、い

ろいろ問題あります。特に、回答についてはで

すね、我々の行政の側からすれば、回答を返さ

なければいけないっちゅうことに対して、かな

りいろいろ御意見をいただきました。だけど

も、やっぱり住民からもらった意見については

ですね、質問については、当然返そうじゃない

かということで、それはもう、できる、できな
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いは別としてもですね、今の段階でどこまで来

てるのか、どういう考え方で、部として、課と

しているのかということは当然返すべきではな

いかということで、返そうじゃないかというこ

とで、今、回答を返すということにしてたんで

すけども。かなり、いろいろ問題もですね、今

出ておりますので、当然、これは、じっくりい

ろいろ意見をいただいてですね、仕組みとし

て、もし、変更する部分についてはですね、当

然、皆さん方、一番動きやすいような形で、こ

の仕組みの改正については再度検討していきた

いというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、どうぞ。 

○委員（成松由紀夫君） このこっちの成案の

ほうで見て、そして、先ほどのもう説明どおり

というふうに受け取ればですね、様式と窓口と

締め切り時期を全校区一本化して、より充実さ

せて、そこが変わっただけですよと。あとは従

来どおりよかっですよみたいな部分もあるし、

緊急の場合はオーケーだということも書いてあ

るしですね。 

 で、鈴木田議員が言われた、うちには回答の

ありよらぬだったっていう部分も、逆に言うと

回答もしていきますよと、同じ様式で行って。

ということだろうけんで、逆に言うと、地域要

望が物すごく前に前進したなっていう、きょう

の説明ば聞けばですね、そういうふうに受け取

ってですよ、ああ、頑張っとんなっばいなって

いう話なんで、もうぜひ頑張っていただきたい

というのが１点。 

 それと、出張所長さんたちとか、校区の人た

ちにかかわらす人たちが、私の見解ではです

ね、理解が深まってない。だけん、そういう町

内長さんたちが不安がらしたり、もう、もう要

望はでけぬごっなったっかいとか、いろんな話

が出とるもんですから、そこは、しっかり、一

番窓口になられる職員さん方に、――これでよ

かと思います。これ見れば、もう一目瞭然です

もん。大変、変更前と変更後でわかりやすかけ

んで、で、従来どおりの文言も入っとるし、緊

急の場合もあるし、市長との面談もありますよ

っていうように、わかりやすいやつなんで、こ

れをもう一回、市民の皆さんと直接交渉される

職員さん方にも周知ば徹底していただいて、も

う不安がないように。逆に、せっかくよかこつ

して、より一歩前に進んで行ってるやつですけ

んですね、だけん、ぜひ誤解のないように頑張

っていただきたいと思いますし、また、こうい

う部分があったら、総務委員会に事前に１回説

明しときなっと、また、我々も対応の仕方が違

うてくるけんですね。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（亀田英雄君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） 要望よかですか。 

○委員長（亀田英雄君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 要望とかっていう話じ

ゃなかっだろうばってんですね。 

○委員長（亀田英雄君） よかですよ、何で

も。 

○委員（野﨑伸也君） 非常に、やっぱ回答ば

返すっていうとにですね、今度、特化してから

ですね、一生懸命頑張られたとがですね、私、

非常に評価できるところかなというふうに思う

とですよ。で、せっかく、こやんよかあればで

すね、しなったとであればですよ、逆にもう少

し進んで、こういった、──多分、今、校区の

要望書とか見れないですよね、多分。見れます

か、誰でも。見れないですよね。だけん、そや

んところば、どやんかして見せるような対応。

何でそればせぬばんとかっていうとは、よその

校区のやつがこやんとの上がってきとうばって

ん、回答でこやんだったよって。じゃ、うちも

同じかとのあるばってんが、これば出したっち
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ゃ、こやん回答だよねっていうのば見てもらえ

ば、また違った意味で、ほかの校区も出さるっ

と思うとですよ。だけん、誰でも目が届くよう

なところに置いていただくとか、ホームページ

とかでもですね、出していただければ、こうい

ったものの透明性っていうか、それがかなりよ

くなってくると思うとですよ。で、負担の軽減

にもなってさね、やっぱ、そういうとこでは。

よければ、そやんとこまで、もういっちょ、も

う一歩先まで考えてからですたい、やっていた

だければなというふうに思いますし、私たち

も、これ、きょう聞いたんで、これをもとに、

この成果ということで、聞かれたときは説明を

したいというふうに思います、はい。 

 だから、それからすると、やっぱり、財源が

私は、ある程度、このために隠し財産でもよか

ばってん、残して、皆さんの要望に沿う、各

区、校区の要望にはできるだけ沿うように努力

をするっていうことが出てこないと、校区も全

然こう、書式が変わったばっかりで何の役にも

立たぬって、出すばってん、いっちょん決めて

やらっさぬ。そのようなことで、全然、せっか

くのことが大したことなくなるんじゃなかろう

かと思いますが、どうですか、そのあたりは。 

○市民協働部長（坂本正治君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、坂本部長。 

○市民協働部長（坂本正治君） はい。今おっ

しゃるようにですね、確かに、一番我々も予

算、財源の確保というのが一番問題だったんで

すけども、究極的にはですね、そういう地域要

望制度というのは、今想定してるのはですね、

地域というのは、校区って言われた、今現在つ

くっている地域協議会も含めてですけども、総

社教とか、そういうのは校区に組織があります

けども、校区の総意としてですね、上がるの

を、この地域要望制度というふうに理解してま

す。 

○委員長（亀田英雄君） はい。よろしくお願

いしときますね。 

 ほかにありませんか。 

○委員（小薗純一君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） どうぞ、小薗委員。 

○委員（小薗純一君） 制度を変えるというと

きには、財源はどうされるんでしょうかね。今

までとおんなじように、予算はそのまま、制度

だけ変えて、その枠の中にはまり切らぬばせぬ

というごた形でしか捉えぬとでしょうかね。ど

うなんですか。あなたたちが受け付けますよと

言ったら、例えばですね、商工会議所からの要

望とか何とかというのと、地域の要望というの

は、例えば、アーケード街の要望とか、いっぱ

い出てくると思うんですよ。そういうのは、こ

の制度じゃなくて、別途にやるんでしょうか

ね。 

 ですから、そういう団体から上がる分につい

ては、従来どおり、それぞれ上げていただくと

いう、秘書課を通じてですね、上げていただく

ような形になると思いますけども、先ほど言っ

た予算についてはですね、究極としては、そう

いう予算をもし確保できれば、我々としても一

番うれしいんですけども、当面は、今のそれぞ

れの担当課の予算の中で、できる分については

予算化していく。できない分についても予算要

求についてはですね、やっていきたいと思いま

すけども、なかなか、この制度に応じた予算を

確保するっていうのは、今の段階ではですね、

できておりませんので、予算については、従来

の枠の中でやりくりをして確保していくという

形にならざるを得ないんじゃないかなと思って

 ですから、予算制度が、この８月末までとい

うのは、大体、国なんかもそうですけども、概

算要求が８月の末ですね。で、締め切り。そう

すると、その後、考えて、１２月の末には、来

年度予算の内示をやる。ということは、そこに

予算があって、それから、それで認められなか

ったのを復活財源を運用する。 
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ます。  ですから、本来であれば、今おっしゃったよ

うに、うちの総枠でそういう予算を設けて、そ

こからそれぞれというのが一番理想かもしれま

せんけども、今おっしゃったような形で、それ

はまず今の中でできませんのでですね、それぞ

れの担当課で答えを返していただくのを、うち

のほうでその答えを出すのを取りまとめをし

て、責任を持って、それぞれ出されたところへ

お返しをする。その役割を我々が果たそうと、

今考えているところです。 

 ただ、要望としてはですね、我々もこういう

制度をつくる以上は、そういう予算の裏づけが

できるような形で要望していきたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○委員長（亀田英雄君） はい、小薗委員。 

○委員（小薗純一君） 役人は、お互いのすみ

分けがあるんですよ。だから、あなたたちが農

業関係の予算、これは土地改良関係、これは道

路改修何とか、河川改修、いろんな予算、市の

予算があるとしたら、そこに張りつけたもの、

これはこぎゃん要望がここから出とるけん、こ

っだけはつけてやってくださいよということを

言うたとしても、逆に言うと、自分たちが直接

今度は受けぬから、そこにですね、迫真力とい

うか、あれがなかわけですね。 

 ですから、答えをですね、我々が答えるんじ

ゃなくて、答えはそれぞれの担当課からお尋ね

をして、我々がまとめてお返しをする、その作

業を我々がやりたいというふうに考えておりま

すので、御理解をいただければと思います。 

○委員（小薗純一君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、小薗委員。 

 なぜかというと、そちらに書類出しとけば、

各課に回る、各部に回るということ。じゃ、お

たくに出しても、しゃんもっでん、地域がです

たい、その部を回ったり、その課を回ったりし

なきゃいかぬことだったら、おたくに出す意味

は全く何もない。そういう意味なんですよ。 

○委員（小薗純一君） あなたたちの仕事がふ

えただけじゃないですか。（｢そうなんですよ

ね」と呼ぶ者あり）（笑声） 

 何でそんなことするの。ばかじゃないの。 

○委員長（亀田英雄君） そげん言うゃなら

ぬ。 

 だから、おたくで、そういうことへの切迫感

のあるですね、陳情を受けたら、それだけのこ

との返しをするというのは、各役所のですね、

横の連携がよっぽどうまくいかないと、その仕

事はうまくいかない、私はそう見てます。 

○委員（小薗純一君） それは、建設部でもや

らせときなさいよ。やって、建設部に話をしと

きましたって言って、それできちんと、例え

ば、１０項目なら１０項目、出てきた１０項目

をちゃんと担当部署に張りつけましたよと、後

は、そちらから返事が来ますといったほうがあ

んたちはどやしこ楽な。あたたちは怒られっば

っかりおらんばんわい。あやっどんに出すけ

ん、決まらぬとたいって言われるっばい。何考

えとっとだろうか。まあ、よかたい。しない。

もうよか。もう言わぬ。（笑声） 

 頑張ってください。せっかくまちづくりをさ

れるんだから、思うとおりにまちをつくってく

ださいよ。 

○委員長（亀田英雄君） 坂本部長。 

○市民協働部長（坂本正治君） はい。今おっ

しゃったようにですね、本来であれば、一括し

たが一番いいんですけども、今回についてはで

すね、それぞれの担当課のほうで答えを出して

いただく、予算もそれぞれの担当課で検討して

いただくというスタイルです。 

○委員長（亀田英雄君） はい。もうよかです

ね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） ないようでしたら、
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以上で地域要望制度についてを終了いたします

が、いろんな意見があるのも事実ですので、真

摯に受け取っていただいてですね、改善点につ

いては御検討いただければというふうに思いま

す。（｢はい」と呼ぶ者あり）ありがとうござ

いました。（｢ありがとうございました」と呼

ぶ者あり） 

 そのほか、当委員会の所管事務調査について

何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） 以上で所管事務調査

２件についての調査を終了します。（｢ありが

とうございました」「頑張ってください」「は

い、ありがとうございます」と呼ぶ者あり） 

 住民サービスの向上だけんですね、汗を流し

てください。（｢御協力お願いします」と呼ぶ

者あり） 

○委員長（亀田英雄君） 次に、閉会中の継続

審査及び調査の件についてお諮りいたします。 

 所管事務調査２件及び請願１件、陳情３件に

ついては、なお審査及び調査を要すると思いま

すので、引き続き、閉会中の継続審査及び調査

の申し出をいたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） はい、御異議なしと

認め、そのように決しました。 

 長時間お疲れさまでした。 

 以上で本日の委員会の日程はすべて終了いた

しました。 

 これをもって総務委員会を散会します。 

（午後４時０５分 閉会） 
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